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は じ め に 

現在、わが国では、少子高齢化、人口減少社会を迎え、労働力人口の減少による地域経済の縮小は、大

きな課題となっております。 

このような中、本県では平成28年12月に「熊本復旧・復興4ヵ年戦略」及び「熊本県産業人材の確保・

育成及び県民の活躍支援に関する計画（ひと・しごと輝きプラン）」を策定し、熊本地震を克服し、働く

場所として選ばれ、誰もが輝き夢あふれる熊本の実現に向けて取組んでいます。具体的には、産業・復興

人材の確保や育成、県外からの還流促進、活躍支援、魅力ある職場づくりの推進に取組み、熊本地震から

の復興への歩みを進めています。 

こうした中、県では、県内の民間事業所に雇用されている労働者の賃金や労働時間などの労働条件等の

実態を把握し、労働環境の整備を図るための施策の基礎資料とするため、「熊本県労働条件等実態調査」

を実施しました。 

この報告書は、平成２９年に実施した調査の結果を取りまとめたものです。県民の皆様に本報告書を御

活用いただくことで、企業の成長や安定した労使関係の構築のお役に立てれば幸いです。 

終わりに、本調査の実施にあたり、日常業務や震災復興業務等でお忙しい中、御協力いただきました事

業所の皆様方に厚く御礼申し上げます。 

 

平成３０年３月 

  熊本県商工観光労働部 商工労働局 労働雇用創生課 
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第１ 調 査 の 概 要           

（１） 調査の目的 

熊本県内の事業所に雇用されている労働者の賃金・労働時間その他の労働条件を把握し、労働行政の 

     基礎資料とするとともに、労働関係者・労働関係機関に提供することにより健全な労使関係の発展に  

     役立てることを目的とする。 

（２） 調査対象 

① 地 域…… 熊本県全域 

② 産 業…… 郵便貯金銀行、政府関係金融機関、酒場、ビヤホール、バー、キャバレー、ナイト      

 クラブ、郵便局、政治・経済・文化団体、宗教、公務、及び分類不能の産業を除いた

 全産業 

③     事業所……正社員を５人以上雇用する民営事業所から、規模別・産業別に層化無作為の方法に        

                              より抽出した 2,000 事業所に調査票を送付し、平成２９年６月３０日時点で正社員が 

                              ５人以上いる事業所に回答を求めた。 

                                                 なお、抽出の際は、平成２６年経済センサスの事業所母集団データベース平成 27 年次   

                                                フレームを使用した。 

 （３）調査事項 

① 労働者全般の状況（就業形態、正社員の管理職登用状況、正社員の採用状況、正社員以外の

労働者の雇用理由、労働組合の有無） 

②  賃金制度（正社員と正社員以外の 1 人当たり平均所定内賃金、正社員の賃上げ実施状況、正社員

の賃上げ額、正社員の冬季賞与・夏季賞与支給月数、正社員の冬季賞与・夏季賞与支給定額） 

③  労働時間（正社員の所定労働時間、年次有給休暇、育児休業取得状況、育児休業者の代替） 

④  ワーク・ライフ・バランス：仕事と生活の調和（認知状況、実施内容、実施したい内容、取り         

組む上での 課題、実現・推進のための必要事項） 

⑤  女性の活躍推進：ポジティブ・アクション（取組状況、取組実施又は予定内容、取り組む理由、

取り組んでいない理由、推進するうえでの課題） 

（４）調査の対象期日 

     この調査は、平成２９年６月３０日現在について行った。ただし、一部事項については、対象期日前     

     １年以内または１年度以内の状況について調査を行った。 

（５） 調査方式 

     調査票を調査対象事業所に郵送し、労務管理者が記入のうえ、労働雇用創生課に返送する方式と     

     した。 

（６） 調査対象事業所の抽出 

     平成２６年経済センサスの事業所母集団データベース平成 27 年次フレームによる事業所を母集団

     として、６つの事業所規模（正社員 5 人以上 10 人未満、10 人以上 30 人未満、30 人以上 50 人未満、

     50 人以上 100 人未満、100 人以上 300 人未満、300 人以上）、大分類１７の産業（さらに、製造業を

     ８つの中分類に区分。詳しくは 37 頁参照）別に、層化無作為の方法により 2,000 事業所を抽出した。 
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事業所数の内訳

規模別

（正社員数）
事業所数

5～9人 463

10～ 29人 409

30～ 49人 97

50～ 99人 54

100～299人 30

300人以上 7

総数 1,060

産業別 事業所数 産業別 事業所数

農業、林業、漁業 14 不動産業、物品賃貸業 21

鉱業、採石業、砂利採取業 0 学術研究、専門・技術サービス業 34

建設業 135 宿泊業、飲食サービス業 30

製造業 102 生活関連サービス業、娯楽業 37

電気・ガス・熱供給・水道業 2 教育、学習支援業 26

情報通信業 12 医療、福祉 274

運輸業、郵便業 50 複合サービス業 14

卸売業、小売業 208 サービス業（他に分類されないもの） 53

金融業、保険業 48

総数 1,060

（７） 調査実施事業所数及び回収結果 

①  県内で正社員を５人以上雇用する民営事業所数  15,178  

② 調査対象事業所数 2,000 

③ 正社員５人未満、事業所の廃止等により調査対象外となった事業所数 282 

④ 回答事業所数 1,060 

⑤ 回収率                                                                 61.7% 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８） 調査結果利用上の注意事項 

① この調査は無作為抽出であるため、回答事業所が毎年一定していない。したがって、集計事業所  の

 同一性が確保されていないので、前年調査結果との比較には注意を要する。 

② この調査を他の調査結果と比較する場合には、調査対象が異なる場合があるため十分注意を要す る。 

③ 集計は、原則として回答者数（無回答を含まない）を 100 とした場合の相対度数（％）で表示し ている。    

④  統計表のパーセント表示は、項目毎に小数点第２位を四捨五入しており、合計が 100.0%になら   

 な い場合がある。 

⑤   本文、表、グラフでは選択肢を簡略化している場合があるので、必要に応じて巻末の調査票及び

 付表を参照のこと。 

⑥ この報告書では、該当数値がないものは「－」、サンプル数が少ないものは「x」で表示している。 
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第２ 調 査 結 果   

__/__/ １ 労働者全般の状況 __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

 

（１）就業形態                               

雇用労働者の就業形態をみると、「正社員」（71.5％）、 

「正社員以外」（25.9％）、「臨時雇用者」（2.6％）と  

なっている（図1）。 

※付表1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

    ＜属性別＞ 

 規模別にみると、『正社員』の割合が高いのは、「300人以上」（82.3％）、「30～49人」（79.5％）、 

「100～299 人」（78.9％）などであり、逆に低いのは、「5～9 人」（61.2％）、「10～29 人」（65.7％）、  

「50～99人」（69.2％）などとなっている （図2）。   

※付表1       
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図3：就業形態（産業別）
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図4：就業形態別労働者の男女割合（総数）

男性 女性

産業別にみると、『正社員』の割合が高いのは、「建設業」（91.9％）、「電気・ガス・熱供給・ 

水道業」（90.9％）、「複合サービス事業」(87.0%)、「学術研究、専門・技術サービス業」(86.9%)、  

「金融業、保険業」(83.9%)などであり、逆に低いのは「情報通信業」（33.7％）、「宿泊業、飲食サービ

ス業」（51.2％）、「生活関連サービス業、娯楽業」（57.7％）などとなっている（図3）。 

※付表1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就業形態別に男女の割合をみると、『正社員』における割合は、「男性」（58.7％）、「女性」（41.3％）

と「男性」が上回っている。『正社員以外』の場合は、「男性」（29.8％）、「女性」（70.2％）と逆に 

女性が上回っている。 

又、『臨時雇用者』についても、「男性」（44.5％）、「女性」（55.5％）と女性が上回っている（図4）。 

※付表1 
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（２）正社員の管理職登用状況                            

管理職の男女割合を職階別にみると、『女性』の割合は 

「係長相当職」と「課長相当職」では 20～30％台であるが、  

「部長相当職」では2割に満たない。 

逆に男性の場合は「係長相当職」では 69.1%であるが、  

「総数」と「課長相当職」では74%を超え、「部長相当職」

では8割を超えている（図 5）。 

※付表2 

 

 

 

＜属性別＞ 

規模別にみると、最も女性管理職の割合が 

高いのは「100～299人」（34.3％）で、次い

で、「5～9人」（28.6％）、「10～29人」（25.3％）

などとなっている（図6）。  

※付表2      

 

 

 

 

 

 

 

産業別にみると、女性管理職の割合は「医療、福祉」（61.1％）が過半数を超え、次いで「教育、学習 

支援業」（27.3％）、「生活関連サービス業、娯楽業」(25.6%)、「金融業、保険業」（23.6％）などと  

なっている（図 7）。 ※付表2 
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図8：男女別採用状況（新規・中途別）
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図9-2:正社員の採用状況（産業別/新規・男女別）
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図9-1:正社員の採用状況（規模別/男女別）

男性 女性

（３）正社員の採用状況 

 『正社員』の採用を男女別にみると、新規学卒者では

「男性」（43.0％）、「女性」（57.0％）となっており、

女性の新規学卒者の採用が多くなっている。 

又、中途採用者でも、「男性」（48.1％）、「女性」（51.9％）

となっており、女性の中途採用者が多くなっている 

（図 8）。 ※付表3 

 

 

＜属性別＞ 

  男女の割合を規模別にみると、『男性』の採用の 

割合が高いのは、「50～99 人」（54.9％）、 

「10～29人」（51.4％）、「30～49人」（50.4％）

となっている。 

『女性』の場合は、「100～299 人」（63.6％）、 

「300人以上」（57.8％）となっている（図 9-1）。  

※付表3 

 

 

 

 男女の割合を産業別にみると、『男性』では、「電気・ガス・熱供給・水道業」（100.0％）、「運輸業、郵

便業」(86.8%)、「建設業」(83.3%)の割合が高く、『女性』では、「医療、福祉」（76.5％）、「生活関連サービ

ス業、娯楽業」(75.0%)、「金融業、保険業」（74.0％）の割合が高くなっている（図9-2）。   

※付表3 
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図10-1：正社員の採用状況（規模別/新規・中途別）

新規学卒者 中途採用者

26.7

14.6

16.1

0.0

68.2

4.1

32.7

62.5

10.7

10.9

43.1

64.3

18.5

19.7

75.0

27.5

73.3

85.4

83.9

100.0

31.8

95.9

67.3

37.5

89.3

89.1

56.9

35.7

81.5

80.3

25.0

72.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

農業、林業、漁業

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業

サービス業（他に分類されないもの）

図10-2：正社員の採用状況（産業/新規・中途別）

新規学卒者 中途採用者

 新規学卒者と中途採用者の割合を規模別に 

みると、『新規学卒者』の採用割合が最も高い 

のは、「100～299人」（30.3％）となっている。 

逆に、『中途採用者』の割合が最も高いのは、  

「5～9人」（86.9％）となっている（図10-1）。 

※付表3 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規学卒者と中途採用者の割合を産業別にみると、『新規学卒者』の割合が高いのは、「複合サービス

事業」(75.0%)、「情報通信業」(68.2%)、「生活関連サービス業、娯楽業」(64.3%)となっている。 

逆に、『中途採用者』の割合が高いのは、「電気・ガス・熱供給・水道業」(100.0%)、「運輸業、郵便業」

（95.9％）、「不動産業、物品賃貸業」（89.3％）となっている（図10-2）。  

※付表3 
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図11：正社員以外の労働者を雇用している理由（複数回答）

（４）正社員以外の労働者を雇用している理由                   

  雇用している理由をみると、「経営状態に応じた雇用調整が可能なため」（32.8％）、「高齢者の継続

雇用または再雇用のため」（32.5％）、「人件費等の経費の節約のため」（29.5％）などが高くなっている 

（以上すべて複数回答）（図11）。    

※付表 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の回答   ○本人が希望しているため 

           （短時間勤務・扶養内勤務・育児・介護・希望時間勤務・多様な働き方のニーズなど） 

○試用期間のため 

○業務負担の軽減のため 

○忙しい時間帯の事務受付業務のため 

○土・日対応のため 

○正社員以外の定型業務に従事させるため 

○仕事に必要なため 

○正社員の条件に合致しないため 

○看護学生のアルバイトを受け入れるため 

○短時間の清掃業務のため 

○従業員のライフスタイルへの対応のため 

○障がい者就労事業所で全員が対象のため 

○非常勤講師のため 

○有資格者確保のため 

○熊本市指定管理制度による事業（指定期間５年の制限）のため 

○正社員登用を見据えた雇用のため 

○2ヶ所勤務の人を雇用しているため 

○地域採用職を転勤のない契約社員としているため 

○外国人技能実習生のため 

○求人の応募がないため 
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図12：労働組合の有無
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図13：労働組合の有無（規模別）
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図14：労働組合の有無（産業別）

労働組合がある 労働組合が無い

（５）労働組合の有無 

労働組合の有無割合をみると、「労働組合がある」11.7%、 

「労働組合が無い」89.3%となっている（図12）。 

※付表5 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ＜属性別＞ 

  規模別にみると、『労働組合がある』割合が 

 最も高いのは「300人以上」(42.9 %)であり、

次に「100～299 人」（23.3％）、「50～99 人」

(22.2 %)、「30～49人」( 16.5%)と続いている。

労働組合の組織率は、規模の大きさに比例する

傾向がある（図13）。 

 ※付表5 

 

 

 

 

 産業別にみると、組織率が最も高いのは「電気・ガス・熱供給・水道業」（100.0％）で、次いで  

「金融業、保険業」（58.3％）、「教育、学習支援業」（23.1％）、「運輸業、郵便業」（18.4％）などとなって

いる（図14）。 ※付表5 
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図15：正社員と正社員以外の所定内賃金平均額の比較（規模別）
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図16：正社員と正社員以外の所定内賃金平均額の比較（産業別）

正社員 正社員以外

__/__/ ２ 賃金制度 __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/_/__/__/__/ 
 

１ 所定内賃金（正社員・正社員以外）と正社員の賃上げ 
（１）所定内賃金（正社員・正社員以外） 

１人当たりの所定内賃金平均額は、『正社員』は240,291円、『正社員以外』は130,503円となっている

 （図15の項目「総数」）。 

 

＜属性別＞ 

規模別にみると、『正社員』では「300人以上」（275,661円）が最も高く、『正社員以外』でも「300人

以上」（161,906円）が最も高くなっている（図15）。  ※付表 6                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業別にみると、『正社員』では「金融業、保険業」（308,503円）が最も高く、『正社員以外』では 

「情報通信業」（200,413円）が最も高くなっている（図16）。 ※付表 6                                
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図17-1:正社員の所定内賃金の男女格差（規模別）
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図17-2:正社員の所定内賃金の男女間格差（産業別）

男性＝100.0

（２）正社員の女性と男性の賃金格差 

  『正社員』の女性と男性の賃金格差（男性を100とした場合の女性の割合）を正社員の所定内賃金で   

比較すると平均で77.9となっている（図17-1の項目「総数」）。 

 

＜属性別＞ 

規模別にみると、「30～49人」の事業所では80.1で最も格差が小さく、「100～299人」の事業所 

では74.4で最も格差が大きい（図17-1）。  ※付表6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業別にみると、「農業・林業・漁業」では105.5で、女性が男性を上回っている。 

また、その他の産業別でみると、男性が女性を上回っており、「情報通信業」が90.8と最も格差が小さく、

「電気・ガス・熱供給・水道業」が68.5と最も格差が大きい（図17-2）。  

※付表6  
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図18-1:正社員以外の所定内賃金の男女格差（規模別）
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図18-2:正社員以外の所定内賃金の男女間格差（産業別）

男性＝100.0

（３）正社員以外の女性と男性の賃金格差 

  『正社員以外』の女性と男性の賃金格差（男性を100とした場合の女性の割合）を正社員以外の所定内

賃金で比較すると平均で76.8となっている（図18-1の項目「総数」）。 

 

＜属性別＞ 

規模別にみると、「300 人以上」の事業所では 87.7 で最も格差が小さく、「50～99 人」の事業所では

73.7で最も格差が大きい（図18-1）。   

※付表6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業別にみると「複合サービス事業」が99.5と最も格差が小さく、「電気・ガス・熱供給・水道業」が

50.3と最も格差が大きい（図18-2）。  

 ※付表6 
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図20：正社員の賃上げの実施状況（規模別）
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図19：正社員の賃上げの実施状況（総数）

（４）正社員の賃上げ実施状況 

『正社員』の賃上げ（定期昇給を含む）の実施状況は、  

「賃上げを実施した」（71.8％）、「賃上げをせずに据え

置いた」（22.4％）、「一時金で対応した」（5.6％）、「賃

金を引き下げた」（0.2％）の順になっている（図19）。 

※付表 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜属性別＞ 

 規模別にみると、『賃上げ実施』の割合が最も高いのは「100～299人」（93.3％）である（図20）。   

※付表 7     
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図22：正社員１人当たりの賃上げ額（規模別）

71.4

51.2

72.3

100.0

63.6

47.9

74.4

76.6

89.5

75.8

50.0

65.7

76.0

83.8

92.3

66.7

7.1

12.6

5.9

0.0

2.1

3.5

2.1

5.3

3.0

3.3

2.9

4.0

5.9

0.0

9.8

21.4

36.2

21.8

0.0

36.4

50.0

22.1

19.1

5.3

18.2

46.7

31.4

20.0

10.3

7.7

23.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.1

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

農業、林業、漁業

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業

サービス業（他に分類されないもの）

図21：正社員の賃上げの実施状況（産業別）

賃上げ実施 一時金で対応 据え置き 引き下げ

産業別にみると、『賃上げ実施』の割合が高いのは、「電気・ガス・熱供給・水道業」（100.％）、  

「複合サービス事業」（92.3％）、「不動産業、物品賃貸業」（89.5％）、「医療、福祉」（83.8％）など

である。また、『一時金で対応』は「建設業」(12.6%)、「サービス業（他に分類されないもの）」（9.8％）

などが高く、『据え置き』は「運輸業、郵便業」（50.0％）、「宿泊業、飲食サービス業」（46.7％）などが高

くなっている（図21）。※付表 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（５）正社員の賃上げ額                                           

 『正社員』１人当たりの賃上げ額は、5,951円となっている。（図22の項目「総数」）。 

 

＜属性別＞ 

規模別にみると、「10～29人」（6,489円）が最も高い（図22）。 ※付表8 
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図24-1：Ｈ28年冬季賞与支給月数（規模別）
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図23：正社員１人当たりの賃上げ額（産業別）

 産業別にみると、「建設業」（10,559 円）が最も高く、次に「学術研究、専門・技術サービス業」 

   （9,157円）、「宿泊業、飲食サービス業」（8,619円）などとなっている（図23）。 

   ※付表8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 正社員の冬季賞与・夏季賞与 

 

◎平成28年冬季賞与 

 (a)月数支給の場合 

 平成28年冬季賞与の全体の平均支給月数は、1.8箇月となっている（図24-1の項目「総数」）。 

 ※付表9 
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図24-2：Ｈ28年冬季賞与支給月数（産業別）

（箇月）
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図24-3:H28年冬季賞与定額（規模別）

 ＜属性別＞ 

 規模別にみると、「300人以上」が最も高く2.1箇月となっている。次いで「100～299人」（2.0箇月）、 

 「５～9人」・「30～49人」・「50～99人」（いずれも1.8箇月）などとなっている（図24-1）。 

 ※付表9 

 

  産業別にみると、「農業、林業、漁業」が最も高く4.2箇月となっている。次に「運輸業、郵便業」 

（2.3箇月）、「金融業、保険業」（2.2箇月）、「教育、学習支援業」（2.0箇月）などとなっている（図24-2）。 

 ※付表9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (b)定額支給の場合 

  定額支給の場合、全体の平均支給額は、220,303円となっている（図24-3の項目「総数」）。 

 ※付表10 

 

 ＜属性別＞ 

  規模別にみると、「100～299人」が521,748円で最も高く、次に「30～49人」（236,871円）、「10～ 

 29人」（206,861円）などとなっている（図24-3）。 ※付表10 
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図25-1：Ｈ29年夏季賞与支給月数（規模別）
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図24-4：H28年冬季賞与定額（産業別）

  産業別にみると、「情報通信業」が411,700円で最も高く、次に「宿泊業、飲食サービス業」（280,222

円）、「金融業、保険業」（280,000円）などとなっている（図24-4）。 

 ※付表10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 ◎平成29年夏季賞与 

      (a)月数支給の場合 

 平成29年夏季賞与の全体の平均支給月数は、1.6箇月となっている（図25-1の項目「総数」）。 

 ※付表9 

 
  ＜属性別＞ 

   規模別にみると、「300人以上」・「100～299人」が最も高く共に1.8箇月となっている。次いで「50～ 

 99人」（1.7箇月）、「５～9人」・「10～29人」・「30～49人」（いずれも1.6箇月）となっている（図25-1）。 

 ※付表9 
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図25-3:H29年夏期賞与定額（規模別）
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図25-2：Ｈ29年夏季賞与支給月数（産業別）

（箇月）

  産業別にみると、「農業、林業、漁業」が最も高く 2.9 箇月となっている。次に「金融業、保険業」  

 （2.2箇月）、「電気・ガス・熱供給・水道業」（1.9箇月）、「運輸業、郵便業」・「教育、学習支援業」（各  々

 1.8箇月）などとなっている（図25-2）。 

 ※付表9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (b)定額支給の場合 

  定額支給の場合、全体の平均支給額は、205,791円となっている（図25-3の項目「総数」）。 

 ※付表10 

 

 ＜属性別＞ 

  規模別にみると、「100～299人」が544,629円で最も高く、次に「30～49人」（211,884円）、「5～9人」

（206,443円）などとなっている（図25-3）。 ※付表10 
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図25-4：H29年夏季賞与定額（産業別）

  産業別にみると、「情報通信業」が438,300円で最も高く、次に「金融業、保険業」（290,000円）、「建

設業」（238,534円）、「卸売業、小売業」（228,685円）などとなっている（図25-4）。 

 ※付表10  
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図27：正社員の1日の所定労働時間（規模別）
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図28：正社員の1日の所定労働時間（産業別）

__/__/ ３ 労働時間 __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
 

１ 正社員の所定労働時間 

（１）１日の所定労働時間 

『正社員』の１日の所定労働時間は、7 時間 47 分となっている(図 27 の項目「総数」）。  

 ※付表 11 

 

 
＜属性別＞ 

  規模別にみると、最も短いのは「10～29 人」（７時間 45 分）で、逆に最も長いのは「300 人

以上」（7 時間 54 分）となっている（図 27）。    

 ※付表 11       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 産業別にみると、最も短いのは「建設業」（７時間 33 分）であり、最も長いのは「農業、 

   林業、漁業」（7 時間 56 分）となっている（図 28）。 ※付表 11   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所定労働時間】 

就業規則で定められている始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を差し引いた時間 
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図29：正社員の1週の所定労働時間（規模別）
（時間：分）
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図30:正社員の1週の所定労働時間（産業別）
（時間：分）

（２）１週の所定労働時間

 『正社員』の１週の所定労働時間は、39 時間 46 分となっている（図 29 の項目「総数」）。  

   ※付表 11 

 

＜属性別＞ 

規模別にみると、最も短いのは「100～299 人」（39 時間 18 分）、逆に最も長いのは「5～9 人」

（39 時間 57 分）となっている（図 29）。   

※付表 11           

 

 

 

 

            

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

産業別にみると、１週の所定労働時間が短いのは「電気・ガス・熱供給・水道業」（38 時間

43 分）、「金融業、保険業」（39 時間 11 分）、「情報通信業」（39 時間 12 分）などで、逆に長い

のは「宿泊業、飲食サービス業」（40 時間 07 分）、「生活関連サービス業、娯楽業」（40 時間     

04 分）、「農業、林業、漁業」（40 時間 00 分）などとなっている（図 30）。  

※付表 11 
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図31：正社員の年次有給休暇（規模別）
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図32：正社員の年次有給休暇（産業別）
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２ 正社員の年次有給休暇 

 

（１）正社員の年次有給休暇付与日数 

 『正社員』の年次有給休暇付与日数（前年からの繰越分を除く）の平均は 17.2 日、取得日数は

7.7 日、取得率は 44.8％となっている（図 31 の項目「総数」）。 ※付表 12 

 

＜属性別＞ 

規模別にみると、『付与日数』では「10～29 人」（17.5 日）が最も多い。『取得日数』では

「300 人以上」（11.4 日）が最も多く、『取得率』でも「300 人以上」（66.7％）が最も高く      

なっている（図 31）。  ※付表 12 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

産業別にみると、『付与日数』では「複合サービス事業」（19.7日）が最も多い。『取得日数』では 

 「電気・ガス・熱供給・水道業」（9.7日）が最も多く、『取得率』では「医療、福祉」（54.0％）が

最も高くなっている（図32）。 ※付表 12 
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図33:正社員の育児休業取得状況

※パーセンテージは取得率

⇐出産又は配偶者出産

⇐育児休暇取得

代替要員は

配置しない

34.6%
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採用する

30.6%

社内の他から

配置転換する

26.6%

派遣労働者を

活用する

8.2%

図34：育児休業中の代替要員の採用・配置

３ 正社員の育児休業 
 

（１）正社員の育児休業取得状況 

『正社員』の育児休業取得状況をみると、「平成２８年７月から平成２９年６月までの間に出産又は 

配偶者が出産した正社員」は 854人、そのうち「育児休業を取得した正社員」は379人で、「取得率」は

44.4％となっている。性別でみると、『女性』の取得率 96.6％に対し、『男性』の取得率は3.1％となって

いる（図33）。  

※付表 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）育児休業者の代替 

育児休業者の代替要員についてみると、「代

替要員は配置しない」（34.6％）が最も多く、

次いで「代替要員を採用する」（30.6％）と

続き、「派遣労働者を活用する」（8.2％）が

最も少なくなっている（図 34）。 

※付表 14 
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図35：ワーク・ライフ・バランスの認知状況（総数）
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図36:ワーク・ライフ・バランスの認知状況（規模別）

言葉も内容も知っている 言葉は聞いたことがあるが、

内容は知らない

知らない

__/__/ ４ 誰もが働きやすい職場環境づくり__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
 

１ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和） 
（１）ワーク・ライフ・バランスの認知状況                     

ワーク・ライフ・バランスの認知状況については、「言葉も内容も知っている」51.9％、 

「言葉は聞いたことがあるが、内容は知らない」27.1％、「知らない」21.0％となっている 

（図 35）。 

※付表15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ＜属性別＞       

 事業所の規模別で見ると、『言葉も内容も知っている』は「300 人以上」の事業所では 100.0％で最も 

高く、次いで「100～299人」（90.0％）、「30～49人」（65.6％）となっている（図36）。 

 ※付表15 
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図37：ワーク・ライフ・バランスの認知状況（産業別）

言葉も内容も知っている 言葉は聞いたことがあるが、

内容は知らない

知らない

 産業別でみると、『言葉も内容も知っている』は「金融業・保険業」（87.5％）で最も高く、

次いで「教育、学習支援業」（68.0％）、「情報通信業」(66.7%)などとなっている。 

逆に、『知らない』が「電気・ガス・熱供給・水道業」（50.0％）、「建設業」（36.7％）、「農業、

林業、漁業」（35.7％）などとなっている(図 37)。  

※付表 15 
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図38：ワーク・ライフ・バランスの取組内容

実施している 実施したい

（２）ワーク・ライフ・バランスの実施内容 

 ワーク・ライフ・バランスの実施内容について『実施している』内容については、「残業の 

削減」（50.1％）が最も高く、次いで、「育児休業（法定以上）」（48.1％）、「健康づくり、病気の

予防・治療への支援」（43.5％）、「休暇取得の促進」(43.0%)などとなっている。 

さらに、『今後実施したい』内容については、「健康づくり、病気の予防・治療への支援」（20.5％）

が最も高く、次いで「残業の削減」・「休暇取得の促進」（各々20.0％）、「業務体制・分担の見直

し」（19.5％）などとなっている（以上すべて複数回答）（図 38）。  

※付表 16-1、16-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

   

 

 

その他の回答 ＜実施していること＞ 

 ○様々な勤務時間のパターンを組み合せて、シフトを作成している 

○連続休暇制度、旅行補助制度、育児・介護短時間勤務制度、ノー残業デー 

 ○ファミリー転勤制度、ジョブリターン制度、コース変更制度 

 ○資格支援制度（社員個々の成長を支援することを目的とし、資格取得費用の一部を補助） 

           

 

  ＜実施したいこと＞ 

 ○完全週休２日制 
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図39：ワーク・ライフ・バランスに取り組むうえでの課題（複数回答）

（３）ワーク・ライフ・バランスに取り組むうえでの課題 

ワーク・ライフ・バランスに取り組むうえでの課題については、「人員に余裕がない」が 69.9％と最も高く、  

次いで「育児休業などによる代替要員の確保が困難」(31.4％)、「従業員の負担や不公平感が増大

する」（25.2％）、「今のままで問題がない」(21.7%)などとなっている（以上すべて複数回答）（図 39）。    

※付表17   

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の回答  ○管理職や役員が新しい（現代の）働き方に順応できないこと 

○社員の認識不足 

○収入・資金に余裕がないこと 

○仕事や職責に対する意識が多様化して存在することもあり、規則として標準化するのに難があること 

○内容を理解していないこと 

○個人休暇を認めすぎると勤務に支障が出ること 
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意識調査やアンケート調査を実施する

経営トップや管理職が率先してワーク・ライフ・

バランスを支援する制度を利用する

社内に相談窓口を設置する

その他

図40：ワーク・ライフ・バランスを実現（又は推進）するために必要だと思う（複数回答）

（４）ワーク・ライフ・バランス実現（又は推進）のための必要事項 

ワーク・ライフ・バランスを『実現（又は推進）するために必要だと思う』ことでは、「長時

間残業の削減や労働時間の短縮など、働き方の見直しを行う」（53.1％）が最も高く、次に「有

給休暇取得の奨励、時間単位での有給休暇取得など、年次有給休暇の取得を推進する」（50.6％）

が続いている（以上すべて複数回答）（図 40）。  

※付表 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

その他の回答   ○経営者の感性や観察力・コミュニケーション能力を高めるための取組 

 ○AI を活用した業務の見直し 

 ○育児・介護に限らず、すべての従業員が必要に応じて同じ様に（平等に）休暇を取得できる 

  ようになる制度・環境作り 

 ○相談しやすい環境作りを行い、個人個人の生活設計を把握しながら可能な限り、就業規則等    

  周知徹底を行い、クリアな環境を作ること 

 ○経営状況の改善 

 ○経営者と従業員、および従業員どうしのコミュニケーションを取り、お互いを思いやる体制

   作り 

 ○社員自身の生産性向上やスキルアップの必要性を認識すること 

 ○産後の職場復帰時の保育園の受入態勢 

 ○行政との連携、行政の支援 

 ○人員基準の見直し、介護報酬のアップ 

 ○社会的な制度の確立（子育て支援の制度等） 

 ○福祉・介護職の社会的評価の向上と報酬の増、技術者の地位向上 
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図42：ポジティブ・アクションの取組実施(又は予定）内容（複数回答）
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取り組む

予定はない

23.9%

わからない

22.4%

今後取り組む

こととしている
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図41：ポジティブアクションの取組状況（総数）

２ 女性の活躍推進（ポジティブ・アクション） 
 

（１）ポジティブ・アクションの取組状況                   

ポジティブ･アクションの取組状況については、 

「すでに取り組んでいる」（38.2％）が最も高く、 

「今のところ取り組む予定はない」（23.9％）、 

「わからない」（22.4％）、「今後取り組むことと  

している」（15.6％）となっている（図 41）。 

※付表19 

 

 

 

 

 

 

        

  

  【ポジティブ・アクション】 

  職場で男女の間に生じている格差を解消するために、 

    企業が自主的、積極的に行う取組。 

 

 

 

（２）ポジティブ・アクションの取組実施（又は予定）内容 

ポジティブ･アクションの取組内容については、「仕事と家庭の両立のための制度を整備し、

活用を促進する」（51.4％）が最も高く、次いで、「女性の能力向上のため、教育訓練、研修、

社外研修などを受講させる」（50.7％）、「性別による役割分担意識に基づく慣行（女性のみが

事務所の掃除を行う等）の見直しなど、職場環境・風土を改善する」（37.2％）などとなって 

いる（以上すべて複数回答）（図 42）。   

※付表 20  
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その他

図43：ポジティブ・アクションに取り組む理由（複数回答）

 その他の回答 ○女性管理職養成研修・異業種交流会 

   ○女性活躍推進ガイドラインを設け、女性が出産後も働きやすい制度を整備 

   ○女性リーダーを任命 

   ○管理職登用に性別を意識しない  

   ○仕事と家庭の両立ばかりではなく、仕事とプライベート共に充実でき、スキルアップできる

    様な仕組み作りをしている 

 

 

（３）ポジティブ・アクションに取り組む理由 

ポジティブ・アクションに取り組む理由をみると、「女性の能力が有効に発揮されることに  

より、経営の効率化を図るため」（56.7％）が最も高く、続いて「働きやすく公正に評価される

企業として認められ、よい人材が確保できるため」（48.1％）、「男女ともに職務遂行能力に 

よって評価されるという意識を高めるため」（37.2％）、「男女社員の能力発揮が生産性向上や 

競争力向上につながるため」（36.3％）などとなっている（以上すべて複数回答）（図 43）。    

      ※付表 21                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

その他の回答  ○女性が中心の職場のため 

  ○女性が活躍している職種のため 

  ○院長自身、子育てをしながら医師を続けており従業員を家族のように考えているため 

  ○経営者が女性のため、男女の能力差を感じていないため 
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既に十分に女性が

能力を発揮し、

活躍している

54.2%

日常の業務が忙しい

ため、対応する

余裕がない

16.3%

ポジテイブ・アクションの

手法がわからない

9.0%

経営者及び中間管理職や

現場管理者の意識が

伴わない

5.2%

経費がかかる

1.3%

男性からの理解が

得られない

1.3%

その他

12.7%

図44：ポジティブ・アクションに取り組んでいない理由

（４）ポジティブ・アクションに取り組んでいない理由 

ポジティブ・アクションに取り組んでいない理由をみると、「既に十分に女性が能力を発揮し、

活躍している」（54.2％）が最も高く、続いて「日常の業務が忙しいため、対応する余裕がない」

（16.3％）、「その他」（12.7％）などとなっている（図 44）。 

※付表 22                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の回答  ○女性社員がいないため 

○女性社員が少ないため 

○職員のほとんどが女性のため 

○取引先からの理解を得にくいため 

○女性自身の意識改革が必要なため 

○本社が決定することのため 

○今のところ必要性を感じないため 

○女性従業員が望んでないため 

○現状では女性が出来る職種ではないため 

○女性だからといって、特に対応する事自体疑問を感じるため 

○女性の活躍推進を経営者も意識し取り組んでいるが、「ポジティブ・アクション」という言葉に該当して  

  いるかどうかわからない 
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62.3 

26.3 

22.4 

17.9 

7.5 

7.0 

6.2 

3.7 

17.7 

3.2 

0% 20% 40% 60%

家庭責任を考慮する必要がある

女性の職業に対する意識を高める必要がある

時間外労働・深夜労働をさせにくい

女性の勤続年数が平均的に短い

男性中間管理職や男性同僚の認識、理解が不十分である

重量物の取扱いや危険有害業務について、法律上の制約がある

顧客や取引先を含め、社会一般の理解が不十分である

女性のための就業環境の整備にコストがかかる

特になし

その他

図45：女性の活躍を推進するうえでの課題（複数回答）

（５）女性の活躍を推進するうえでの課題 

ポジティブ･アクションに取り組むうえでの課題については、「家庭責任を考慮する必要がある」

62.3％、「女性の職業に対する意識を高める必要がある」26.3％、「時間外労働・深夜労働をさ

せにくい」22.4％、「女性の勤続年数が平均的に短い」17.9％などとなっている（以上すべて複数

回答）（図45）。   

※付表23   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の回答  ○仕組・体制が不充分なこと 

   ○職種が女性に不向き。危険作業が多いこと 

   ○配偶者や家族等の理解力と協力体制 

   ○男性の家庭生活での意識、男尊女卑的な考え方 

   ○専門職と事務職では将来に対する思いが違うこと 

   ○産休などでキャリアが止まること 

   ○賃金が低いこと 

   ○病児・病後児を含む子供の預け先の確保 

   ○配偶者控除、税制のために働く能力・時間があっても働かない女性が多いこと 

   ○職場の設備等の改善 

   ○育児休業などによる代替要員の確保がなかなか厳しいことなど経営上の問題等 

 



５．回答事業所の内訳 

- 36 - 
 

5～9人

43.7%

10～ 29人

38.6%

30～ 49人

9.2%

50～ 99人

5.1%

100～299人

2.8%

300人以上

0.7%

回答事業所の内訳（規模別）

医療、福祉

25.8%

卸売業、小売業

19.6%

建設業

12.7%

製造業

9.6%

サービス業

（他に分類されない
もの）

5.0%

運輸業、郵便業

4.7%

金融業、保険業

4.5%

生活関連サービス業、

娯楽業
3.5%

学術研究、専門・技術サービ

ス業
3.2%

宿泊業、飲食サービス業

2.8%

教育、学習支援業

2.5%

不動産業、物品賃貸業

2.0%

農業、林業、漁業

1.3%

複合サービス事業

1.3%

情報通信業

1.1%

電気・ガス・

熱供給・水道業

0.2%

回答事業所の内訳（産業別）

__/__/ ５ 回答事業所の内訳  __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

（１）規模別・産業別内訳 

 ■規模別 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 ■産業別 
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日本標準産業分類（平成25年10月改定）

分類項目
日本標準産業

分類番号
分類項目詳細

09 食料品製造業

10 飲料・たばこ・飼料製造業

E2 繊維工業 11 繊維工業

12 木材・木製品製造業

13 家具・装備品製造業

E4 印刷 15 印刷・同関連業

E5 窯業・土石製品 21 窯業・土石製品製造業

22 鉄鋼業

23 非鉄金属製造業

24 金属製品製造業

25 はん用機械器具製造業

26 生産用機械器具製造業

27 業務用機械器具製造業

28
電子部品・デバイス・

電子回路製造業

29 電気機械器具製造業

30 情報通信機械器具製造業

31 輸送用機械器具製造業

R サービス業（他に分類されないもの）

O 教育、学習支援業

P 医療、福祉

Q 複合サービス事業

L 学術研究、専門・技術サービス業

M 宿泊業、飲食サービス業

N 生活関連サービス業、娯楽業

I 卸売業、小売業

J 金融業、保険業

K 不動産業、物品賃貸業

F 電気・ガス・熱供給・水道業

G 情報通信業

H 運輸業、郵便業

E 製造業

E1 食料品・たばこ

E3 木材・木製品、家具

E6 鉄鋼、非鉄金属、金属製品

E7

E8 その他の製造業 14,16～20,32

パルプ・紙・紙加工品、化学工業、

石油製品・石炭製品、プラスチック

製品、ゴム製品、なめし革・同製品・

毛皮製造業、その他

はん用機械、生産用機械、

業務用機械、電気機械、

情報通信機械、輸送用機械

D 建設業

本書における

分類記号

A,B 農業、林業、漁業

C 鉱業、採石業、砂利採取業

第３ 統 計 表       

  

この統計表は、事業所規模が７区分、産業分類の大区分が 1７区分（さらに、製造業を８つの中分類に  

それぞれ区分）で構成されている。 
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性

男
性

女
性

男
性

女
性

男
性

女
性

総
数

1
0
0
.0

7
4
.5

2
5
.5

3
9
.1

2
7
.0

1
2
.1

3
8
.4

2
9
.2

9
.2

2
2
.5

1
8
.3

4
.3

総
数

1
0
0
.0

4
6
.9

5
3
.1

2
3
.7

1
0
.2

1
3
.5

7
6
.3

3
6
.7

3
9
.6

 5
～

  
9

人
1
0
0
.0

7
1
.4

2
8
.6

3
8
.5

2
5
.0

1
3
.5

3
4
.4

2
6
.0

8
.4

2
7
.1

2
0
.4

6
.7

 5
～

  
9

人
1
0
0
.0

4
4
.9

5
5
.1

1
3
.1

5
.8

7
.4

8
6
.9

3
9
.1

4
7
.8

1
0

～
 2

9
人

1
0
0
.0

7
4
.7

2
5
.3

3
6
.7

2
4
.8

1
1
.8

3
8
.8

3
0
.1

8
.7

2
4
.6

1
9
.8

4
.8

1
0

～
 2

9
人

1
0
0
.0

5
1
.4

4
8
.6

2
2
.3

1
0
.8

1
1
.5

7
7
.7

4
0
.6

3
7
.1

3
0

人
以

上
1
0
0
.0

7
5
.3

2
4
.7

4
0
.8

2
9
.0

1
1
.8

3
9
.3

2
9
.6

9
.7

1
9
.9

1
6
.7

3
.2

3
0

人
以

上
1
0
0
.0

4
5
.3

5
4
.7

2
6
.6

1
0
.9

1
5
.7

7
3
.4

3
4
.4

3
9
.0

  
  

3
0

～
 4

9
人

1
0
0
.0

7
7
.1

2
2
.9

3
6
.4

2
6
.4

1
0
.1

4
1
.6

3
3
.1

8
.5

2
2
.0

1
7
.7

4
.3

  
  

3
0

～
 4

9
人

1
0
0
.0

5
0
.4

4
9
.6

2
2
.2

1
2
.3

1
0
.0

7
7
.8

3
8
.2

3
9
.6

  
  

5
0

～
 9

9
人

1
0
0
.0

7
9
.3

2
0
.7

4
2
.9

3
2
.6

1
0
.4

3
4
.6

2
7
.3

7
.3

2
2
.5

1
9
.4

3
.1

  
  

5
0

～
 9

9
人

1
0
0
.0

5
4
.9

4
5
.1

2
3
.8

1
2
.5

1
1
.3

7
6
.2

4
2
.4

3
3
.8

  
 1

0
0

～
2

9
9

人
1
0
0
.0

6
5
.7

3
4
.3

4
5
.2

2
7
.6

1
7
.5

3
8
.8

2
5
.0

1
3
.8

1
6
.0

1
3
.0

3
.0

  
 1

0
0

～
2

9
9

人
1
0
0
.0

3
6
.4

6
3
.6

3
0
.3

1
1
.1

1
9
.2

6
9
.7

2
5
.3

4
4
.3

  
 3

0
0

人
以

上
1
0
0
.0

8
3
.9

1
6
.1

3
7
.2

3
0
.7

6
.5

4
3
.7

3
5
.9

7
.8

1
9
.1

1
7
.3

1
.8

  
 3

0
0

人
以

上
1
0
0
.0

4
2
.2

5
7
.8

2
9
.4

7
.7

2
1
.7

7
0
.6

3
4
.5

3
6
.1

 A
,B

農
業

、
林

業
、

漁
業

1
0
0
.0

9
2
.3

7
.7

3
0
.8

2
3
.1

7
.7

4
2
.3

4
2
.3

0
.0

2
6
.9

2
6
.9

0
.0

 A
,B

農
業

、
林

業
、

漁
業

1
0
0
.0

6
6
.7

3
3
.3

2
6
.7

2
0
.0

6
.7

7
3
.3

4
6
.7

2
6
.7

 C
鉱

業
、

採
石

業
、

砂
利

採
取

業
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
 C

鉱
業

、
採

石
業

、
砂

利
採

取
業

x
x

x
x

x
x

x
x

x

 D
建

設
業

1
0
0
.0

9
4
.1

5
.9

2
8
.2

2
5
.8

2
.4

4
3
.0

4
1
.2

1
.8

2
8
.8

2
7
.2

1
.6

 D
建

設
業

1
0
0
.0

8
3
.3

1
6
.7

1
4
.6

1
1
.1

3
.5

8
5
.4

7
2
.2

1
3
.2

 E
製

造
業

1
0
0
.0

9
6
.4

3
.6

3
8
.8

3
7
.1

1
.7

4
0
.7

3
9
.7

1
.0

2
0
.5

1
9
.7

0
.8

 E
製

造
業

1
0
0
.0

7
5
.1

2
4
.9

1
6
.1

1
4
.8

1
.3

8
3
.9

6
0
.3

2
3
.6

　
E

1
食

料
品

・
た

ば
こ

1
0
0
.0

6
6
.7

3
3
.3

2
2
.2

1
1
.1

1
1
.1

2
2
.2

2
2
.2

0
.0

5
5
.6

3
3
.3

2
2
.2

　
E

1
食

料
品

・
た

ば
こ

1
0
0
.0

5
0
.0

5
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

1
0
0
.0

5
0
.0

5
0
.0

　
E

2
繊

維
工

業
1
0
0
.0

7
3
.3

2
6
.7

5
3
.3

2
6
.7

2
6
.7

3
3
.3

3
3
.3

0
.0

1
3
.3

1
3
.3

0
.0

　
E

2
繊

維
工

業
1
0
0
.0

6
.7

9
3
.3

6
.7

0
.0

6
.7

9
3
.3

6
.7

8
6
.7

　
E

3
木

材
・

木
製

品
、

家
具

1
0
0
.0

9
0
.0

1
0
.0

3
3
.3

3
3
.3

0
.0

4
3
.3

3
6
.7

6
.7

2
3
.3

2
0
.0

3
.3

　
E

3
木

材
・

木
製

品
、

家
具

1
0
0
.0

6
6
.7

3
3
.3

2
2
.2

1
1
.1

1
1
.1

7
7
.8

5
5
.6

2
2
.2

　
E

4
印

刷
1
0
0
.0

8
8
.9

1
1
.1

0
.0

0
.0

0
.0

6
6
.7

5
5
.6

1
1
.1

3
3
.3

3
3
.3

0
.0

　
E

4
印

刷
1
0
0
.0

3
3
.3

6
6
.7

0
.0

0
.0

0
.0

1
0
0
.0

3
3
.3

6
6
.7

　
E

5
窯

業
・

土
石

製
品

1
0
0
.0

9
7
.7

2
.3

3
7
.2

3
4
.9

2
.3

4
4
.2

4
4
.2

0
.0

1
8
.6

1
8
.6

0
.0

　
E

5
窯

業
・

土
石

製
品

1
0
0
.0

8
7
.5

1
2
.5

6
.3

6
.3

0
.0

9
3
.8

8
1
.3

1
2
.5

　
E

6
鉄

鋼
、

非
鉄

金
属

、
金

属
製

品
1
0
0
.0

9
9
.4

0
.6

3
1
.2

3
1
.2

0
.0

4
4
.2

4
4
.2

0
.0

2
4
.7

2
4
.0

0
.6

　
E

6
鉄

鋼
、

非
鉄

金
属

、
金

属
製

品
1
0
0
.0

8
7
.0

1
3
.0

1
3
.0

1
3
.0

0
.0

8
7
.0

7
3
.9

1
3
.0

　
E

7
は

ん
用

・
生

産
用

・
業

務
用

・

電
気

・
情

報
通

信
・

輸
送

用
1
0
0
.0

9
7
.7

2
.3

4
0
.8

3
9
.8

1
.0

4
0
.4

3
9
.6

0
.8

1
8
.8

1
8
.4

0
.4

　
E

7
は

ん
用

・
生

産
用

・
業

務
用

・

電
気

・
情

報
通

信
・

輸
送

用
1
0
0
.0

7
3
.8

2
6
.2

1
7
.6

1
6
.4

1
.2

8
2
.4

5
7
.4

2
5
.0

　
E

8
そ

の
他

1
0
0
.0

9
3
.9

6
.1

4
5
.2

4
1
.7

3
.5

3
5
.7

3
3
.9

1
.7

1
9
.1

1
8
.3

0
.9

　
E

8
そ

の
他

1
0
0
.0

9
2
.0

8
.0

1
8
.0

1
8
.0

0
.0

8
2
.0

7
4
.0

8
.0

 F
電

気
･

ガ
ス

･
熱

供
給

･
水

道
業

1
0
0
.0

1
0
0
.0

0
.0

6
0
.0

6
0
.0

0
.0

2
0
.0

2
0
.0

0
.0

2
0
.0

2
0
.0

0
.0

 F
電

気
･

ガ
ス

･
熱

供
給

･
水

道
業

1
0
0
.0

1
0
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

0
.0

 G
情

報
通

信
業

1
0
0
.0

8
1
.3

1
8
.8

1
8
.8

1
5
.0

3
.8

6
2
.5

4
8
.8

1
3
.8

1
8
.8

1
7
.5

1
.3

 G
情

報
通

信
業

1
0
0
.0

4
3
.2

5
6
.8

6
8
.2

2
5
.0

4
3
.2

3
1
.8

1
8
.2

1
3
.6

 H
運

輸
業

、
郵

便
業

1
0
0
.0

9
2
.6

7
.4

5
0
.0

4
6
.0

4
.0

3
2
.4

2
9
.0

3
.4

1
7
.6

1
7
.6

0
.0

 H
運

輸
業

、
郵

便
業

1
0
0
.0

8
6
.8

1
3
.2

4
.1

2
.5

1
.7

9
5
.9

8
4
.3

1
1
.6

 I
卸

売
業

、
小

売
業

1
0
0
.0

8
7
.6

1
2
.4

4
2
.3

3
5
.5

6
.7

3
5
.5

3
2
.6

2
.9

2
2
.2

1
9
.5

2
.7

 I
卸

売
業

、
小

売
業

1
0
0
.0

6
6
.9

3
3
.1

3
2
.7

2
2
.9

9
.8

6
7
.3

4
4
.1

2
3
.3

 J
金

融
業

、
保

険
業

1
0
0
.0

7
6
.4

2
3
.6

4
4
.0

2
6
.3

1
7
.8

4
2
.1

3
7
.5

4
.6

1
3
.9

1
2
.7

1
.2

 J
金

融
業

、
保

険
業

1
0
0
.0

2
6
.0

7
4
.0

6
2
.5

2
4
.0

3
8
.5

3
7
.5

2
.1

3
5
.4

 K
不

動
産

業
、

物
品

賃
貸

業
1
0
0
.0

8
1
.6

1
8
.4

3
8
.2

3
0
.3

7
.9

3
4
.2

2
8
.9

5
.3

2
7
.6

2
2
.4

5
.3

 K
不

動
産

業
、

物
品

賃
貸

業
1
0
0
.0

4
6
.4

5
3
.6

1
0
.7

3
.6

7
.1

8
9
.3

4
2
.9

4
6
.4

 L
学

術
研

究
、

専
門

・
技

術
サ

ー
ビ

ス
業

1
0
0
.0

8
5
.0

1
5
.0

3
4
.1

2
7
.2

6
.9

3
7
.0

3
1
.2

5
.8

2
8
.9

2
6
.6

2
.3

 L
学

術
研

究
、

専
門

・
技

術
サ

ー
ビ

ス
業

1
0
0
.0

5
2
.2

4
7
.8

1
0
.9

6
.5

4
.3

8
9
.1

4
5
.7

4
3
.5

 M
宿

泊
業

、
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

1
0
0
.0

8
5
.3

1
4
.7

4
2
.9

3
4
.7

8
.2

3
7
.1

3
2
.9

4
.1

2
0
.0

1
7
.6

2
.4

 M
宿

泊
業

、
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

1
0
0
.0

3
9
.7

6
0
.3

4
3
.1

1
7
.2

2
5
.9

5
6
.9

2
2
.4

3
4
.5

 N
生

活
関

連
サ

ー
ビ

ス
業

、
娯

楽
業

1
0
0
.0

7
4
.4

2
5
.6

4
6
.5

3
4
.9

1
1
.6

3
6
.0

2
3
.3

1
2
.8

1
7
.4

1
6
.3

1
.2

 N
生

活
関

連
サ

ー
ビ

ス
業

、
娯

楽
業

1
0
0
.0

2
5
.0

7
5
.0

6
4
.3

8
.9

5
5
.4

3
5
.7

1
6
.1

1
9
.6

 O
教

育
、

学
習

支
援

業
1
0
0
.0

7
2
.7

2
7
.3

3
2
.2

2
4
.8

7
.4

3
1
.4

2
0
.7

1
0
.7

3
6
.4

2
7
.3

9
.1

 O
教

育
、

学
習

支
援

業
1
0
0
.0

4
8
.1

5
1
.9

1
8
.5

1
.9

1
6
.7

8
1
.5

4
6
.3

3
5
.2

 P
医

療
、

福
祉

1
0
0
.0

3
8
.9

6
1
.1

3
9
.7

1
2
.1

2
7
.6

3
7
.3

1
4
.1

2
3
.2

2
3
.1

1
2
.8

1
0
.3

 P
医

療
、

福
祉

1
0
0
.0

2
3
.5

7
6
.5

1
9
.7

4
.3

1
5
.3

8
0
.3

1
9
.1

6
1
.2

 Q
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業
1
0
0
.0

7
8
.6

2
1
.4

4
1
.1

2
5
.0

1
6
.1

4
2
.9

3
7
.5

5
.4

1
6
.1

1
6
.1

0
.0

 Q
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業
1
0
0
.0

3
7
.5

6
2
.5

7
5
.0

1
2
.5

6
2
.5

2
5
.0

2
5
.0

0
.0

 R
サ

ー
ビ

ス
業

（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

1
0
0
.0

8
4
.8

1
5
.2

4
2
.1

3
4
.1

7
.9

3
4
.8

3
0
.5

4
.3

2
3
.2

2
0
.1

3
.0

 R
サ

ー
ビ

ス
業

（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

1
0
0
.0

7
2
.5

2
7
.5

2
7
.5

1
5
.9

1
1
.6

7
2
.5

5
6
.5

1
5
.9

（
単

位
：

％
）

　
　

規
模

別

　
　

産
業

別

(単
位

：
％

）

規
模

別

産
業

別

付表 2～3 
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付
表

4
　

正
社

員
以

外
の

労
働

者
を

雇
用

し
て

い
る

理
由

　
(

複
数

回
答

）

総
数

3
2
.8

2
5
.2

2
9
.5

2
6
.0

7
.5

3
2
.5

2
4
.2

1
5
.8

 5
～

  
9

人
3
3
.2

2
4
.5

2
7
.3

2
3
.4

4
.9

2
4
.5

1
7
.5

1
5
.7

1
0

～
 2

9
人

3
3
.0

2
6
.7

2
8
.8

2
8
.1

6
.0

3
3
.0

2
7
.4

1
6
.5

3
0

人
以

上
3
1
.8

2
3
.8

3
5
.1

2
7
.2

1
5
.2

4
7
.0

3
1
.1

1
4
.6

  
  

3
0

～
 4

9
人

2
8
.8

2
3
.3

3
5
.6

2
4
.7

8
.2

4
3
.8

3
5
.6

1
5
.1

  
  

5
0

～
 9

9
人

4
3
.5

1
7
.4

3
4
.8

3
0
.4

1
5
.2

4
3
.5

2
6
.1

1
0
.9

  
 1

0
0

～
2

9
9

人
2
8
.0

3
6
.0

4
0
.0

2
4
.0

2
4
.0

5
6
.0

2
4
.0

2
0
.0

  
 3

0
0

人
以

上
0
.0

2
8
.6

1
4
.3

4
2
.9

5
7
.1

7
1
.4

4
2
.9

1
4
.3

 A
,B

農
業

、
林

業
、

漁
業

0
.0

4
4
.4

1
1
.1

3
3
.3

0
.0

3
3
.3

3
3
.3

2
2
.2

 C
鉱

業
、

採
石

業
、

砂
利

採
取

業
X

X
X

X
X

X
X

X

 D
建

設
業

1
7
.5

4
5
.0

1
7
.5

1
7
.5

5
.0

4
5
.0

3
2
.5

7
.5

 E
製

造
業

3
0
.7

3
0
.7

3
6
.0

2
1
.3

8
.0

3
8
.7

1
2
.0

1
2
.0

　
E

1
食

料
品

・
た

ば
こ

0
.0

5
0
.0

5
0
.0

5
0
.0

5
0
.0

5
0
.0

0
.0

0
.0

　
E

2
繊

維
工

業
2
5
.0

5
0
.0

2
5
.0

2
5
.0

0
.0

5
0
.0

2
5
.0

2
5
.0

　
E

3
木

材
・

木
製

品
、

家
具

0
.0

0
.0

3
3
.3

0
.0

0
.0

1
0
0
.0

0
.0

3
3
.3

　
E

4
印

刷
3
3
.3

0
.0

3
3
.3

0
.0

0
.0

6
6
.7

0
.0

3
3
.3

　
E

5
窯

業
・

土
石

製
品

0
.0

2
8
.6

0
.0

2
8
.6

0
.0

5
7
.1

4
2
.9

1
4
.3

　
E

6
鉄

鋼
、

非
鉄

金
属

、
金

属
製

品
4
5
.5

4
5
.5

4
5
.5

9
.1

0
.0

3
6
.4

9
.1

0
.0

　
E

7
は

ん
用

・
生

産
用

・
業

務
用

・

電
気

・
情

報
通

信
・

輸
送

用
3
8
.7

3
2
.3

3
5
.5

2
2
.6

1
2
.9

2
9
.0

9
.7

9
.7

　
E

8
そ

の
他

2
8
.6

2
1
.4

5
0
.0

2
8
.6

7
.1

2
8
.6

7
.1

1
4
.3

 F
電

気
･

ガ
ス

･
熱

供
給

･
水

道
業

1
0
0
.0

0
.0

1
0
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

 G
情

報
通

信
業

3
3
.3

3
3
.3

5
0
.0

0
.0

0
.0

1
6
.7

3
3
.3

1
6
.7

 H
運

輸
業

、
郵

便
業

3
2
.1

2
8
.6

1
4
.3

1
0
.7

0
.0

3
9
.3

2
5
.0

1
4
.3

 I
卸

売
業

、
小

売
業

2
7
.2

2
2
.1

3
2
.4

2
2
.8

6
.6

3
5
.3

1
8
.4

1
1
.0

 J
金

融
業

、
保

険
業

2
5
.0

6
1
.1

8
.3

2
5
.0

5
.6

1
9
.4

8
.3

1
1
.1

 K
不

動
産

業
、

物
品

賃
貸

業
1
5
.4

2
3
.1

3
0
.8

3
0
.8

0
.0

3
8
.5

3
8
.5

2
3
.1

 L
学

術
研

究
、

専
門

・
技

術
サ

ー
ビ

ス
業

4
4
.4

2
2
.2

3
8
.9

1
6
.7

0
.0

2
2
.2

2
7
.8

1
1
.1

 M
宿

泊
業

、
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

5
8
.3

5
8
.3

3
3
.3

2
5
.0

8
.3

3
3
.3

1
6
.7

4
.2

 N
生

活
関

連
サ

ー
ビ

ス
業

、
娯

楽
業

4
6
.4

2
8
.6

1
7
.9

1
4
.3

3
.6

2
5
.0

1
7
.9

2
1
.4

 O
教

育
、

学
習

支
援

業
4
3
.5

8
.7

2
6
.1

2
1
.7

4
.3

2
1
.7

4
3
.5

1
3
.0

 P
医

療
、

福
祉

3
8
.9

1
3
.9

3
1
.6

3
6
.5

1
2
.3

3
0
.3

3
2
.4

2
2
.1

 Q
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業
1
4
.3

0
.0

5
7
.1

4
2
.9

1
4
.3

5
7
.1

0
.0

0
.0

 R
サ

ー
ビ

ス
業

（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

1
7
.6

2
9
.4

3
5
.3

1
4
.7

0
.0

3
2
.4

1
4
.7

2
0
.6

産
業

別

（
単

位
：

％
）

規
模

別
経

営
状

態
に

応
じ

た

雇
用

調
整

が

可
能

な
た

め

一
時

的
な

繁
忙

に

対
応

す
る

た
め

人
件

費
等

の
経

費
の

節
約

の
た

め

正
社

員
を

確
保

で
き

な
い

た
め

正
社

員
の

育
児

・

介
護

休
業

等
の

代
替

の
た

め

高
齢

者
の

継
続

雇
用

ま
た

は
再

雇
用

の

た
め

専
門

的
業

務
に

対
応

す
る

た
め

そ
の

他

付表 4 
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付
表

5
　

労
働

組
合

の
有

無

総
数

1
,0

5
5

1
2
3

9
3
2

 5
～

  
9

人
4
6
0

4
4

4
1
6

1
0

～
 2

9
人

4
0
7

4
1

3
6
6

3
0

人
以

上
1
8
8

3
8

1
5
0

  
  

3
0

～
 4

9
人

9
7

1
6

8
1

  
  

5
0

～
 9

9
人

5
4

1
2

4
2

  
 1

0
0

～
2

9
9

人
3
0

7
2
3

  
 3

0
0

人
以

上
7

3
4

 A
,B

農
業

、
林

業
、

漁
業

1
4

1
1
3

 C
鉱

業
、

採
石

業
、

砂
利

採
取

業
x

x
x

 D
建

設
業

1
3
5

5
1
3
0

 E
製

造
業

1
0
2

9
9
3

　
E

1
食

料
品

・
た

ば
こ

3
0

3

　
E

2
繊

維
工

業
6

0
6

　
E

3
木

材
・

木
製

品
、

家
具

6
0

6

　
E

4
印

刷
3

0
3

　
E

5
窯

業
・

土
石

製
品

1
2

0
1
2

　
E

6
鉄

鋼
、

非
鉄

金
属

、
金

属
製

品
1
6

1
1
5

　
E

7
は

ん
用

・
生

産
用

・
業

務
用

・

電
気

・
情

報
通

信
・

輸
送

用
3
8

6
3
2

　
E

8
そ

の
他

1
8

2
1
6

 F
電

気
･ガ

ス
･熱

供
給

･水
道

業
2

2
0

 G
情

報
通

信
業

1
2

2
1
0

 H
運

輸
業

、
郵

便
業

4
9

9
4
0

 I
卸

売
業

、
小

売
業

2
0
7

2
5

1
8
2

 J
金

融
業

、
保

険
業

4
8

2
8

2
0

 K
不

動
産

業
、

物
品

賃
貸

業
2
0

3
1
7

 L
学

術
研

究
、

専
門

・
技

術
サ

ー
ビ

ス
業

3
4

5
2
9

 M
宿

泊
業

、
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

3
0

0
3
0

 N
生

活
関

連
サ

ー
ビ

ス
業

、
娯

楽
業

3
7

3
3
4

 O
教

育
、

学
習

支
援

業
2
6

6
2
0

 P
医

療
、

福
祉

2
7
3

1
4

2
5
9

 Q
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業
1
3

2
1
1

 R
サ

ー
ビ

ス
業

（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

5
3

9
4
4

（
単

位
：

事
業

所
数

）

　
　

規
模

別

　
　

産
業

別
合

計
労

働
組

合
あ

り
労

働
組

合
な

し

付
表

6
　

所
定

内
賃

金
平

均
額

男
性

女
性

男
性

女
性

男
性

女
性

総
数

1
9
9
,7

2
7

2
3
1
,0

4
6

1
7
2
,0

9
0

2
4
0
,2

9
1

2
7
0
,1

1
2

2
1
0
,5

0
3

1
3
0
,5

0
3

1
5
0
,9

5
2

1
1
5
,9

3
9

 5
～

  
9

人
2
0
0
,8

5
7

2
3
3
,7

0
5

1
7
3
,4

4
8

2
3
9
,0

9
3

2
6
9
,2

3
6

2
0
9
,8

4
3

1
2
8
,8

2
1

1
4
7
,8

5
9

1
1
6
,9

5
3

1
0

～
 2

9
人

1
9
7
,0

6
1

2
2
7
,6

7
5

1
6
9
,4

1
7

2
3
7
,4

5
5

2
6
6
,6

7
5

2
0
7
,9

9
1

1
2
6
,6

8
9

1
4
7
,6

9
1

1
1
1
,0

7
0

3
0

人
以

上
2
0
2
,7

1
1

2
3
2
,6

7
4

1
7
4
,6

0
8

2
4
8
,8

2
4

2
7
9
,0

4
3

2
1
7
,3

4
5

1
3
9
,4

4
3

1
6
0
,2

2
2

1
2
2
,5

8
0

  
  

3
0

～
 4

9
人

1
9
6
,2

6
1

2
2
5
,3

5
0

1
6
9
,5

3
6

2
4
0
,9

7
0

2
6
6
,6

0
2

2
1
3
,5

9
1

1
3
1
,1

6
4

1
5
2
,1

8
6

1
1
5
,6

9
0

  
  

5
0

～
 9

9
人

2
0
6
,6

2
2

2
3
7
,8

8
6

1
7
6
,4

4
8

2
4
9
,0

9
0

2
8
2
,5

6
3

2
1
4
,9

0
6

1
5
2
,1

0
1

1
7
6
,6

1
5

1
3
0
,1

0
1

  
 1

0
0

～
2

9
9

人
2
1
1
,6

7
6

2
4
2
,6

1
2

1
8
2
,6

3
4

2
6
8
,8

6
0

3
0
8
,3

3
5

2
2
9
,3

8
5

1
3
6
,3

6
1

1
4
9
,2

1
6

1
2
5
,2

5
8

  
 3

0
0

人
以

上
2
2
3
,9

5
4

2
4
9
,6

6
6

1
9
8
,2

4
3

2
7
5
,6

6
1

3
1
3
,9

8
3

2
3
7
,3

4
0

1
6
1
,9

0
6

1
7
2
,4

8
6

1
5
1
,3

2
6

 A
,B

農
業

、
林

業
、

漁
業

1
9
2
,4

0
0

2
0
4
,9

8
2

1
7
9
,0

7
8

2
2
5
,4

2
6

2
2
0
,1

6
3

2
3
2
,2

6
7

1
2
9
,1

0
2

1
6
5
,5

1
3

1
0
3
,0

9
4

 C
鉱

業
、

採
石

業
、

砂
利

採
取

業
x

x
x

x
x

x
x

x
x

 D
建

設
業

2
1
1
,6

3
6

2
4
5
,3

5
3

1
7
1
,8

3
5

2
2
8
,8

8
0

2
6
2
,2

7
8

1
8
9
,1

2
0

1
4
5
,5

3
8

1
7
9
,2

4
2

1
0
7
,0

1
9

 E
製

造
業

1
9
1
,4

3
8

2
2
1
,3

9
9

1
6
0
,8

7
4

2
2
0
,0

7
6

2
4
6
,2

8
0

1
9
0
,5

5
9

1
4
5
,7

6
6

1
7
6
,2

4
4

1
1
9
,2

1
9

　
E

1
食

料
品

・
た

ば
こ

1
7
3
,3

7
6

1
9
2
,7

2
2

1
5
7
,8

9
9

2
1
9
,6

1
4

2
3
5
,2

9
6

2
0
3
,9

3
2

8
0
,9

0
0

6
5
,0

0
0

8
8
,8

5
0

　
E

2
繊

維
工

業
1
5
4
,2

9
6

1
8
9
,6

8
1

1
3
3
,0

6
4

1
7
3
,7

2
0

2
0
7
,6

1
8

1
4
5
,4

7
2

1
1
1
,5

6
2

1
0
0
,0

0
0

1
1
4
,4

5
3

　
E

3
木

材
・

木
製

品
、

家
具

1
7
7
,3

1
5

1
9
6
,1

3
0

1
5
3
,1

2
5

2
0
4
,1

0
8

2
2
5
,8

6
1

1
7
1
,4

7
7

1
3
2
,6

6
1

1
3
6
,6

6
7

1
2
8
,6

5
4

　
E

4
印

刷
1
5
4
,9

7
8

1
9
3
,1

8
3

1
2
3
,1

4
1

2
0
0
,1

4
6

2
3
3
,2

5
8

1
6
7
,0

3
5

1
0
0
,7

7
6

1
3
3
,0

7
2

7
9
,2

4
6

　
E

5
窯

業
・

土
石

製
品

1
9
8
,7

2
3

2
2
1
,3

7
6

1
6
3
,7

1
3

2
1
3
,3

7
4

2
3
2
,5

9
2

1
8
6
,9

5
0

1
6
7
,7

9
2

2
0
0
,8

1
4

1
0
1
,7

4
9

　
E

6
鉄

鋼
、

非
鉄

金
属

、
金

属
製

品
2
1
9
,2

7
2

2
4
3
,4

9
6

1
8
9
,2

8
1

2
4
2
,8

8
0

2
6
8
,8

3
8

2
1
0
,4

3
2

1
8
7
,4

0
2

2
0
8
,9

3
9

1
6
1
,0

7
9

　
E

7
は

ん
用

・
生

産
用

・
業

務
用

・

電
気

・
情

報
通

信
・

輸
送

用
1
9
7
,4

1
9

2
3
4
,2

7
3

1
6
3
,0

6
3

2
3
0
,1

0
8

2
5
6
,7

1
2

2
0
1
,1

5
7

1
4
3
,4

4
3

1
8
8
,1

4
8

1
1
1
,2

5
5

　
E

8
そ

の
他

1
7
7
,9

3
8

2
0
1
,1

1
1

1
5
4
,7

6
4

2
0
8
,4

0
1

2
3
5
,9

5
2

1
7
9
,2

2
9

1
3
5
,2

8
9

1
4
8
,8

4
9

1
2
2
,7

7
3

 F
電

気
･

ガ
ス

･
熱

供
給

･
水

道
業

2
5
2
,5

0
2

3
0
3
,3

6
2

1
7
6
,2

1
3

2
9
3
,5

9
7

3
2
8
,0

8
8

2
2
4
,6

1
5

1
9
0
,8

6
0

2
5
3
,9

1
0

1
2
7
,8

1
0

 G
情

報
通

信
業

2
4
4
,8

3
7

2
7
0
,0

9
8

2
1
5
,3

6
6

2
6
4
,5

8
1

2
7
5
,8

6
7

2
5
0
,4

7
3

2
0
0
,4

1
3

2
5
5
,6

7
5

1
4
5
,1

5
1

 H
運

輸
業

、
郵

便
業

1
7
7
,2

5
5

2
0
0
,0

1
3

1
4
6
,0

1
9

2
1
2
,2

8
9

2
3
4
,9

2
1

1
7
7
,2

4
7

1
1
1
,3

5
7

1
2
3
,8

5
0

9
7
,6

1
4

 I
卸

売
業

、
小

売
業

2
0
4
,7

2
1

2
3
3
,2

1
9

1
7
6
,3

2
5

2
4
6
,4

4
7

2
8
1
,0

7
6

2
1
0
,4

4
8

1
2
7
,8

6
9

1
3
9
,5

4
1

1
1
7
,1

1
2

 J
金

融
業

、
保

険
業

2
5
5
,2

3
7

3
2
7
,5

5
7

1
9
7
,0

0
6

3
0
8
,5

0
3

3
6
2
,3

1
8

2
5
3
,4

6
5

1
6
0
,4

2
5

2
3
5
,5

4
4

1
2
1
,7

2
7

 K
不

動
産

業
、

物
品

賃
貸

業
2
2
4
,6

1
4

2
5
1
,4

0
1

1
9
9
,8

8
9

2
5
4
,0

5
3

2
7
2
,2

6
9

2
3
5
,8

3
7

1
7
2
,2

7
9

2
0
9
,6

6
5

1
4
2
,3

7
1

 L
学

術
研

究
、

専
門

・
技

術
サ

ー
ビ

ス
業

2
3
6
,3

7
8

2
7
4
,8

3
6

2
0
3
,4

1
3

2
7
2
,3

9
0

3
0
9
,6

2
9

2
3
6
,4

3
6

1
3
8
,6

3
0

1
5
3
,0

6
4

1
2
9
,7

4
9

 M
宿

泊
業

、
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

1
6
8
,0

4
9

2
0
0
,4

4
9

1
3
8
,2

9
3

2
2
5
,2

5
9

2
5
7
,7

7
6

1
9
0
,1

4
1

9
7
,2

1
7

1
1
4
,4

6
0

8
4
,2

8
5

 N
生

活
関

連
サ

ー
ビ

ス
業

、
娯

楽
業

1
8
2
,8

1
9

2
1
3
,9

7
4

1
5
6
,1

8
6

2
3
3
,0

0
1

2
6
2
,3

9
2

2
0
4
,4

5
1

1
0
7
,5

4
5

1
2
7
,3

3
2

9
3
,6

2
0

 O
教

育
、

学
習

支
援

業
2
1
2
,6

4
8

2
3
5
,8

9
0

1
9
1
,8

2
8

2
9
2
,9

3
8

3
1
8
,9

5
9

2
6
6
,9

1
8

1
2
3
,0

2
2

1
3
0
,9

6
0

1
1
6
,7

3
8

 P
医

療
、

福
祉

1
8
7
,6

5
4

2
1
7
,0

4
8

1
6
9
,8

6
3

2
3
4
,1

2
4

2
6
2
,9

0
7

2
1
3
,4

2
2

1
2
7
,6

2
0

1
4
0
,4

8
1

1
2
1
,4

6
5

 Q
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業
2
2
2
,8

5
0

2
5
2
,0

4
5

1
9
8
,2

6
6

2
5
5
,5

4
5

2
8
0
,4

8
4

2
3
0
,6

0
7

1
2
8
,3

9
9

1
2
8
,8

0
9

1
2
8
,1

9
3

 R
サ

ー
ビ

ス
業

（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

1
8
7
,1

5
0

2
0
6
,3

2
3

1
6
3
,7

1
6

2
2
5
,8

8
3

2
4
3
,0

2
4

2
0
3
,7

0
0

1
1
5
,2

1
8

1
3
2
,9

2
3

9
5
,7

4
3

（
単

位
：

円
）

 全
体

の
平

均
額

　
　

産
業

別

　
　

規
模

別
正

社
員

以
外

正
社

員

付表 5～6 
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付
表

7
　

正
社

員
の

賃
上

げ
実

施
状

況
付

表
8

　
正

社
員

1
人

当
た

り
の

賃
上

げ
額

（
単

位
：

円
）

総
数

1
0
0
.0

7
1
.8

5
.6

2
2
.4

0
.2

総
数

5
,9

5
1

 5
～

  
9

人
1
0
0
.0

6
5
.0

6
.7

2
7
.8

0
.4

 5
～

  
9

人
5
,9

8
9

1
0

～
 2

9
人

1
0
0
.0

7
3
.2

5
.3

2
1
.5

0
.0

1
0

～
 2

9
人

6
,4

8
9

3
0

人
以

上
1
0
0
.0

8
4
.9

3
.8

1
1
.4

0
.0

3
0

人
以

上
4
,9

0
0

  
  

3
0

～
 4

9
人

1
0
0
.0

8
4
.2

5
.3

1
0
.5

0
.0

  
  

3
0

～
 4

9
人

4
,9

6
7

  
  

5
0

～
 9

9
人

1
0
0
.0

8
1
.5

3
.7

1
4
.8

0
.0

  
  

5
0

～
 9

9
人

5
,8

5
4

  
 1

0
0

～
2

9
9

人
1
0
0
.0

9
3
.3

0
.0

6
.7

0
.0

  
 1

0
0

～
2

9
9

人
3
,2

6
5

  
 3

0
0

人
以

上
1
0
0
.0

8
3
.3

0
.0

1
6
.7

0
.0

  
 3

0
0

人
以

上
4
,6

8
4

 A
,B

農
業

、
林

業
、

漁
業

1
0
0
.0

7
1
.4

7
.1

2
1
.4

0
.0

 A
,B

農
業

、
林

業
、

漁
業

5
,1

4
1

 C
鉱

業
、

採
石

業
、

砂
利

採
取

業
x

x
x

x
x

 C
鉱

業
、

採
石

業
、

砂
利

採
取

業
x

 D
建

設
業

1
0
0
.0

5
1
.2

1
2
.6

3
6
.2

0
.0

 D
建

設
業

1
0
,5

5
9

 E
製

造
業

1
0
0
.0

7
2
.3

5
.9

2
1
.8

0
.0

 E
製

造
業

4
,6

7
2

　
E

1
食

料
品

・
た

ば
こ

1
0
0
.0

3
3
.3

3
3
.3

3
3
.3

0
.0

　
E

1
食

料
品

・
た

ば
こ

2
,0

7
1

　
E

2
繊

維
工

業
1
0
0
.0

6
0
.0

0
.0

4
0
.0

0
.0

　
E

2
繊

維
工

業
3
,2

2
4

　
E

3
木

材
・

木
製

品
、

家
具

1
0
0
.0

8
3
.3

1
6
.7

0
.0

0
.0

　
E

3
木

材
・

木
製

品
、

家
具

4
,4

0
3

　
E

4
印

刷
1
0
0
.0

6
6
.7

0
.0

3
3
.3

0
.0

　
E

4
印

刷
6
,0

2
8

　
E

5
窯

業
・

土
石

製
品

1
0
0
.0

6
6
.7

8
.3

2
5
.0

0
.0

　
E

5
窯

業
・

土
石

製
品

6
,5

4
6

　
E

6
鉄

鋼
、

非
鉄

金
属

、
金

属
製

品
1
0
0
.0

7
5
.0

6
.3

1
8
.8

0
.0

　
E

6
鉄

鋼
、

非
鉄

金
属

、
金

属
製

品
4
,8

4
0

　
E

7
は

ん
用

・
生

産
用

・
業

務
用

・

電
気

・
情

報
通

信
・

輸
送

用
1
0
0
.0

7
6
.3

5
.3

1
8
.4

0
.0

　
E

7
は

ん
用

・
生

産
用

・
業

務
用

・

電
気

・
情

報
通

信
・

輸
送

用
4
,7

7
4

　
E

8
そ

の
他

1
0
0
.0

7
2
.2

0
.0

2
7
.8

0
.0

　
E

8
そ

の
他

3
,6

9
1

 F
電

気
･

ガ
ス

･
熱

供
給

･
水

道
業

1
0
0
.0

1
0
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

 F
電

気
･

ガ
ス

･
熱

供
給

･
水

道
業

5
,4

9
7

 G
情

報
通

信
業

1
0
0
.0

6
3
.6

0
.0

3
6
.4

0
.0

 G
情

報
通

信
業

5
,2

3
6

 H
運

輸
業

、
郵

便
業

1
0
0
.0

4
7
.9

2
.1

5
0
.0

0
.0

 H
運

輸
業

、
郵

便
業

4
,5

4
8

 I
卸

売
業

、
小

売
業

1
0
0
.0

7
4
.4

3
.5

2
2
.1

0
.0

 I
卸

売
業

、
小

売
業

6
,7

0
8

 J
金

融
業

、
保

険
業

1
0
0
.0

7
6
.6

2
.1

1
9
.1

2
.1

 J
金

融
業

、
保

険
業

6
,3

3
2

 K
不

動
産

業
、

物
品

賃
貸

業
1
0
0
.0

8
9
.5

5
.3

5
.3

0
.0

 K
不

動
産

業
、

物
品

賃
貸

業
5
,9

0
6

 L
学

術
研

究
、

専
門

・
技

術
サ

ー
ビ

ス
業

1
0
0
.0

7
5
.8

3
.0

1
8
.2

3
.0

 L
学

術
研

究
、

専
門

・
技

術
サ

ー
ビ

ス
業

9
,1

5
7

 M
宿

泊
業

、
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

1
0
0
.0

5
0
.0

3
.3

4
6
.7

0
.0

 M
宿

泊
業

、
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

8
,6

1
9

 N
生

活
関

連
サ

ー
ビ

ス
業

、
娯

楽
業

1
0
0
.0

6
5
.7

2
.9

3
1
.4

0
.0

 N
生

活
関

連
サ

ー
ビ

ス
業

、
娯

楽
業

3
,8

8
8

 O
教

育
、

学
習

支
援

業
1
0
0
.0

7
6
.0

4
.0

2
0
.0

0
.0

 O
教

育
、

学
習

支
援

業
5
,9

6
0

 P
医

療
、

福
祉

1
0
0
.0

8
3
.8

5
.9

1
0
.3

0
.0

 P
医

療
、

福
祉

4
,4

1
6

 Q
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業
1
0
0
.0

9
2
.3

0
.0

7
.7

0
.0

 Q
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業
5
,6

6
1

 R
サ

ー
ビ

ス
業

（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

1
0
0
.0

6
6
.7

9
.8

2
3
.5

0
.0

 R
サ

ー
ビ

ス
業

（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

5
,4

3
3

　
　

産
業

別
　

　
産

業
別

正
社

員
1

人
当

た
り

の

賃
上

げ
平

均
額

（
単

位
：

%
）

　
　

規
模

別
合

　
計

賃
上

げ
実

施
一

時
金

で
対

応
据

え
置

き
引

き
下

げ
　

　
規

模
別

付表 7～8 
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付
表

9
　

正
社

員
の

賞
与

支
給

月
数

総
数

1
.8

1
.6

 5
～

  
9

人
1
.8

1
.6

1
0

～
 2

9
人

1
.7

1
.6

3
0

人
以

上
1
.8

1
.7

  
  

3
0

～
 4

9
人

1
.8

1
.6

  
  

5
0

～
 9

9
人

1
.8

1
.7

  
 1

0
0

～
2

9
9

人
2
.0

1
.8

  
 3

0
0

人
以

上
2
.1

1
.8

 A
,B

農
業

、
林

業
、

漁
業

4
.2

2
.9

 C
鉱

業
、

採
石

業
、

砂
利

採
取

業
x

x

 D
建

設
業

1
.4

1
.5

 E
製

造
業

1
.5

1
.5

　
E

1
食

料
品

・
た

ば
こ

1
.5

1
.0

　
E

2
繊

維
工

業
0
.6

1
.3

　
E

3
木

材
・

木
製

品
、

家
具

1
.5

1
.4

　
E

4
印

刷
0
.5

1
.3

　
E

5
窯

業
・

土
石

製
品

1
.1

1
.1

　
E

6
鉄

鋼
、

非
鉄

金
属

、
金

属
製

品
1
.6

1
.6

　
E

7
は

ん
用

・
生

産
用

・
業

務
用

・

電
気

・
情

報
通

信
・

輸
送

用
1
.6

1
.6

　
E

8
そ

の
他

1
.7

1
.5

 F
電

気
･ガ

ス
･熱

供
給

･水
道

業
1
.9

1
.9

 G
情

報
通

信
業

1
.6

1
.5

 H
運

輸
業

、
郵

便
業

2
.3

1
.8

 I
卸

売
業

、
小

売
業

1
.8

1
.7

 J
金

融
業

、
保

険
業

2
.2

2
.2

 K
不

動
産

業
、

物
品

賃
貸

業
1
.9

1
.6

 L
学

術
研

究
、

専
門

・
技

術
サ

ー
ビ

ス
業

1
.6

1
.5

 M
宿

泊
業

、
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

1
.2

1
.2

 N
生

活
関

連
サ

ー
ビ

ス
業

、
娯

楽
業

1
.2

1
.1

 O
教

育
、

学
習

支
援

業
2
.0

1
.8

 P
医

療
、

福
祉

1
.9

1
.6

 Q
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業
1
.9

1
.7

 R
サ

ー
ビ

ス
業

（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

1
.7

1
.5

（
単

位
：

箇
月

）

　
　

規
模

別

　
　

産
業

別

正
社

員
の

H
2

8
年

冬
期

賞
与

支
給

月
数

正
社

員
の

H
2

9
年

夏
期

賞
与

支
給

月
数

付
表

1
0

　
正

社
員

の
賞

与
の

支
給

額
（

定
額

）

総
数

2
2
0
,3

0
3

2
0
5
,7

9
1

 5
～

  
9

人
2
2
8
,1

5
2

2
0
6
,4

4
3

1
0

～
 2

9
人

2
0
6
,8

6
1

2
0
0
,4

9
3

3
0

人
以

上
2
3
8
,4

6
6

2
2
6
,4

8
7

  
  

3
0

～
 4

9
人

2
3
6
,8

7
1

2
1
1
,8

8
4

  
  

5
0

～
 9

9
人

5
3
,3

3
3

5
3
,3

3
3

  
 1

0
0

～
2

9
9

人
5
2
1
,7

4
8

5
4
4
,6

2
9

  
 3

0
0

人
以

上
-

-

 A
,B

農
業

、
林

業
、

漁
業

2
3
7
,7

4
1

1
7
8
,5

7
2

 C
鉱

業
、

採
石

業
、

砂
利

採
取

業
x

x

 D
建

設
業

2
2
2
,1

9
8

2
3
8
,5

3
4

 E
製

造
業

2
3
0
,2

8
4

2
0
2
,0

3
7

　
E

1
食

料
品

・
た

ば
こ

1
9
3
,7

5
0

1
7
7
,7

7
8

　
E

2
繊

維
工

業
-

-

　
E

3
木

材
・

木
製

品
、

家
具

5
0
,0

0
0

5
0
,0

0
0

　
E

4
印

刷
-

-

　
E

5
窯

業
・

土
石

製
品

-
-

　
E

6
鉄

鋼
、

非
鉄

金
属

、
金

属
製

品
2
5
0
,0

0
0

2
5
0
,0

0
0

　
E

7
は

ん
用

・
生

産
用

・
業

務
用

・

電
気

・
情

報
通

信
・

輸
送

用
2
2
8
,2

0
7

2
0
8
,2

7
9

　
E

8
そ

の
他

2
8
3
,1

9
4

2
4
8
,1

2
3

 F
電

気
･

ガ
ス

･
熱

供
給

･
水

道
業

-
-

 G
情

報
通

信
業

4
1
1
,7

0
0

4
3
8
,3

0
0

 H
運

輸
業

、
郵

便
業

1
2
4
,1

9
6

1
0
1
,1

8
1

 I
卸

売
業

、
小

売
業

2
4
1
,2

5
6

2
2
8
,6

8
5

 J
金

融
業

、
保

険
業

2
8
0
,0

0
0

2
9
0
,0

0
0

 K
不

動
産

業
、

物
品

賃
貸

業
2
7
1
,2

4
3

1
9
9
,1

7
8

 L
学

術
研

究
、

専
門

・
技

術
サ

ー
ビ

ス
業

2
4
6
,1

8
1

2
0
4
,6

9
3

 M
宿

泊
業

、
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

2
8
0
,2

2
2

1
6
5
,8

0
9

 N
生

活
関

連
サ

ー
ビ

ス
業

、
娯

楽
業

1
6
4
,7

1
6

1
6
7
,2

1
9

 O
教

育
、

学
習

支
援

業
2
3
2
,9

9
3

2
1
7
,7

8
5

 P
医

療
、

福
祉

2
1
0
,6

3
8

1
9
2
,5

0
6

 Q
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業
1
9
2
,6

0
3

1
7
6
,3

5
4

 R
サ

ー
ビ

ス
業

（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

2
3
7
,0

3
1

2
0
5
,8

1
3

（
単

位
：

円
）

　
　

規
模

別

　
　

産
業

別

正
社

員
の

H
2

8
年

冬
期

賞
与

支
給

定
額

正
社

員
の

H
2

9
年

夏
期

賞
与

支
給

定
額

付
表

1
1

　
正

社
員

の
所

定
労

働
時

間

総
数

  
7
:4

7
3
9
:4

6

 5
～

  
9

人
  

7
:4

8
3
9
:5

6

1
0

～
 2

9
人

  
7
:4

5
3
9
:3

7

3
0

人
以

上
  

7
:4

9
 3

9
:4

0

  
  

3
0

～
 4

9
人

  
7
:4

9
 3

9
:4

3

  
  

5
0

～
 9

9
人

  
7
:4

9
 3

9
:4

8

  
 1

0
0

～
2

9
9

人
  

7
:5

0
 3

9
:1

8

  
 3

0
0

人
以

上
  

7
:5

4
 3

9
:3

0

 A
,B

農
業

、
林

業
、

漁
業

  
7
:5

6
4
0
:0

0

 C
鉱

業
、

採
石

業
、

砂
利

採
取

業
x

  
0
:0

0

 D
建

設
業

  
7
:3

3
 3

9
:5

2

 E
製

造
業

  
7
:4

8
 3

9
:4

9

　
E

1
食

料
品

・
た

ば
こ

  
7
:3

8
 4

1
:2

9

　
E

2
繊

維
工

業
  

7
:5

1
 4

0
:1

4

　
E

3
木

材
・

木
製

品
、

家
具

  
7
:4

1
 4

0
:0

7

　
E

4
印

刷
  

7
:3

0
 4

0
:1

9

　
E

5
窯

業
・

土
石

製
品

  
7
:4

0
 3

9
:2

6

　
E

6
鉄

鋼
、

非
鉄

金
属

、
金

属
製

品
  

7
:4

6
 3

9
:5

5

　
E

7
は

ん
用

・
生

産
用

・
業

務
用

・

電
気

・
情

報
通

信
・

輸
送

用
  

7
:5

1
 3

9
:4

0

　
E

8
そ

の
他

  
7
:5

2
 3

9
:4

2

 F
電

気
･ガ

ス
･熱

供
給

･水
道

業
  

7
:5

3
 3

8
:4

3

 G
情

報
通

信
業

  
7
:5

0
 3

9
:1

2

 H
運

輸
業

、
郵

便
業

  
7
:4

5
 3

9
:4

8

 I
卸

売
業

、
小

売
業

  
7
:4

6
 3

9
:4

1

 J
金

融
業

、
保

険
業

  
7
:5

1
 3

9
:1

1

 K
不

動
産

業
、

物
品

賃
貸

業
  

7
:4

5
 3

9
:4

3

 L
学

術
研

究
、

専
門

・
技

術
サ

ー
ビ

ス
業

  
7
:4

8
 3

9
:3

0

 M
宿

泊
業

、
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

  
7
:5

1
 4

0
:0

7

 N
生

活
関

連
サ

ー
ビ

ス
業

、
娯

楽
業

  
7
:3

6
 4

0
:0

4

 O
教

育
、

学
習

支
援

業
  

7
:4

8
 3

9
:2

3

 P
医

療
、

福
祉

  
7
:5

4
 3

9
:5

1

 Q
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業
  

7
:3

8
 3

9
:4

2

 R
サ

ー
ビ

ス
業

（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

  
7
:4

5
 3

9
:5

8

　
　

規
模

別

　
　

産
業

別

（
単

位
　

時
間

：
分

）

１
日

当
た

り
１

週
当

た
り

付表 9～11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 44 - 

 

付
表

1
2

　
正

社
員

の
年

次
有

給
休

暇

付
与

日
数

取
得

日
数

取
得

率

総
数

1
7
.2

7
.7

4
4
.8

 5
～

  
9

人
1
7
.0

7
.9

4
6
.5

1
0

～
 2

9
人

1
7
.5

7
.3

4
1
.7

3
0

人
以

上
1
7
.1

8
.2

4
8
.0

  
  

3
0

～
 4

9
人

1
7
.2

7
.9

4
5
.9

  
  

5
0

～
 9

9
人

1
6
.6

7
.2

4
3
.4

  
 1

0
0

～
2

9
9

人
1
7
.3

1
0
.1

5
8
.4

  
 3

0
0

人
以

上
1
7
.1

1
1
.4

6
6
.7

 A
,B

農
業

、
林

業
、

漁
業

1
6
.4

4
.6

2
8
.0

 C
鉱

業
、

採
石

業
、

砂
利

採
取

業
x

x
x

 D
建

設
業

1
6
.9

7
.4

4
3
.8

 E
製

造
業

1
7
.5

8
.3

4
7
.4

　
E

1
食

料
品

・
た

ば
こ

1
4
.7

4
.3

2
9
.3

　
E

2
繊

維
工

業
1
5
.5

3
.0

1
9
.4

　
E

3
木

材
・

木
製

品
、

家
具

1
6
.5

6
.2

3
7
.6

　
E

4
印

刷
1
7
.3

3
.0

1
7
.3

　
E

5
窯

業
・

土
石

製
品

1
9
.2

9
.6

5
0
.0

　
E

6
鉄

鋼
、

非
鉄

金
属

、
金

属
製

品
1
7
.6

7
.0

3
9
.8

　
E

7
は

ん
用

・
生

産
用

・
業

務
用

・

電
気

・
情

報
通

信
・

輸
送

用
1
7
.6

8
.9

5
0
.6

　
E

8
そ

の
他

1
7
.1

1
0
.7

6
2
.6

 F
電

気
･

ガ
ス

･
熱

供
給

･
水

道
業

1
8
.5

9
.7

5
2
.4

 G
情

報
通

信
業

1
7
.3

7
.8

4
5
.1

 H
運

輸
業

、
郵

便
業

1
6
.4

7
.0

4
2
.7

 I
卸

売
業

、
小

売
業

1
7
.6

6
.2

3
5
.2

 J
金

融
業

、
保

険
業

1
9
.0

7
.7

4
0
.5

 K
不

動
産

業
、

物
品

賃
貸

業
1
7
.0

6
.8

4
0
.0

 L
学

術
研

究
、

専
門

・
技

術
サ

ー
ビ

ス
業

1
7
.5

8
.6

4
9
.1

 M
宿

泊
業

、
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

1
6
.2

5
.8

3
5
.8

 N
生

活
関

連
サ

ー
ビ

ス
業

、
娯

楽
業

1
8
.1

9
.3

5
1
.4

 O
教

育
、

学
習

支
援

業
1
9
.0

7
.6

4
0
.0

 P
医

療
、

福
祉

1
6
.3

8
.8

5
4
.0

 Q
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業
1
9
.7

5
.1

2
5
.9

 R
サ

ー
ビ

ス
業

（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

1
8
.3

9
.0

4
9
.2

（
単

位
：

日
・

％
）

　
　

規
模

別
年

次
有

給
休

暇

　
　

産
業

別

付
表

1
3

　
正

社
員

の
育

児
休

業
取

得
状

況

合
計

合
計

男
性

女
性

男
性

女
性

総
数

8
5
4

4
7
7

3
7
7

3
7
9

1
5

3
6
4

 5
～

  
9

人
1
2
1

7
4

4
7

4
2

3
3
9

1
0

～
 2

9
人

1
9
2

1
0
7

8
5

9
3

9
8
4

3
0

人
以

上
5
4
1

2
9
6

2
4
5

2
4
4

3
2
4
1

  
  

3
0

～
 4

9
人

1
2
2

7
9

4
3

4
4

1
4
3

  
  

5
0

～
 9

9
人

1
0
6

6
4

4
2

4
1

1
4
0

  
 1

0
0

～
2

9
9

人
2
1
3

1
0
4

1
0
9

1
0
8

1
1
0
7

  
 3

0
0

人
以

上
1
0
0

4
9

5
1

5
1

  
  

-
5
1

 A
,B

農
業

、
林

業
、

漁
業

  
  

-
  

  
-

  
  

-
  

  
-

  
  

-
  

  
-

 C
鉱

業
、

採
石

業
、

砂
利

採
取

業
x

x
x

x
x

x

 D
建

設
業

4
8

4
2

6
7

1
6

 E
製

造
業

1
7
6

1
3
0

4
6

4
4

  
  

-
4
4

　
E

1
食

料
品

・
た

ば
こ

2
1

1
1

  
  

-
1

　
E

2
繊

維
工

業
3

1
2

2
  

  
-

2

　
E

3
木

材
・

木
製

品
、

家
具

6
4

2
2

  
  

-
2

　
E

4
印

刷
  

  
-

  
  

-
  

  
-

  
  

-
  

  
-

  
  

-

　
E

5
窯

業
・

土
石

製
品

4
4

  
  

-
  

  
-

  
  

-
  

  
-

　
E

6
鉄

鋼
、

非
鉄

金
属

、
金

属
製

品
1
9

1
6

3
3

  
  

-
3

　
E

7
は

ん
用

・
生

産
用

・
業

務
用

・

電
気

・
情

報
通

信
・

輸
送

用
1
1
1

8
2

2
9

2
9

  
  

-
2
9

　
E

8
そ

の
他

3
1

2
2

9
7

  
  

-
7

 F
電

気
･

ガ
ス

･
熱

供
給

･
水

道
業

1
1

  
  

-
  

  
-

  
  

-
  

  
-

 G
情

報
通

信
業

9
6

3
3

  
  

-
3

 H
運

輸
業

、
郵

便
業

2
6

2
6

  
  

-
  

  
-

  
  

-
  

  
-

 I
卸

売
業

、
小

売
業

1
3
0

1
0
3

2
7

2
7

1
2
6

 J
金

融
業

、
保

険
業

2
6

1
9

7
1
5

8
7

 K
不

動
産

業
、

物
品

賃
貸

業
9

9
  

  
-

  
  

-
  

  
-

  
  

-

 L
学

術
研

究
、

専
門

・
技

術
サ

ー
ビ

ス
業

8
6

2
2

  
  

-
2

 M
宿

泊
業

、
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

2
0

1
1

9
9

  
  

-
9

 N
生

活
関

連
サ

ー
ビ

ス
業

、
娯

楽
業

2
1

5
1
6

1
5

  
  

-
1
5

 O
教

育
、

学
習

支
援

業
1
1

5
6

4
  

  
-

4

 P
医

療
、

福
祉

3
3
7

9
0

2
4
7

2
4
2

2
2
4
0

 Q
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業
7

3
4

5
1

4

 R
サ

ー
ビ

ス
業

（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

2
5

2
1

4
6

2
4

配
偶

者
出

産
取

得

（
単

位
：

人
）

　
　

規
模

別

  
  

  
産

業
別

出
産

　
又

は
育

児
休

業

付表 12～13 
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付
表

1
4

　
育

児
休

業
者

の
代

替

総
数

1
0
0
.0

3
0
.6

8
.2

2
6
.6

3
4
.6

 5
～

  
9

人
1
0
0
.0

2
8
.9

7
.9

2
3
.2

4
0
.1

1
0

～
 2

9
人

1
0
0
.0

3
4
.6

7
.6

2
6
.1

3
1
.7

3
0

人
以

上
1
0
0
.0

2
6
.4

9
.8

3
5
.1

2
8
.7

  
  

3
0

～
 4

9
人

1
0
0
.0

2
4
.1

1
1
.5

3
4
.5

2
9
.9

  
  

5
0

～
 9

9
人

1
0
0
.0

2
8
.0

6
.0

3
6
.0

3
0
.0

  
 1

0
0

～
2

9
9

人
1
0
0
.0

2
3
.3

1
3
.3

3
6
.7

2
6
.7

  
 3

0
0

人
以

上
1
0
0
.0

5
7
.1

0
.0

2
8
.6

1
4
.3

 A
,B

農
業

、
林

業
、

漁
業

1
0
0
.0

0
.0

1
2
.5

2
5
.0

6
2
.5

 C
鉱

業
、

採
石

業
、

砂
利

採
取

業
x

x
x

x
x

 D
建

設
業

1
0
0
.0

1
8
.9

7
.8

1
2
.2

6
1
.1

 E
製

造
業

1
0
0
.0

2
0
.5

1
2
.5

3
1
.8

3
5
.2

　
E

1
食

料
品

・
た

ば
こ

1
0
0
.0

3
3
.3

3
3
.3

0
.0

3
3
.3

　
E

2
繊

維
工

業
1
0
0
.0

1
6
.7

0
.0

1
6
.7

6
6
.7

　
E

3
木

材
・

木
製

品
、

家
具

1
0
0
.0

2
0
.0

0
.0

2
0
.0

6
0
.0

　
E

4
印

刷
1
0
0
.0

0
.0

0
.0

6
6
.7

3
3
.3

　
E

5
窯

業
・

土
石

製
品

1
0
0
.0

1
1
.1

2
2
.2

4
4
.4

2
2
.2

　
E

6
鉄

鋼
、

非
鉄

金
属

、
金

属
製

品
1
0
0
.0

2
8
.6

2
1
.4

1
4
.3

3
5
.7

　
E

7
は

ん
用

・
生

産
用

・
業

務
用

・

電
気

・
情

報
通

信
・

輸
送

用
1
0
0
.0

1
5
.6

1
2
.5

3
7
.5

3
4
.4

　
E

8
そ

の
他

1
0
0
.0

3
1
.3

6
.3

3
7
.5

2
5
.0

 F
電

気
･

ガ
ス

･
熱

供
給

･
水

道
業

1
0
0
.0

0
.0

0
.0

5
0
.0

5
0
.0

 G
情

報
通

信
業

1
0
0
.0

4
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

4
0
.0

 H
運

輸
業

、
郵

便
業

1
0
0
.0

1
4
.3

8
.6

2
0
.0

5
7
.1

 I
卸

売
業

、
小

売
業

1
0
0
.0

3
3
.3

1
4
.9

2
6
.8

2
5
.0

 J
金

融
業

、
保

険
業

1
0
0
.0

4
.3

4
.3

7
2
.3

1
9
.1

 K
不

動
産

業
、

物
品

賃
貸

業
1
0
0
.0

4
2
.1

1
5
.8

1
0
.5

3
1
.6

 L
学

術
研

究
、

専
門

・
技

術
サ

ー
ビ

ス
業

1
0
0
.0

3
1
.3

1
2
.5

1
8
.8

3
7
.5

 M
宿

泊
業

、
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

1
0
0
.0

2
9
.2

8
.3

3
7
.5

2
5
.0

 N
生

活
関

連
サ

ー
ビ

ス
業

、
娯

楽
業

1
0
0
.0

2
0
.7

3
.4

3
1
.0

4
4
.8

 O
教

育
、

学
習

支
援

業
1
0
0
.0

6
0
.0

4
.0

8
.0

2
8
.0

 P
医

療
、

福
祉

1
0
0
.0

4
2
.4

1
.2

2
3
.6

3
2
.8

 Q
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業
1
0
0
.0

8
.3

2
5
.0

5
0
.0

1
6
.7

 R
サ

ー
ビ

ス
業

（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

1
0
0
.0

3
4
.9

1
1
.6

3
0
.2

2
3
.3

代
替

要
員

は

配
置

し
な

い

（
単

位
：

％
）

代
替

要
員

を

採
用

す
る

派
遣

労
働

者
を

活
用

す
る

社
内

の
他

か
ら

配
置

転
換

す
る

規
模

別

産
業

別

合
　

計

付
表

1
5

　
ワ

ー
ク

・
ラ

イ
フ

・
バ

ラ
ン

ス
（

仕
事

と
生

活
の

調
和

）
の

認
知

状
況

（
単

位
：

％
）

総
数

1
0
0
.0

5
1
.9

2
7
.1

2
1
.0

 5
～

  
9

人
1
0
0
.0

4
4
.7

3
0
.7

2
4
.6

1
0

～
 2

9
人

1
0
0
.0

5
1
.5

2
6
.5

2
1
.9

3
0

人
以

上
1
0
0
.0

7
0
.3

1
9
.5

1
0
.3

  
  

3
0

～
 4

9
人

1
0
0
.0

6
5
.6

2
1
.9

1
2
.5

  
  

5
0

～
 9

9
人

1
0
0
.0

6
3
.5

2
6
.9

9
.6

  
 1

0
0

～
2

9
9

人
1
0
0
.0

9
0
.0

3
.3

6
.7

  
 3

0
0

人
以

上
1
0
0
.0

1
0
0
.0

0
.0

0
.0

 A
,B

農
業

、
林

業
、

漁
業

1
0
0
.0

2
8
.6

3
5
.7

3
5
.7

 C
鉱

業
、

採
石

業
、

砂
利

採
取

業
x

x
x

x

 D
建

設
業

1
0
0
.0

2
6
.6

3
6
.7

3
6
.7

 E
製

造
業

1
0
0
.0

4
6
.5

2
6
.3

2
7
.3

　
E

1
食

料
品

・
た

ば
こ

1
0
0
.0

0
.0

3
3
.3

6
6
.7

　
E

2
繊

維
工

業
1
0
0
.0

3
3
.3

5
0
.0

1
6
.7

　
E

3
木

材
・

木
製

品
、

家
具

1
0
0
.0

5
0
.0

3
3
.3

1
6
.7

　
E

4
印

刷
1
0
0
.0

3
3
.3

0
.0

6
6
.7

　
E

5
窯

業
・

土
石

製
品

1
0
0
.0

3
3
.3

2
5
.0

4
1
.7

　
E

6
鉄

鋼
、

非
鉄

金
属

、
金

属
製

品
1
0
0
.0

5
6
.3

3
1
.3

1
2
.5

　
E

7
は

ん
用

・
生

産
用

・
業

務
用

・

電
気

・
情

報
通

信
・

輸
送

用
1
0
0
.0

6
0
.0

1
4
.3

2
5
.7

　
E

8
そ

の
他

1
0
0
.0

3
3
.3

3
8
.9

2
7
.8

 F
電

気
･

ガ
ス

･
熱

供
給

･
水

道
業

1
0
0
.0

5
0
.0

0
.0

5
0
.0

 G
情

報
通

信
業

1
0
0
.0

6
6
.7

1
6
.7

1
6
.7

 H
運

輸
業

、
郵

便
業

1
0
0
.0

3
4
.0

3
4
.0

3
2
.0

 I
卸

売
業

、
小

売
業

1
0
0
.0

5
2
.3

2
6
.1

2
1
.6

 J
金

融
業

、
保

険
業

1
0
0
.0

8
7
.5

1
0
.4

2
.1

 K
不

動
産

業
、

物
品

賃
貸

業
1
0
0
.0

6
3
.2

2
6
.3

1
0
.5

 L
学

術
研

究
、

専
門

・
技

術
サ

ー
ビ

ス
業

1
0
0
.0

5
2
.9

2
3
.5

2
3
.5

 M
宿

泊
業

、
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

1
0
0
.0

3
3
.3

4
6
.7

2
0
.0

 N
生

活
関

連
サ

ー
ビ

ス
業

、
娯

楽
業

1
0
0
.0

4
4
.4

3
3
.3

2
2
.2

 O
教

育
、

学
習

支
援

業
1
0
0
.0

6
8
.0

2
4
.0

8
.0

 P
医

療
、

福
祉

1
0
0
.0

6
2
.1

2
4
.3

1
3
.6

 Q
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業
1
0
0
.0

4
6
.2

3
0
.8

2
3
.1

 R
サ

ー
ビ

ス
業

（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

1
0
0
.0

6
1
.5

2
1
.2

1
7
.3

規
模

別
合

計
言

葉
も

内
容

も

知
っ

て
い

る

言
葉

は
聞

い
た

こ
と

が

あ
る

が
、

内
容

は
知

ら
な

い
知

ら
な

い
産

業
別

付表 14～15 
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付
表

1
6

-
1

　
ワ

ー
ク

・
ラ

イ
フ

・
バ

ラ
ン

ス
の

実
施

し
て

い
る

内
容

（
複

数
回

答
）

　

（
単

位
：

％
）

総
数

4
8
.1

3
3
.3

2
7
.3

4
.8

6
.2

1
.4

2
2
.6

2
7
.3

4
3
.5

2
3
.6

1
.7

1
5
.2

2
0
.8

3
2
.6

5
0
.1

4
3
.0

3
0
.5

7
.6

1
1
.3

1
.2

 5
～

  
9

人
4
5
.9

2
8
.5

2
4
.2

3
.4

4
.3

0
.7

1
9
.3

1
9
.6

4
1
.3

1
8
.6

1
.7

1
4
.0

1
9
.1

2
7
.8

4
5
.4

3
9
.6

2
9
.2

5
.8

1
0
.1

1
.2

1
0

～
 2

9
人

4
7
.1

3
2
.9

2
4
.1

4
.5

6
.7

1
.1

2
3
.0

2
4
.9

4
2
.5

2
2
.2

1
.1

1
3
.9

2
1
.4

3
2
.6

5
0
.8

4
3
.9

2
8
.3

7
.5

1
1
.0

1
.1

3
0

人
以

上
5
5
.6

4
5
.5

4
1
.6

8
.4

9
.6

3
.9

2
9
.2

5
0
.6

5
0
.6

3
8
.2

2
.8

2
0
.8

2
3
.6

4
3
.8

5
9
.6

4
8
.9

3
8
.2

1
1
.8

1
4
.6

1
.7

  
  

3
0

～
 4

9
人

5
0
.5

4
1
.8

4
1
.8

2
.2

9
.9

6
.6

2
9
.7

4
2
.9

5
0
.5

3
4
.1

4
.4

1
9
.8

1
6
.5

4
6
.2

5
8
.2

4
4
.0

4
1
.8

7
.7

1
4
.3

1
.1

  
  

5
0

～
 9

9
人

7
0
.0

5
2
.0

4
6
.0

8
.0

6
.0

0
.0

3
0
.0

5
8
.0

4
8
.0

4
6
.0

0
.0

2
4
.0

2
4
.0

4
0
.0

6
4
.0

5
0
.0

3
6
.0

1
8
.0

1
8
.0

0
.0

  
 1

0
0

～
2

9
9

人
5
0
.0

4
6
.7

3
3
.3

2
3
.3

1
3
.3

3
.3

2
3
.3

6
0
.0

5
0
.0

4
0
.0

3
.3

2
0
.0

3
6
.7

4
0
.0

5
6
.7

5
3
.3

3
0
.0

1
0
.0

1
3
.3

6
.7

  
 3

0
0

人
以

上
4
2
.9

4
2
.9

4
2
.9

2
8
.6

1
4
.3

0
.0

4
2
.9

5
7
.1

7
1
.4

2
8
.6

0
.0

1
4
.3

5
7
.1

5
7
.1

5
7
.1

8
5
.7

4
2
.9

2
8
.6

0
.0

0
.0

 A
,B

農
業

、
林

業
、

漁
業

1
4
.3

7
.1

7
.1

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

7
.1

1
4
.3

0
.0

0
.0

7
.1

0
.0

0
.0

7
.1

7
.1

7
.1

2
8
.6

7
.1

0
.0

 C
鉱

業
、

採
石

業
、

砂
利

採
取

業
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

 D
建

設
業

2
8
.3

2
2
.1

1
2
.4

0
.9

0
.0

1
.8

9
.7

2
0
.4

3
3
.6

1
5
.9

1
.8

6
.2

8
.0

1
6
.8

3
1
.0

2
1
.2

1
5
.0

5
.3

1
.8

0
.0

 E
製

造
業

5
1
.6

3
3
.3

2
2
.6

0
.0

2
.2

1
.1

1
6
.1

3
8
.7

4
5
.2

2
1
.5

0
.0

1
4
.0

2
1
.5

3
0
.1

5
2
.7

3
0
.1

4
4
.1

1
6
.1

7
.5

1
.1

　
E

1
食

料
品

・
た

ば
こ

6
6
.7

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

3
3
.3

0
.0

0
.0

0
.0

6
6
.7

0
.0

0
.0

0
.0

3
3
.3

0
.0

0
.0

0
.0

　
E

2
繊

維
工

業
1
6
.7

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

1
6
.7

0
.0

1
6
.7

0
.0

0
.0

0
.0

3
3
.3

5
0
.0

0
.0

3
3
.3

5
0
.0

1
6
.7

1
6
.7

　
E

3
木

材
・

木
製

品
、

家
具

8
0
.0

4
0
.0

2
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

4
0
.0

2
0
.0

8
0
.0

2
0
.0

0
.0

4
0
.0

2
0
.0

0
.0

4
0
.0

2
0
.0

4
0
.0

0
.0

2
0
.0

0
.0

　
E

4
印

刷
5
0
.0

5
0
.0

5
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

1
0
0
.0

5
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

5
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

　
E

5
窯

業
・

土
石

製
品

4
1
.7

3
3
.3

8
.3

0
.0

0
.0

0
.0

8
.3

2
5
.0

3
3
.3

8
.3

0
.0

8
.3

8
.3

2
5
.0

5
0
.0

2
5
.0

3
3
.3

0
.0

8
.3

0
.0

　
E

6
鉄

鋼
、

非
鉄

金
属

、
金

属
製

品
4
6
.7

4
6
.7

3
3
.3

0
.0

0
.0

0
.0

1
3
.3

6
0
.0

5
3
.3

3
3
.3

0
.0

2
6
.7

0
.0

4
6
.7

6
0
.0

2
0
.0

4
6
.7

2
0
.0

6
.7

0
.0

　
E

7
は

ん
用

・
生

産
用

・
業

務
用

・

電
気

・
情

報
通

信
・

輸
送

用
6
0
.0

3
4
.3

2
2
.9

0
.0

5
.7

2
.9

2
0
.0

3
7
.1

5
1
.4

2
2
.9

0
.0

8
.6

3
7
.1

3
4
.3

5
7
.1

4
0
.0

4
8
.6

2
0
.0

8
.6

0
.0

　
E

8
そ

の
他

4
6
.7

3
3
.3

3
3
.3

0
.0

0
.0

0
.0

2
0
.0

4
6
.7

4
0
.0

2
6
.7

0
.0

2
0
.0

2
0
.0

2
6
.7

6
0
.0

4
6
.7

4
6
.7

1
3
.3

0
.0

0
.0

 F
電

気
･

ガ
ス

･
熱

供
給

･
水

道
業

5
0
.0

5
0
.0

5
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

5
0
.0

5
0
.0

5
0
.0

5
0
.0

0
.0

5
0
.0

0
.0

5
0
.0

1
0
0
.0

5
0
.0

5
0
.0

0
.0

5
0
.0

0
.0

 G
情

報
通

信
業

5
0
.0

3
3
.3

8
.3

0
.0

0
.0

0
.0

1
6
.7

2
5
.0

2
5
.0

2
5
.0

8
.3

2
5
.0

2
5
.0

3
3
.3

5
8
.3

4
1
.7

2
5
.0

0
.0

8
.3

0
.0

 H
運

輸
業

、
郵

便
業

2
5
.0

1
8
.2

1
3
.6

2
.3

2
.3

0
.0

4
.5

1
1
.4

3
4
.1

1
8
.2

0
.0

2
.3

2
0
.5

2
0
.5

3
6
.4

3
1
.8

2
0
.5

2
.3

2
.3

0
.0

 I
卸

売
業

、
小

売
業

4
8
.9

3
0
.5

2
5
.3

0
.5

2
.1

1
.6

2
2
.1

2
6
.3

4
1
.1

1
6
.3

2
.1

1
4
.7

2
2
.6

2
8
.9

5
6
.8

4
7
.4

3
2
.1

6
.3

1
0
.0

1
.1

 J
金

融
業

、
保

険
業

8
1
.3

6
6
.7

6
6
.7

2
9
.2

5
6
.3

4
.2

7
9
.2

7
9
.2

7
7
.1

5
8
.3

4
.2

6
0
.4

5
4
.2

5
8
.3

8
3
.3

8
5
.4

5
0
.0

3
1
.3

8
.3

2
.1

 K
不

動
産

業
、

物
品

賃
貸

業
3
3
.3

2
2
.2

1
6
.7

0
.0

1
6
.7

5
.6

2
7
.8

2
7
.8

6
1
.1

3
8
.9

5
.6

2
2
.2

1
6
.7

3
3
.3

5
0
.0

4
4
.4

2
7
.8

0
.0

0
.0

0
.0

 L
学

術
研

究
、

専
門

・
技

術
サ

ー
ビ

ス
業

6
1
.3

4
8
.4

3
8
.7

0
.0

6
.5

0
.0

2
2
.6

2
9
.0

6
4
.5

3
8
.7

1
2
.9

9
.7

2
2
.6

3
5
.5

6
1
.3

4
8
.4

5
1
.6

9
.7

6
.5

3
.2

 M
宿

泊
業

、
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

3
2
.0

1
2
.0

1
6
.0

0
.0

0
.0

0
.0

8
.0

1
2
.0

2
0
.0

4
.0

0
.0

1
2
.0

1
6
.0

2
8
.0

3
6
.0

3
2
.0

3
2
.0

2
0
.0

1
6
.0

0
.0

 N
生

活
関

連
サ

ー
ビ

ス
業

、
娯

楽
業

5
4
.3

2
8
.6

2
0
.0

0
.0

2
.9

2
.9

1
4
.3

5
.7

3
4
.3

1
1
.4

0
.0

3
1
.4

2
8
.6

4
2
.9

5
1
.4

3
7
.1

4
0
.0

2
.9

5
.7

2
.9

 O
教

育
、

学
習

支
援

業
4
1
.7

3
7
.5

4
5
.8

4
.2

4
.2

0
.0

2
9
.2

2
5
.0

2
9
.2

1
6
.7

0
.0

1
2
.5

1
2
.5

2
5
.0

3
3
.3

3
7
.5

1
2
.5

4
.2

1
6
.7

0
.0

 P
医

療
、

福
祉

5
2
.7

3
7
.2

3
2
.9

1
0
.9

5
.8

0
.0

2
7
.5

2
1
.7

4
6
.9

2
9
.8

0
.4

1
2
.8

2
1
.3

4
1
.1

5
1
.9

5
1
.9

2
8
.7

2
.3

2
0
.9

2
.3

 Q
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業
7
5
.0

5
8
.3

5
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

8
.3

3
3
.3

5
0
.0

4
1
.7

0
.0

8
.3

8
.3

3
3
.3

6
6
.7

4
1
.7

1
6
.7

0
.0

0
.0

0
.0

 R
サ

ー
ビ

ス
業

（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

5
5
.3

3
8
.3

2
5
.5

0
.0

8
.5

8
.5

1
9
.1

4
6
.8

4
6
.8

1
9
.1

2
.1

1
2
.8

1
7
.0

3
4
.0

4
4
.7

4
0
.4

3
4
.0

8
.5

1
4
.9

0
.0

外
国

人
材

の

活
用

非
正

規
雇

用
の

処
遇

改
善

そ
の

他
勤

務
地

の

限
定

フ
レ

ッ
ク

ス

タ
イ

ム
制

・

時
差

出
勤

業
務

体
制

・
分

担
の

見
直

し

残
業

の

削
減

休
暇

取
得

の
促

進

従
業

員
の

生
産

性
向

上
在

宅
勤

務

　
　

規
模

別

　
　

産
業

別

育
児

休
業

（
法

定
以

上
）

介
護

休
業

（
法

定
以

上
）

子
の

看
護

休
暇

（
法

定
以

上
）

事
業

所
内

保
育

施
設

の
設

置

 育
児

に

関
す

る

経
済

的

支
援

介
護

に

関
す

る

経
済

的

支
援

復
職

へ
の

支
援

産
業

医
に

よ
る

カ
ウ

ン

セ
リ

ン
グ

健
康

づ
く

り
、

病
気

の

予
防

・
治

療

へ
の

支
援

健
康

に

関
す

る

研
修

や
講

話

付表 16-1 
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付
表

1
6

-
2

　
ワ

ー
ク

・
ラ

イ
フ

・
バ

ラ
ン

ス
の

今
後

実
施

し
た

い
内

容
（

複
数

回
答

）
　

（
単

位
：

％
）

総
数

1
2
.2

1
8
.0

1
5
.9

1
1
.8

1
0
.7

1
3
.6

1
5
.8

1
3
.6

2
0
.5

1
9
.2

8
.7

6
.4

1
5
.6

1
9
.5

2
0
.0

2
0
.0

1
8
.3

1
2
.3

1
1
.2

1
.3

 5
～

  
9

人
1
2
.6

1
9
.1

1
6
.9

9
.4

9
.2

1
2
.1

1
3
.5

1
3
.0

2
0
.8

1
7
.9

5
.8

5
.3

1
5
.0

1
7
.1

2
1
.7

1
9
.8

1
9
.1

1
0
.4

9
.9

0
.5

1
0

～
 2

9
人

1
2
.8

1
9
.0

1
7
.6

1
2
.3

1
3
.1

1
5
.5

1
7
.9

1
4
.2

2
1
.4

2
1
.7

1
0
.4

8
.0

1
6
.8

2
4
.1

1
9
.5

2
0
.1

1
9
.0

1
3
.9

1
2
.0

2
.4

3
0

人
以

上
1
0
.1

1
3
.5

1
0
.1

1
6
.3

9
.0

1
2
.9

1
6
.9

1
3
.5

1
8
.0

1
6
.9

1
1
.8

5
.6

1
4
.6

1
5
.2

1
6
.9

2
0
.2

1
5
.2

1
3
.5

1
2
.4

1
.1

  
  

3
0

～
 4

9
人

1
3
.2

1
6
.5

1
3
.2

1
6
.5

9
.9

1
5
.4

1
7
.6

1
4
.3

2
0
.9

1
5
.4

1
2
.1

6
.6

1
6
.5

1
8
.7

1
5
.4

1
9
.8

1
5
.4

1
3
.2

7
.7

2
.2

  
  

5
0

～
 9

9
人

6
.0

1
2
.0

6
.0

1
4
.0

1
2
.0

1
2
.0

1
6
.0

1
2
.0

1
6
.0

1
6
.0

1
6
.0

6
.0

1
4
.0

1
2
.0

2
2
.0

2
4
.0

1
6
.0

1
6
.0

1
4
.0

0
.0

  
 1

0
0

～
2

9
9

人
1
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

2
0
.0

3
.3

1
0
.0

2
0
.0

1
0
.0

1
3
.3

2
0
.0

6
.7

3
.3

1
3
.3

1
0
.0

1
0
.0

1
6
.7

1
3
.3

1
3
.3

2
0
.0

0
.0

  
 3

0
0

人
以

上
0
.0

0
.0

0
.0

1
4
.3

0
.0

0
.0

0
.0

2
8
.6

1
4
.3

2
8
.6

0
.0

0
.0

0
.0

1
4
.3

2
8
.6

1
4
.3

1
4
.3

0
.0

2
8
.6

0
.0

 A
,B

農
業

、
林

業
、

漁
業

3
5
.7

3
5
.7

2
8
.6

7
.1

7
.1

7
.1

7
.1

2
1
.4

4
2
.9

2
8
.6

0
.0

0
.0

7
.1

2
8
.6

5
0
.0

4
2
.9

4
2
.9

2
8
.6

7
.1

0
.0

 C
鉱

業
、

採
石

業
、

砂
利

採
取

業
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

 D
建

設
業

1
4
.2

2
0
.4

1
7
.7

7
.1

7
.1

9
.7

1
7
.7

9
.7

2
6
.5

1
5
.9

6
.2

5
.3

1
3
.3

2
3
.0

2
8
.3

2
4
.8

2
7
.4

1
2
.4

3
.5

0
.9

 E
製

造
業

9
.7

1
8
.3

1
5
.1

1
0
.8

9
.7

1
1
.8

1
6
.1

7
.5

2
0
.4

2
2
.6

1
1
.8

6
.5

1
2
.9

2
6
.9

1
8
.3

2
5
.8

2
6
.9

1
1
.8

1
5
.1

3
.2

　
E

1
食

料
品

・
た

ば
こ

0
.0

6
6
.7

6
6
.7

3
3
.3

3
3
.3

3
3
.3

3
3
.3

3
3
.3

3
3
.3

3
3
.3

3
3
.3

3
3
.3

3
3
.3

3
3
.3

3
3
.3

3
3
.3

3
3
.3

3
3
.3

3
3
.3

3
3
.3

　
E

2
繊

維
工

業
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

1
6
.7

0
.0

1
6
.7

1
6
.7

1
6
.7

0
.0

0
.0

　
E

3
木

材
・

木
製

品
、

家
具

0
.0

4
0
.0

2
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

4
0
.0

0
.0

0
.0

4
0
.0

4
0
.0

4
0
.0

4
0
.0

6
0
.0

2
0
.0

0
.0

0
.0

　
E

4
印

刷
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

1
0
0
.0

5
0
.0

0
.0

5
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

　
E

5
窯

業
・

土
石

製
品

8
.3

1
6
.7

1
6
.7

0
.0

8
.3

0
.0

1
6
.7

8
.3

3
3
.3

1
6
.7

0
.0

8
.3

0
.0

3
3
.3

2
5
.0

3
3
.3

5
0
.0

0
.0

8
.3

0
.0

　
E

6
鉄

鋼
、

非
鉄

金
属

、
金

属
製

品
6
.7

6
.7

0
.0

6
.7

6
.7

6
.7

6
.7

0
.0

2
6
.7

2
0
.0

1
3
.3

6
.7

1
3
.3

2
6
.7

1
3
.3

4
0
.0

2
6
.7

6
.7

2
0
.0

0
.0

　
E

7
は

ん
用

・
生

産
用

・
業

務
用

・

電
気

・
情

報
通

信
・

輸
送

用
8
.6

1
4
.3

1
1
.4

8
.6

5
.7

8
.6

1
4
.3

5
.7

1
7
.1

2
2
.9

8
.6

2
.9

8
.6

1
7
.1

1
4
.3

2
2
.9

1
7
.1

1
4
.3

1
1
.4

0
.0

　
E

8
そ

の
他

2
6
.7

3
3
.3

3
3
.3

3
3
.3

2
6
.7

4
0
.0

4
0
.0

2
0
.0

2
6
.7

3
3
.3

3
3
.3

1
3
.3

2
6
.7

3
3
.3

2
0
.0

1
3
.3

2
0
.0

1
3
.3

3
3
.3

1
3
.3

 F
電

気
･

ガ
ス

･
熱

供
給

･
水

道
業

0
.0

0
.0

0
.0

5
0
.0

5
0
.0

5
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

5
0
.0

0
.0

5
0
.0

5
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

5
0
.0

0
.0

0
.0

 G
情

報
通

信
業

2
5
.0

3
3
.3

4
1
.7

2
5
.0

2
5
.0

1
6
.7

8
.3

1
6
.7

1
6
.7

8
.3

2
5
.0

0
.0

8
.3

8
.3

1
6
.7

2
5
.0

8
.3

2
5
.0

8
.3

0
.0

 H
運

輸
業

、
郵

便
業

1
1
.4

2
2
.7

1
1
.4

1
5
.9

1
5
.9

1
8
.2

2
0
.5

3
4
.1

2
9
.5

2
9
.5

1
1
.4

1
5
.9

2
7
.3

2
2
.7

1
8
.2

1
8
.2

2
5
.0

2
0
.5

9
.1

0
.0

 I
卸

売
業

、
小

売
業

1
4
.2

2
0
.5

1
7
.9

9
.5

8
.4

1
1
.6

1
8
.4

1
3
.2

2
4
.2

2
2
.1

8
.9

7
.9

2
0
.0

2
3
.2

2
4
.2

1
8
.9

1
8
.9

1
0
.5

4
.7

1
.6

 J
金

融
業

、
保

険
業

2
.1

2
.1

4
.2

0
.0

2
.1

3
3
.3

2
.1

0
.0

6
.3

2
.1

0
.0

2
.1

8
.3

4
.2

2
.1

4
.2

4
.2

0
.0

0
.0

0
.0

 K
不

動
産

業
、

物
品

賃
貸

業
1
6
.7

2
7
.8

1
6
.7

1
1
.1

2
2
.2

2
2
.2

3
3
.3

2
2
.2

1
1
.1

2
2
.2

0
.0

1
6
.7

2
2
.2

3
8
.9

3
8
.9

2
2
.2

3
8
.9

1
6
.7

2
7
.8

0
.0

 L
学

術
研

究
、

専
門

・
技

術
サ

ー
ビ

ス
業

9
.7

1
9
.4

1
2
.9

9
.7

1
9
.4

2
2
.6

1
6
.1

1
9
.4

1
2
.9

9
.7

1
9
.4

1
2
.9

3
2
.3

1
9
.4

1
2
.9

2
2
.6

6
.5

6
.5

1
2
.9

6
.5

 M
宿

泊
業

、
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

2
0
.0

3
2
.0

2
4
.0

2
0
.0

2
0
.0

1
6
.0

3
2
.0

2
4
.0

4
0
.0

4
0
.0

1
6
.0

1
2
.0

2
0
.0

3
2
.0

2
8
.0

2
4
.0

2
0
.0

2
4
.0

2
4
.0

0
.0

 N
生

活
関

連
サ

ー
ビ

ス
業

、
娯

楽
業

1
4
.3

2
0
.0

2
5
.7

2
5
.7

1
4
.3

2
0
.0

2
8
.6

1
7
.1

1
4
.3

2
0
.0

8
.6

0
.0

5
.7

1
4
.3

1
1
.4

1
4
.3

8
.6

1
1
.4

8
.6

2
.9

 O
教

育
、

学
習

支
援

業
1
6
.7

1
2
.5

4
.2

8
.3

1
2
.5

8
.3

1
6
.7

2
0
.8

3
3
.3

2
9
.2

4
.2

0
.0

1
2
.5

8
.3

2
5
.0

1
6
.7

4
.2

4
.2

8
.3

0
.0

 P
医

療
、

福
祉

9
.7

1
4
.3

1
4
.3

1
4
.7

1
0
.5

1
0
.5

1
1
.2

1
2
.4

1
5
.5

1
7
.1

6
.2

3
.5

1
1
.2

1
3
.2

1
5
.5

1
7
.1

1
5
.5

1
3
.2

1
7
.4

0
.4

 Q
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業
8
.3

8
.3

8
.3

1
6
.7

1
6
.7

1
6
.7

2
5
.0

8
.3

2
5
.0

1
6
.7

8
.3

8
.3

2
5
.0

1
6
.7

1
6
.7

3
3
.3

8
.3

0
.0

1
6
.7

0
.0

 R
サ

ー
ビ

ス
業

（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

1
2
.8

1
7
.0

1
9
.1

1
0
.6

1
0
.6

1
2
.8

1
2
.8

1
7
.0

1
4
.9

1
7
.0

1
9
.1

1
4
.9

2
3
.4

2
3
.4

2
1
.3

2
5
.5

1
2
.8

1
4
.9

1
7
.0

4
.3

外
国

人
材

の

活
用

非
正

規
雇

用
の

処
遇

改
善

そ
の

他
勤

務
地

の

限
定

フ
レ

ッ
ク

ス

タ
イ

ム
制

・

時
差

出
勤

業
務

体
制

・
分

担
の

見
直

し

残
業

の

削
減

休
暇

取
得

の
促

進

従
業

員
の

生
産

性
向

上
在

宅
勤

務

　
　

規
模

別

　
　

産
業

別

育
児

休
業

（
法

定
以

上
）

介
護

休
業

（
法

定
以

上
）

子
の

看
護

休
暇

（
法

定
以

上
）

事
業

所
内

保
育

施
設

の
設

置

 育
児

に

関
す

る

経
済

的

支
援

介
護

に

関
す

る

経
済

的

支
援

復
職

へ
の

支
援

産
業

医
に

よ
る

カ
ウ

ン

セ
リ

ン
グ

健
康

づ
く

り
、

病
気

の

予
防

・
治

療

へ
の

支
援

健
康

に

関
す

る

研
修

や
講

話

付表 16-2 
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付
表

1
7

　
ワ

ー
ク

・
ラ

イ
フ

・
バ

ラ
ン

ス
に

取
り

組
む

う
え

で
の

課
題

（
複

数
回

答
）

総
数

6
9
.9

3
1
.4

1
0
.3

2
5
.2

1
3
.3

1
2
.7

2
1
.7

9
.7

2
.4

 5
～

  
9

人
7
0
.2

2
7
.5

8
.4

2
3
.1

1
3
.3

1
3
.1

2
4
.2

8
.9

2
.8

1
0

～
 2

9
人

7
2
.5

3
4
.0

9
.4

2
3
.7

1
2
.7

1
2
.1

2
1
.8

1
1
.1

1
.6

3
0

人
以

上
6
4
.0

3
5
.4

1
6
.9

3
3
.1

1
4
.6

1
2
.9

1
5
.2

9
.0

2
.8

  
  

3
0

～
 4

9
人

5
9
.8

3
1
.5

1
8
.5

2
7
.2

1
3
.0

1
2
.0

1
8
.5

9
.8

1
.1

  
  

5
0

～
 9

9
人

7
4
.0

4
0
.0

1
4
.0

3
6
.0

1
8
.0

1
6
.0

1
2
.0

6
.0

2
.0

  
 1

0
0

～
2

9
9

人
5
6
.7

3
6
.7

1
6
.7

4
6
.7

6
.7

1
3
.3

1
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

  
 3

0
0

人
以

上
8
3
.3

5
0
.0

1
6
.7

3
3
.3

5
0
.0

0
.0

1
6
.7

1
6
.7

0
.0

 A
,B

農
業

、
林

業
、

漁
業

8
5
.7

3
5
.7

1
4
.3

1
4
.3

0
.0

0
.0

1
4
.3

0
.0

7
.1

 C
鉱

業
、

採
石

業
、

砂
利

採
取

業
x

x
x

x
x

x
x

x
x

 D
建

設
業

7
0
.9

1
2
.8

5
.1

1
7
.9

1
9
.7

1
7
.9

2
9
.9

9
.4

2
.6

 E
製

造
業

7
2
.9

2
4
.0

8
.3

2
6
.0

1
9
.8

2
2
.9

2
2
.9

8
.3

2
.1

　
E

1
食

料
品

・
た

ば
こ

1
0
0
.0

3
3
.3

0
.0

0
.0

3
3
.3

6
6
.7

3
3
.3

0
.0

0
.0

　
E

2
繊

維
工

業
1
0
0
.0

5
0
.0

0
.0

1
6
.7

1
6
.7

3
3
.3

3
3
.3

0
.0

0
.0

　
E

3
木

材
・

木
製

品
、

家
具

1
0
0
.0

4
0
.0

0
.0

2
0
.0

4
0
.0

6
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

　
E

4
印

刷
6
6
.7

0
.0

0
.0

0
.0

3
3
.3

3
3
.3

0
.0

0
.0

0
.0

　
E

5
窯

業
・

土
石

製
品

8
1
.8

2
7
.3

0
.0

4
5
.5

9
.1

9
.1

2
7
.3

9
.1

0
.0

　
E

6
鉄

鋼
、

非
鉄

金
属

、
金

属
製

品
7
1
.4

2
1
.4

7
.1

2
8
.6

3
5
.7

1
4
.3

2
8
.6

1
4
.3

0
.0

　
E

7
は

ん
用

・
生

産
用

・
業

務
用

・

電
気

・
情

報
通

信
・

輸
送

用
6
6
.7

1
6
.7

1
3
.9

3
3
.3

1
6
.7

2
2
.2

1
6
.7

1
3
.9

2
.8

　
E

8
そ

の
他

6
1
.1

2
7
.8

1
1
.1

1
1
.1

1
1
.1

1
6
.7

3
3
.3

0
.0

5
.6

 F
電

気
･

ガ
ス

･
熱

供
給

･
水

道
業

1
0
0
.0

1
0
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

 G
情

報
通

信
業

6
0
.0

4
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

1
0
.0

2
0
.0

1
0
.0

0
.0

1
0
.0

 H
運

輸
業

、
郵

便
業

6
5
.2

1
9
.6

6
.5

2
8
.3

1
5
.2

1
7
.4

2
6
.1

1
3
.0

0
.0

 I
卸

売
業

、
小

売
業

6
9
.0

2
7
.8

1
7
.1

2
6
.7

9
.1

1
2
.3

1
9
.8

8
.6

1
.6

 J
金

融
業

、
保

険
業

6
6
.0

4
4
.7

0
.0

1
0
.6

0
.0

1
0
.6

1
9
.1

0
.0

2
.1

 K
不

動
産

業
、

物
品

賃
貸

業
5
5
.6

1
6
.7

0
.0

3
8
.9

5
.6

2
2
.2

2
2
.2

3
3
.3

5
.6

 L
学

術
研

究
、

専
門

・
技

術
サ

ー
ビ

ス
業

7
1
.9

2
8
.1

2
5
.0

2
5
.0

1
2
.5

1
8
.8

2
8
.1

6
.3

3
.1

 M
宿

泊
業

、
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

8
8
.5

3
0
.8

3
.8

3
4
.6

7
.7

1
9
.2

1
5
.4

1
5
.4

0
.0

 N
生

活
関

連
サ

ー
ビ

ス
業

、
娯

楽
業

7
7
.1

4
8
.6

5
.7

2
5
.7

8
.6

1
1
.4

2
8
.6

2
.9

0
.0

 O
教

育
、

学
習

支
援

業
6
1
.5

2
6
.9

7
.7

1
9
.2

2
3
.1

7
.7

3
0
.8

1
9
.2

3
.8

 P
医

療
、

福
祉

6
8
.7

4
5
.0

9
.9

2
6
.3

1
5
.3

5
.0

1
7
.9

1
1
.8

2
.7

 Q
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業
5
8
.3

4
1
.7

8
.3

4
1
.7

0
.0

0
.0

2
5
.0

8
.3

0
.0

 R
サ

ー
ビ

ス
業

（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

7
3
.5

2
0
.4

1
6
.3

3
0
.6

1
4
.3

1
8
.4

1
8
.4

8
.2

4
.1

そ
の

他
産

業
別

（
単

位
：

％
）

規
模

別
人

員
に

余
裕

が
な

い

育
児

休
業

な
ど

に
よ

る

代
替

要
員

の
確

保
が

困
難

業
務

管
理

や
人

事

評
価

が
複

雑
に

な
る

従
業

員
の

負
担

や

不
公

感
が

増
大

す
る

コ
ス

ト
が

か
か

る
生

産
性

や
売

り

上
げ

が
減

少
す

る

今
の

ま
ま

で

問
題

が
な

い

行
政

の
支

援
が

不
足

し
て

い
る

付表 17 
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付
表

1
8

　
ワ

ー
ク

・
ラ

イ
フ

・
バ

ラ
ン

ス
を

実
現

（
又

は
推

進
）

す
る

た
め

に
必

要
だ

と
思

う
こ

と
（

複
数

回
答

）

総
数

3
7
0

4
9
4

4
7
1

1
9
1

2
3
0

2
5
8

1
5
3

5
0

 5
～

  
9

人
1
4
5

1
9
4

1
9
5

7
5

8
5

1
0
3

6
2

2
4

1
0

～
 2

9
人

1
5
4

1
9
3

1
8
3

8
0

9
1

9
8

6
7

1
5

3
0

人
以

上
7
1

1
0
7

9
3

3
6

5
4

5
7

2
4

1
1

  
  

3
0

～
 4

9
人

3
7

5
3

4
8

2
2

2
6

2
7

1
5

6

  
  

5
0

～
 9

9
人

2
1

2
9

2
8

7
1
3

1
5

5
3

  
 1

0
0

～
2

9
9

人
1
0

2
0

1
4

6
1
3

1
0

3
2

  
 3

0
0

人
以

上
3

5
3

1
2

5
1

0

 A
,B

農
業

、
林

業
、

漁
業

5
6

4
1

4
3

3
0

 C
鉱

業
、

採
石

業
、

砂
利

採
取

業
x

x
x

x
x

x
x

x

 D
建

設
業

3
9

4
7

4
9

1
6

1
8

2
7

1
8

3

 E
製

造
業

2
9

5
2

4
0

1
4

2
2

2
4

8
3

　
E

1
食

料
品

・
た

ば
こ

0
0

2
0

1
1

1
0

　
E

2
繊

維
工

業
2

2
1

1
1

1
0

0

　
E

3
木

材
・

木
製

品
、

家
具

2
2

2
1

1
2

0
0

　
E

4
印

刷
0

0
1

0
1

1
0

0

　
E

5
窯

業
・

土
石

製
品

1
8

3
1

0
0

0
0

　
E

6
鉄

鋼
、

非
鉄

金
属

、
金

属
製

品
7

1
1

7
1

4
2

0
0

　
E

7
は

ん
用

・
生

産
用

・
業

務
用

・

電
気

・
情

報
通

信
・

輸
送

用
1
0

2
3

1
7

6
1
1

1
1

4
1

　
E

8
そ

の
他

7
6

7
4

3
6

3
2

 F
電

気
･

ガ
ス

･
熱

供
給

･
水

道
業

1
0

1
0

1
1

0
0

 G
情

報
通

信
業

5
7

7
2

1
2

0
0

 H
運

輸
業

、
郵

便
業

1
9

2
2

1
2

6
1
3

8
6

4

 I
卸

売
業

、
小

売
業

6
8

1
1
7

9
6

4
2

4
6

5
3

2
2

7

 J
金

融
業

、
保

険
業

2
8

3
9

4
2

2
0

1
9

2
8

2
2

1

 K
不

動
産

業
、

物
品

賃
貸

業
9

1
1

9
6

7
9

7
0

 L
学

術
研

究
、

専
門

・
技

術
サ

ー
ビ

ス
業

1
3

2
2

1
9

9
5

4
8

2

 M
宿

泊
業

、
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

1
5

1
2

4
5

6
2

4
0

 N
生

活
関

連
サ

ー
ビ

ス
業

、
娯

楽
業

1
6

1
6

9
9

6
5

2
0

 O
教

育
、

学
習

支
援

業
9

1
5

1
0

3
5

5
3

5

 P
医

療
、

福
祉

9
0

1
0
0

1
3
8

4
9

6
4

7
3

4
2

2
1

 Q
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業
7

5
8

2
1

3
2

1

 R
サ

ー
ビ

ス
業

（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

1
7

2
3

2
3

7
1
2

1
1

6
3

従
業

員
の

ニ
ー

ズ
を

把
握

す
る

た
め

の
意

識
調

査
や

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
を

実
施

す
る

自
社

が
実

施
し

て
い

る

制
度

な
ど

を
従

業
員

に

周
知

し
た

う
え

で
、

積
極

的
に

活
用

さ
せ

る

社
内

に
相

談
窓

口
を

設
置

す
る

そ
の

他

（
単

位
：

回
答

数
）

＜
回

答
事

業
所

数
：

9
3
1

＞

規
模

別

産
業

別

経
営

者
層

（
管

理
職

）
や

従
業

員
に

対
す

る
ワ

ー
ク

・
ラ

イ
フ

・
バ

ラ
ン

ス
の

啓
発

、
研

修
を

行
う

長
時

間
残

業
の

削
減

や

労
働

時
間

の
短

縮
な

ど
、

働
き

方
の

見
直

し
を

行
う

有
給

休
暇

取
得

の
奨

励
、

時
間

単
位

で
の

有
給

休
暇

取
得

な
ど

、
年

次
有

給
休

暇
の

取
得

を
促

進
す

る

経
営

ト
ッ

プ
や

管
理

職
が

率
先

し
て

ワ
ー

ク
・

ラ
イ

フ

・
バ

ラ
ン

ス
を

支
援

す
る

制
度

を
利

用
す

る

付表 18 
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付
表

1
9

　
女

性
の

活
躍

推
進

（
ポ

ジ
テ

ィ
ブ

・
ア

ク
シ

ョ
ン

）
の

取
組

状
況

（
単

位
：

％
）

総
数

1
0
0
.0

3
8
.2

1
5
.6

2
3
.9

2
2
.4

 5
～

  
9

人
1
0
0
.0

3
6
.6

1
3
.8

2
6
.1

2
3
.5

1
0

～
 2

9
人

1
0
0
.0

3
6
.2

1
6
.9

2
3
.4

2
3
.4

3
0

人
以

上
1
0
0
.0

4
6
.1

1
6
.9

1
9
.7

1
7
.4

  
  

3
0

～
 4

9
人

1
0
0
.0

5
2
.2

1
4
.4

1
2
.2

2
1
.1

  
  

5
0

～
 9

9
人

1
0
0
.0

4
3
.4

2
6
.4

1
5
.1

1
5
.1

  
 1

0
0

～
2

9
9

人
1
0
0
.0

2
7
.6

6
.9

5
1
.7

1
3
.8

  
 3

0
0

人
以

上
1
0
0
.0

6
6
.7

1
6
.7

1
6
.7

0
.0

 A
,B

農
業

、
林

業
、

漁
業

1
0
0
.0

0
.0

0
.0

3
7
.5

6
2
.5

 C
鉱

業
、

採
石

業
、

砂
利

採
取

業
x

x
x

x
x

 D
建

設
業

1
0
0
.0

1
7
.6

1
4
.3

4
1
.2

2
6
.9

 E
製

造
業

1
0
0
.0

2
6
.0

1
7
.7

3
2
.3

2
4
.0

　
E

1
食

料
品

・
た

ば
こ

1
0
0
.0

0
.0

3
3
.3

6
6
.7

0
.0

　
E

2
繊

維
工

業
1
0
0
.0

1
6
.7

1
6
.7

3
3
.3

3
3
.3

　
E

3
木

材
・

木
製

品
、

家
具

1
0
0
.0

2
5
.0

7
5
.0

0
.0

0
.0

　
E

4
印

刷
1
0
0
.0

3
3
.3

3
3
.3

3
3
.3

0
.0

　
E

5
窯

業
・

土
石

製
品

1
0
0
.0

1
8
.2

9
.1

3
6
.4

3
6
.4

　
E

6
鉄

鋼
、

非
鉄

金
属

、
金

属
製

品
1
0
0
.0

1
3
.3

1
3
.3

2
0
.0

5
3
.3

　
E

7
は

ん
用

・
生

産
用

・
業

務
用

・

電
気

・
情

報
通

信
・

輸
送

用
1
0
0
.0

3
7
.8

1
3
.5

3
7
.8

1
0
.8

　
E

8
そ

の
他

1
0
0
.0

2
3
.5

1
7
.6

2
9
.4

2
9
.4

 F
電

気
･

ガ
ス

･
熱

供
給

･
水

道
業

1
0
0
.0

5
0
.0

5
0
.0

0
.0

0
.0

 G
情

報
通

信
業

1
0
0
.0

4
1
.7

0
.0

3
3
.3

2
5
.0

 H
運

輸
業

、
郵

便
業

1
0
0
.0

1
0
.0

2
2
.5

2
7
.5

4
0
.0

 I
卸

売
業

、
小

売
業

1
0
0
.0

4
2
.9

2
1
.2

1
9
.6

1
6
.4

 J
金

融
業

、
保

険
業

1
0
0
.0

7
6
.6

1
4
.9

0
.0

8
.5

 K
不

動
産

業
、

物
品

賃
貸

業
1
0
0
.0

2
1
.1

3
6
.8

1
5
.8

2
6
.3

 L
学

術
研

究
、

専
門

・
技

術
サ

ー
ビ

ス
業

1
0
0
.0

4
8
.5

1
5
.2

1
2
.1

2
4
.2

 M
宿

泊
業

、
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

1
0
0
.0

2
1
.4

1
4
.3

2
8
.6

3
5
.7

 N
生

活
関

連
サ

ー
ビ

ス
業

、
娯

楽
業

1
0
0
.0

4
7
.1

1
7
.6

1
7
.6

1
7
.6

 O
教

育
、

学
習

支
援

業
1
0
0
.0

3
6
.0

2
0
.0

2
8
.0

1
6
.0

 P
医

療
、

福
祉

1
0
0
.0

4
5
.8

8
.8

2
2
.0

2
3
.4

 Q
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業
1
0
0
.0

5
0
.0

2
1
.4

7
.1

2
1
.4

 R
サ

ー
ビ

ス
業

（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

1
0
0
.0

4
2
.9

1
8
.4

2
4
.5

1
4
.3

わ
か

ら
な

い

産
業

別

規
模

別

合
計

す
で

に
取

り

組
ん

で
い

る

今
後

取
り

組
む

こ
と

と
し

て
い

る

今
の

と
こ

ろ

取
り

組
む

予
定

は
な

い

付表 19 
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付
表

2
0

 ポ
ジ

テ
イ

ブ
・

ア
ク

シ
ョ

ン
の

取
組

実
施

（
又

は
予

定
）

内
容

（
複

数
回

答
）

（
単

位
：

％
）

総
数

5
1
.4

3
2
.2

5
0
.7

2
8
.5

1
6
.8

3
7
.2

5
.2

 5
～

  
9

人
5
1
.9

2
9
.3

4
8
.1

2
6
.0

1
5
.4

3
3
.7

4
.3

1
0

～
 2

9
人

5
2
.3

3
4
.4

5
3
.3

3
2
.3

1
7
.4

4
0
.5

6
.2

3
0

人
以

上
4
9
.1

3
3
.6

5
0
.9

2
6
.7

1
8
.1

3
7
.9

5
.2

  
  

3
0

～
 4

9
人

4
6
.0

3
6
.5

5
4
.0

2
5
.4

1
1
.1

2
8
.6

6
.3

  
  

5
0

～
 9

9
人

5
2
.8

3
6
.1

4
7
.2

3
6
.1

1
9
.4

5
2
.8

2
.8

  
 1

0
0

～
2

9
9

人
6
3
.6

9
.1

5
4
.5

1
8
.2

4
5
.5

3
6
.4

9
.1

  
 3

0
0

人
以

上
3
3
.3

3
3
.3

3
3
.3

0
.0

3
3
.3

5
0
.0

0
.0

 A
,B

農
業

、
林

業
、

漁
業

0
.0

6
6
.7

6
6
.7

0
.0

0
.0

3
3
.3

0
.0

 C
鉱

業
、

採
石

業
、

砂
利

採
取

業
x

x
x

x
x

x
x

 D
建

設
業

4
2
.1

2
8
.9

5
7
.9

1
3
.2

5
.3

5
5
.3

0
.0

 E
製

造
業

4
7
.6

3
1
.0

3
3
.3

2
1
.4

1
6
.7

4
2
.9

0
.0

　
E

1
食

料
品

・
た

ば
こ

1
0
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

1
0
0
.0

0
.0

　
E

2
繊

維
工

業
5
0
.0

0
.0

5
0
.0

5
0
.0

0
.0

1
0
0
.0

0
.0

　
E

3
木

材
・

木
製

品
、

家
具

3
3
.3

0
.0

6
6
.7

3
3
.3

0
.0

0
.0

0
.0

　
E

4
印

刷
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

1
0
0
.0

0
.0

　
E

5
窯

業
・

土
石

製
品

5
0
.0

5
0
.0

0
.0

2
5
.0

0
.0

2
5
.0

0
.0

　
E

6
鉄

鋼
、

非
鉄

金
属

、
金

属
製

品
5
0
.0

5
0
.0

7
5
.0

2
5
.0

2
5
.0

5
0
.0

0
.0

　
E

7
は

ん
用

・
生

産
用

・
業

務
用

・

電
気

・
情

報
通

信
・

輸
送

用
4
7
.4

3
6
.8

3
1
.6

2
1
.1

2
1
.1

3
6
.8

0
.0

　
E

8
そ

の
他

5
7
.1

2
8
.6

2
8
.6

1
4
.3

2
8
.6

4
2
.9

0
.0

 F
電

気
･

ガ
ス

･
熱

供
給

･
水

道
業

0
.0

0
.0

1
0
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

 G
情

報
通

信
業

6
0
.0

0
.0

2
0
.0

4
0
.0

2
0
.0

6
0
.0

0
.0

 H
運

輸
業

、
郵

便
業

2
6
.7

2
6
.7

7
3
.3

2
0
.0

1
3
.3

4
6
.7

0
.0

 I
卸

売
業

、
小

売
業

4
5
.8

3
8
.1

4
9
.2

2
6
.3

2
0
.3

3
4
.7

3
.4

 J
金

融
業

、
保

険
業

6
2
.8

8
6
.0

8
8
.4

6
7
.4

5
5
.8

4
6
.5

3
4
.9

 K
不

動
産

業
、

物
品

賃
貸

業
4
0
.0

6
0
.0

2
0
.0

2
0
.0

1
0
.0

6
0
.0

0
.0

 L
学

術
研

究
、

専
門

・
技

術
サ

ー
ビ

ス
業

5
2
.6

3
1
.6

4
7
.4

1
5
.8

1
5
.8

6
3
.2

0
.0

 M
宿

泊
業

、
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

7
0
.0

1
0
.0

4
0
.0

2
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

0
.0

 N
生

活
関

連
サ

ー
ビ

ス
業

、
娯

楽
業

4
3
.5

3
9
.1

3
9
.1

1
7
.4

2
6
.1

3
4
.8

0
.0

 O
教

育
、

学
習

支
援

業
7
1
.4

2
1
.4

4
2
.9

2
1
.4

1
4
.3

2
1
.4

0
.0

 P
医

療
、

福
祉

5
9
.9

1
2
.7

4
8
.6

3
3
.8

6
.3

2
8
.9

5
.6

 Q
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業
4
4
.4

3
3
.3

1
1
.1

2
2
.2

1
1
.1

3
3
.3

0
.0

 R
サ

ー
ビ

ス
業

（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

4
8
.1

3
3
.3

5
9
.3

1
8
.5

1
4
.8

2
9
.6

0
.0

性
別

に
よ

る
役

割
分

担

意
識

に
基

づ
く

慣
行

の

見
直

し
な

ど
、

職
場

環
境

・

風
土

を
改

善
す

る

そ
の

他

規
模

別

産
業

別

仕
事

と
家

庭
の

両
立

の

た
め

の
制

度
を

整
備

し
、

活
用

を
促

進
す

る

女
性

が
い

な
い

又
は

少
な

い
職

務
・

役
職

に
、

女
性

を
登

用
す

る

女
性

の
能

力
向

上
の

た
め

、
教

育
訓

練
、

研
修

、
社

外
研

修
な

ど
を

受
講

さ
せ

る

人
事

考
課

基
準

や

昇
進

・
昇

格
基

準
を

明
確

に
定

め
る

女
性

の
管

理
職

登
用

を

増
や

す
た

め
、

具
体

的
な

計
画

や
目

標
数

を
設

定
す

る

付表 20 
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付
表

2
1

　
ポ

ジ
テ

ィ
ブ

・
ア

ク
シ

ョ
ン

に
取

り
組

む
理

由
（

複
数

回
答

）

（
単

位
：

％
）

総
数

5
6
.7

3
6
.3

4
8
.1

1
4
.0

1
6
.2

5
.5

1
9
.3

3
7
.2

1
3
.5

1
.8

2
.3

 5
～

  
9

人
5
6
.9

3
4
.1

4
3
.6

1
0
.9

1
9
.4

4
.7

1
9
.0

3
7
.4

9
.5

2
.4

3
.3

1
0

～
 2

9
人

5
9
.5

3
2
.1

5
5
.3

1
6
.8

1
5
.8

5
.8

1
8
.4

3
9
.5

1
7
.4

1
.6

1
.1

3
0

人
以

上
5
1
.8

4
7
.3

4
4
.6

1
5
.2

1
0
.7

6
.3

2
1
.4

3
3
.0

1
4
.3

0
.9

2
.7

  
  

3
0

～
 4

9
人

4
7
.5

5
0
.8

5
0
.8

1
0
.2

1
1
.9

3
.4

1
8
.6

3
2
.2

1
3
.6

1
.7

0
.0

  
  

5
0

～
 9

9
人

6
1
.1

4
4
.4

4
1
.7

2
5
.0

1
1
.1

1
1
.1

1
6
.7

3
8
.9

1
1
.1

0
.0

2
.8

  
 1

0
0

～
2

9
9

人
3
6
.4

4
5
.5

3
6
.4

9
.1

0
.0

0
.0

4
5
.5

2
7
.3

1
8
.2

0
.0

1
8
.2

  
 3

0
0

人
以

上
6
6
.7

3
3
.3

1
6
.7

1
6
.7

1
6
.7

1
6
.7

3
3
.3

1
6
.7

3
3
.3

0
.0

0
.0

 A
,B

農
業

、
林

業
、

漁
業

6
6
.7

6
6
.7

3
3
.3

3
3
.3

0
.0

0
.0

0
.0

3
3
.3

0
.0

0
.0

0
.0

 C
鉱

業
、

採
石

業
、

砂
利

採
取

業
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

 D
建

設
業

6
2
.2

3
7
.8

3
5
.1

5
.4

1
0
.8

0
.0

1
8
.9

3
5
.1

8
.1

2
.7

0
.0

 E
製

造
業

5
5
.0

3
5
.0

4
7
.5

2
5
.0

5
.0

5
.0

2
5
.0

2
7
.5

2
2
.5

0
.0

0
.0

　
E

1
食

料
品

・
た

ば
こ

1
0
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

　
E

2
繊

維
工

業
5
0
.0

0
.0

0
.0

1
0
0
.0

0
.0

0
.0

5
0
.0

5
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

　
E

3
木

材
・

木
製

品
、

家
具

0
.0

0
.0

3
3
.3

6
6
.7

0
.0

3
3
.3

3
3
.3

0
.0

6
6
.7

0
.0

0
.0

　
E

4
印

刷
5
0
.0

0
.0

1
0
0
.0

5
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

1
0
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

　
E

5
窯

業
・

土
石

製
品

5
0
.0

2
5
.0

5
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

5
0
.0

0
.0

5
0
.0

0
.0

0
.0

　
E

6
鉄

鋼
、

非
鉄

金
属

、
金

属
製

品
1
0
0
.0

2
5
.0

5
0
.0

0
.0

2
5
.0

0
.0

2
5
.0

2
5
.0

0
.0

0
.0

0
.0

　
E

7
は

ん
用

・
生

産
用

・
業

務
用

・

電
気

・
情

報
通

信
・

輸
送

用
6
4
.7

5
8
.8

4
7
.1

2
3
.5

5
.9

5
.9

2
9
.4

1
7
.6

2
3
.5

0
.0

0
.0

　
E

8
そ

の
他

2
8
.6

2
8
.6

5
7
.1

1
4
.3

0
.0

0
.0

0
.0

5
7
.1

1
4
.3

0
.0

0
.0

 F
電

気
･

ガ
ス

･
熱

供
給

･
水

道
業

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

 G
情

報
通

信
業

8
0
.0

4
0
.0

6
0
.0

2
0
.0

0
.0

0
.0

4
0
.0

2
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

 H
運

輸
業

、
郵

便
業

5
0
.0

5
0
.0

2
1
.4

1
4
.3

2
1
.4

2
1
.4

1
4
.3

5
0
.0

2
8
.6

0
.0

0
.0

 I
卸

売
業

、
小

売
業

5
5
.7

3
9
.1

5
1
.3

9
.6

1
5
.7

2
.6

2
0
.0

4
0
.9

1
7
.4

3
.5

2
.6

 J
金

融
業

、
保

険
業

7
7
.3

6
8
.2

4
3
.2

2
.3

1
1
.4

2
.3

1
3
.6

6
5
.9

2
.3

0
.0

0
.0

 K
不

動
産

業
、

物
品

賃
貸

業
3
0
.0

2
0
.0

7
0
.0

3
0
.0

0
.0

1
0
.0

4
0
.0

5
0
.0

4
0
.0

0
.0

0
.0

 L
学

術
研

究
、

専
門

・
技

術
サ

ー
ビ

ス
業

7
8
.9

3
6
.8

4
7
.4

1
5
.8

1
5
.8

1
5
.8

2
1
.1

3
6
.8

0
.0

0
.0

0
.0

 M
宿

泊
業

、
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

7
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

0
.0

4
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

2
0
.0

3
0
.0

0
.0

0
.0

 N
生

活
関

連
サ

ー
ビ

ス
業

、
娯

楽
業

4
7
.8

3
9
.1

5
2
.2

8
.7

2
6
.1

8
.7

2
1
.7

2
6
.1

1
7
.4

0
.0

0
.0

 O
教

育
、

学
習

支
援

業
3
5
.7

3
5
.7

4
2
.9

1
4
.3

0
.0

7
.1

2
8
.6

4
2
.9

7
.1

7
.1

7
.1

 P
医

療
、

福
祉

5
0
.0

2
0
.1

5
1
.4

2
2
.2

2
2
.2

4
.9

1
5
.3

2
9
.2

1
3
.2

2
.1

5
.6

 Q
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業
4
4
.4

5
5
.6

6
6
.7

1
1
.1

1
1
.1

0
.0

1
1
.1

5
5
.6

0
.0

0
.0

0
.0

 R
サ

ー
ビ

ス
業

（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

6
9
.2

5
0
.0

5
0
.0

3
.8

1
9
.2

1
5
.4

3
0
.8

3
4
.6

3
.8

0
.0

0
.0

そ
の

他

規
模

別

産
業

別

女
性

の
能

力
が

有
効

に
発

揮
さ

れ
る

こ
と

に
よ

り
、

経
営

の
効

率
化

を

図
る

た
め

男
女

社
員

の
能

力

発
揮

が
生

産
性

向
上

や
競

争
力

強
化

に

つ
な

が
る

た
め

働
き

や
す

く
公

正
に

評
価

さ
れ

る
企

業

と
し

て
認

め
ら

れ
、

よ
い

人
材

を
確

保

で
き

る
た

め

職
場

全
体

の

モ
ラ

ル
の

向
上

に

資
す

る
た

め

顧
客

ニ
ー

ズ
に

的
確

に
対

応

す
る

た
め

企
業

イ
メ

ー
ジ

の

向
上

に

資
す

る
た

め

労
働

者
の

職
業

意
識

や
価

値
観

の

多
様

化
に

対
応

す
る

た
め

男
女

と
も

に
職

務

遂
行

能
力

に
よ

っ
て

評
価

さ
れ

る
と

い
う

意
識

を
高

め
る

た
め

労
働

力
人

口
の

減
少

が
見

込
ま

れ
る

の
で

労
働

力
を

確
保

す
る

た
め

社
会

的
趨

勢
で

あ
る

た
め

付表 21 
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付
表

2
2

　
ポ

ジ
テ

ィ
ブ

・
ア

ク
シ

ョ
ン

に
取

り
組

ん
で

い
な

い
理

由

（
単

位
：

％
）

総
数

1
0
0
.0

5
4
.2

1
6
.3

5
.2

1
.3

1
.3

9
.0

1
2
.7

 5
～

  
9

人
1
0
0
.0

5
2
.1

1
7
.4

4
.1

1
.4

1
.4

8
.2

1
5
.5

1
0

～
 2

9
人

1
0
0
.0

5
5
.6

1
7
.4

5
.1

1
.1

1
.1

1
0
.1

9
.6

3
0

人
以

上
1
0
0
.0

5
7
.4

1
0
.3

8
.8

1
.5

1
.5

8
.8

1
1
.8

  
  

3
0

～
 4

9
人

1
0
0
.0

5
3
.1

1
5
.6

3
.1

0
.0

3
.1

6
.3

1
8
.8

  
  

5
0

～
 9

9
人

1
0
0
.0

5
0
.0

1
2
.5

1
2
.5

0
.0

0
.0

2
5
.0

0
.0

  
 1

0
0

～
2

9
9

人
1
0
0
.0

6
8
.4

0
.0

1
5
.8

5
.3

0
.0

0
.0

1
0
.5

  
 3

0
0

人
以

上
1
0
0
.0

1
0
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

 A
,B

農
業

、
林

業
、

漁
業

1
0
0
.0

9
.1

2
7
.3

0
.0

0
.0

9
.1

9
.1

4
5
.5

 C
鉱

業
、

採
石

業
、

砂
利

採
取

業
x

x
x

x
x

x
x

x

 D
建

設
業

1
0
0
.0

3
5
.9

1
6
.7

6
.4

3
.8

1
.3

1
6
.7

1
9
.2

 E
製

造
業

1
0
0
.0

3
7
.5

1
9
.6

1
0
.7

0
.0

1
.8

5
.4

2
5
.0

　
E

1
食

料
品

・
た

ば
こ

1
0
0
.0

5
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

5
0
.0

　
E

2
繊

維
工

業
1
0
0
.0

1
0
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

　
E

3
木

材
・

木
製

品
、

家
具

1
0
0
.0

0
.0

5
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

5
0
.0

　
E

4
印

刷
1
0
0
.0

0
.0

1
0
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

　
E

5
窯

業
・

土
石

製
品

1
0
0
.0

4
2
.9

0
.0

2
8
.6

0
.0

0
.0

2
8
.6

0
.0

　
E

6
鉄

鋼
、

非
鉄

金
属

、
金

属
製

品
1
0
0
.0

1
8
.2

1
8
.2

2
7
.3

0
.0

0
.0

9
.1

2
7
.3

　
E

7
は

ん
用

・
生

産
用

・
業

務
用

・

電
気

・
情

報
通

信
・

輸
送

用
1
0
0
.0

4
4
.4

2
2
.2

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

3
3
.3

　
E

8
そ

の
他

1
0
0
.0

2
7
.3

2
7
.3

9
.1

0
.0

9
.1

0
.0

2
7
.3

 F
電

気
･

ガ
ス

･
熱

供
給

･
水

道
業

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

 G
情

報
通

信
業

1
0
0
.0

8
3
.3

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

1
6
.7

 H
運

輸
業

、
郵

便
業

1
0
0
.0

2
4
.1

1
3
.8

6
.9

0
.0

1
0
.3

1
3
.8

3
1
.0

 I
卸

売
業

、
小

売
業

1
0
0
.0

4
6
.7

2
6
.7

8
.0

1
.3

0
.0

8
.0

9
.3

 J
金

融
業

、
保

険
業

1
0
0
.0

1
0
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

 K
不

動
産

業
、

物
品

賃
貸

業
1
0
0
.0

7
5
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

2
5
.0

0
.0

 L
学

術
研

究
、

専
門

・
技

術
サ

ー
ビ

ス
業

1
0
0
.0

6
3
.6

1
8
.2

1
8
.2

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

 M
宿

泊
業

、
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

1
0
0
.0

5
0
.0

3
3
.3

5
.6

5
.6

0
.0

5
.6

0
.0

 N
生

活
関

連
サ

ー
ビ

ス
業

、
娯

楽
業

1
0
0
.0

3
8
.5

2
3
.1

7
.7

0
.0

0
.0

2
3
.1

7
.7

 O
教

育
、

学
習

支
援

業
1
0
0
.0

8
3
.3

8
.3

0
.0

0
.0

0
.0

8
.3

0
.0

 P
医

療
、

福
祉

1
0
0
.0

8
6
.6

6
.7

0
.0

0
.0

0
.0

3
.4

3
.4

 Q
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業
1
0
0
.0

2
5
.0

2
5
.0

2
5
.0

0
.0

0
.0

2
5
.0

0
.0

 R
サ

ー
ビ

ス
業

（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

1
0
0
.0

4
7
.6

1
9
.0

0
.0

4
.8

0
.0

1
4
.3

1
4
.3

男
性

か
ら

の

理
解

が

得
ら

れ
な

い

ポ
ジ

テ
イ

ブ
・

ア
ク

シ
ョ

ン
の

手
法

が

わ
か

ら
な

い

そ
の

他

規
模

別

産
業

別

合
計

既
に

十
分

に
女

性
が

能
力

を
発

揮
し

、

活
躍

し
て

い
る

日
常

の
業

務
が

忙
し

い
た

め
、

対
応

す
る

余
裕

が
な

い

経
営

者
及

び
中

間

管
理

職
や

現
場

管
理

者
の

意
識

が

伴
わ

な
い

経
費

が

か
か

る

付表 22 
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付
表

2
3

 女
性

の
活

躍
を

推
進

す
る

う
え

で
の

課
題

（
複

数
回

答
）

（
単

位
：

％
）

総
数

1
7
.9

6
2
.3

2
6
.3

6
.2

7
.5

2
2
.4

3
.7

7
.0

3
.2

1
7
.7

 5
～

  
9

人
1
6
.4

5
9
.1

2
5
.4

6
.7

5
.3

1
9
.9

2
.8

5
.5

5
.1

2
0
.6

1
0

～
 2

9
人

2
0
.6

6
1
.8

2
4
.9

6
.1

8
.6

2
1
.7

4
.0

9
.4

1
.3

1
6
.6

3
0

人
以

上
1
5
.7

7
1
.5

3
1
.4

5
.2

1
0
.5

3
0
.2

5
.2

5
.8

2
.3

1
2
.8

  
  

3
0

～
 4

9
人

1
7
.4

6
8
.6

2
6
.7

7
.0

7
.0

2
9
.1

4
.7

5
.8

1
.2

1
2
.8

  
  

5
0

～
 9

9
人

2
0
.4

7
5
.5

3
4
.7

2
.0

8
.2

4
0
.8

6
.1

2
.0

4
.1

1
4
.3

  
 1

0
0

～
2

9
9

人
6
.7

7
6
.7

3
0
.0

3
.3

2
0
.0

1
6
.7

6
.7

1
3
.3

3
.3

1
3
.3

  
 3

0
0

人
以

上
0
.0

5
7
.1

7
1
.4

1
4
.3

2
8
.6

2
8
.6

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

 A
,B

農
業

、
林

業
、

漁
業

2
1
.4

7
8
.6

1
4
.3

0
.0

2
1
.4

2
1
.4

0
.0

7
.1

0
.0

1
4
.3

 C
鉱

業
、

採
石

業
、

砂
利

採
取

業
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

 D
建

設
業

1
6
.7

5
9
.2

2
0
.0

7
.5

8
.3

2
3
.3

5
.8

1
0
.8

4
.2

2
0
.0

 E
製

造
業

1
3
.7

5
6
.8

3
4
.7

3
.2

9
.5

2
8
.4

3
.2

9
.5

4
.2

2
0
.0

　
E

1
食

料
品

・
た

ば
こ

0
.0

6
6
.7

3
3
.3

0
.0

0
.0

3
3
.3

0
.0

0
.0

0
.0

3
3
.3

　
E

2
繊

維
工

業
2
0
.0

6
0
.0

4
0
.0

0
.0

0
.0

4
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

4
0
.0

　
E

3
木

材
・

木
製

品
、

家
具

1
6
.7

5
0
.0

6
6
.7

0
.0

0
.0

3
3
.3

1
6
.7

1
6
.7

1
6
.7

0
.0

　
E

4
印

刷
0
.0

0
.0

0
.0

5
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

5
0
.0

　
E

5
窯

業
・

土
石

製
品

8
.3

7
5
.0

3
3
.3

0
.0

0
.0

2
5
.0

0
.0

0
.0

0
.0

1
6
.7

　
E

6
鉄

鋼
、

非
鉄

金
属

、
金

属
製

品
2
5
.0

6
8
.8

5
0
.0

0
.0

1
2
.5

3
1
.3

0
.0

6
.3

6
.3

1
2
.5

　
E

7
は

ん
用

・
生

産
用

・
業

務
用

・

電
気

・
情

報
通

信
・

輸
送

用
1
1
.8

5
0
.0

2
6
.5

2
.9

8
.8

2
9
.4

2
.9

1
4
.7

2
.9

2
3
.5

　
E

8
そ

の
他

1
1
.8

5
2
.9

2
9
.4

5
.9

2
3
.5

2
3
.5

5
.9

1
1
.8

5
.9

1
7
.6

 F
電

気
･

ガ
ス

･
熱

供
給

･
水

道
業

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

0
.0

0
.0

 G
情

報
通

信
業

1
8
.2

5
4
.5

2
7
.3

1
8
.2

0
.0

1
8
.2

0
.0

0
.0

0
.0

2
7
.3

 H
運

輸
業

、
郵

便
業

1
4
.0

5
1
.2

1
4
.0

7
.0

9
.3

3
0
.2

1
1
.6

2
3
.3

0
.0

2
5
.6

 I
卸

売
業

、
小

売
業

2
3
.6

6
3
.9

2
8
.3

8
.4

1
3
.6

1
9
.9

1
.6

7
.3

3
.7

1
2
.0

 J
金

融
業

、
保

険
業

2
5
.0

5
0
.0

4
3
.8

4
.2

0
.0

4
.2

2
.1

0
.0

0
.0

1
8
.8

 K
不

動
産

業
、

物
品

賃
貸

業
1
5
.8

6
8
.4

3
1
.6

1
0
.5

5
.3

2
1
.1

0
.0

1
0
.5

0
.0

2
1
.1

 L
学

術
研

究
、

専
門

・
技

術
サ

ー
ビ

ス
業

2
1
.9

5
3
.1

2
8
.1

1
8
.8

9
.4

3
1
.3

6
.3

0
.0

3
.1

1
8
.8

 M
宿

泊
業

、
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

1
3
.8

5
8
.6

3
1
.0

3
.4

3
.4

2
0
.7

3
.4

0
.0

3
.4

1
7
.2

 N
生

活
関

連
サ

ー
ビ

ス
業

、
娯

楽
業

3
0
.0

6
3
.3

3
0
.0

3
.3

0
.0

2
6
.7

0
.0

1
3
.3

0
.0

6
.7

 O
教

育
、

学
習

支
援

業
2
8
.6

6
1
.9

2
8
.6

4
.8

4
.8

9
.5

4
.8

0
.0

4
.8

2
3
.8

 P
医

療
、

福
祉

1
3
.5

6
9
.2

2
2
.7

4
.2

4
.6

1
9
.6

4
.2

1
.9

3
.8

2
0
.4

 Q
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業
7
.7

6
1
.5

3
0
.8

0
.0

0
.0

2
3
.1

0
.0

2
3
.1

0
.0

1
5
.4

 R
サ

ー
ビ

ス
業

（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

1
7
.3

6
3
.5

2
3
.1

7
.7

5
.8

4
0
.4

1
.9

1
3
.5

3
.8

9
.6

時
間

外
労

働
・

深
夜

労
働

を

さ
せ

に
く

い

女
性

の
た

め
の

就
業

環
境

の

整
備

に

コ
ス

ト
が

か
か

る

重
量

物
の

取
扱

い
や

危
険

有
害

業
務

に

つ
い

て
法

律
上

の

制
約

が
あ

る

そ
の

他
特

に
な

し

男
性

中
間

管
理

職

や
男

性
同

僚
の

認
識

、
理

解
が

不
十

分
で

あ
る

規
模

別

産
業

別

女
性

の
勤

続

年
数

が

平
均

的
に

短
い

家
庭

責
任

を

考
慮

す
る

必
要

が
あ

る

女
性

の
職

業
に

対
す

る
意

識
を

高
め

る

必
要

が
あ

る

顧
客

や
取

引
先

を

含
め

社
会

一
般

の

理
解

が

不
十

分
で

あ
る

付表 23 
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1

 -
 

 

㊙
 
平
成
２
９
年
度
熊
本
県
労
働
条
件
等
実
態
調
査

 

調
 
査

 
票

 

こ
の
調
査
は
、
統
計
以
外
の
目
的
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
事
実
を
あ
り
の
ま
ま
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

ま
た
、
貴
事
業
所
を
特
定
で
き
る
事
業
所
名
な
ど
の
固
有
情
報
が
公
表
さ
れ
る
こ
と
は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。

 
 

 
【記
入
に
あ
た
っ
て
の
お
願
い
】 

●
 回
答
に
あ
た
っ
て
は
、
会
社
全
体
で
は
な
く
貴
事
業
所
の
み
の
状
況
に
つ
い
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

●
 特
に
断
り
の
な
い
限
り
、
平
成
２
９
年
６
月
３
０
日
現
在
の
状
況
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

●
 ご
記
入
い
た
だ
き
ま
し
た
ら
、
調
査
票
を
返
信
用
封
筒
に
入
れ
、
平
成
２
９
年
９
月
２
９
日
（
金
）
ま
で
に
御
返
送

く
だ
さ
い
（切
手
は
不
要
で
す
）。

 

●
 正
社
員
が
５
人
未
満
の
事
業
所
は
、
回
答
い
た
だ
く
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
手
数
で
す
が
、
下
記
問
い
合
わ

せ
先
ま
で
電
話
等
の
ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。
正
社
員
に
は
、
事
業
主
・役
員
は
含
み
ま
せ
ん
：注
）参
照
。

 

【お
問
い
合
わ
せ
先
】 

〒
8

6
2

-8
5
7
0
 
熊
本
市
中
央
区
水
前
寺
６
丁
目
１
８
番
１
号

 

熊
本
県
商
工
観
光
労
働
部

 
労
働
雇
用
創
生
課

 
労
働
企
画
班

 
 
担
当

:佐
藤

さ
と
う

、
永
野

な
が
の

 
Ｔ
Ｅ
Ｌ
０
９
６
－
３
３
３
－
２
３
３
８

 
 
Ｆ
Ａ
Ｘ
０
９
６
－
３
８
１
－
６
９
７
０

 
   
事
業
所

 

所
在
地

 

 （
〒

 
 

 
 
－

 
 
 
 
 

 
） 

ご 記 入 者  

部
課
名

 
 

 

（ふ
りが
な）

 
 

氏
 
名

 

 (
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

) 

事
業
所
名

  

電
 
話

 

 

F
A

X
 

（ 
 
 
 
 
 
） 

（ 
 
 
 
 
 
） 

※
 
ご
回
答
内
容
に
つ
い
て
、
不
明
な
点
な
ど
お
尋
ね
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
記
入
願
い
ま
す
。

 

１
 
事
業
所
の
概
要

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(1
) 
 
雇
用
労
働
者
数
に
つ
い
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
（事
業
主
・役
員
は
除
き
ま
す
）
 
 
（単
位
：人
） 

雇
用

労
働

者
数

 

合
計
人
数

(Ｄ
) 

A
+

B
+

C
 

常
用
雇
用
者

 
注

( ｱ
) 

臨
時
雇
用
者
数

 

注
(ｳ

) 

(C
) 

正
社
員
数

 

注
(ｲ

) 

(A
) 

正
社
員
以
外
の
人
数

 
 
 
 
 
 
注

(ｲ
) 

(B
) 

0
2
 
男

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

0
3

 
女

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

0
4

 
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
※
人
数
は
右
詰
め
で
、
該
当
者
が
い
な
い
場
合
は
「
０
」と
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
 
【
記
入
上
の
注
意
】
 

(ｱ
) 
「
常
用
雇
用
者
」
と
は
、
次
の
①
～
③
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
労
働
者
を
い
い
ま
す
。

 
 

 
①

 
期
間
を
定
め
ず
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
人
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②

 
１
か
月
を
超
え
る
期
間
を
定
め
て
雇
用
さ
れ
て
い
る
人
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③

 
平
成
２
９
年
５
月
及
び
６
月
に
そ
れ
ぞ
れ
１
８
日
以
上
雇
用
さ
れ
て
い
る
人
。

 

(ｲ
) 
「
正
社
員

(A
)」
と
は
、
常
用
雇
用
者
の
う
ち
、
一
般
に
正
社
員
・
正
職
員
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
人
を
い
い
ま
す
。

 

「
正
社
員
以
外

(B
)」
と
は
、
常
用
雇
用
者
の
う
ち
、
一
般
に
正
社
員
・
正
職
員
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
人
以
外
で
、
「
嘱
託
・
契
約
社
員
」

「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
」
「
ア
ル
バ
イ
ト
」
又
は
そ
れ
に
近
い
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
る
人
を
い
い
ま
す
。

 

(ｳ
) 
「
臨
時
雇
用
者

(C
)」
と
は
、
１
か
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
雇
用
し
て
い
る
人
や
日
々
雇
用
し
て
い
る
人
（

(B
)以
外
の
「
嘱
託
・

 
 

契
約
社
員
」
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
」
「
ア
ル
バ
イ
ト
」
）
な
ど
常
用
雇
用
者
の
定
義
に
当
て
は
ま
ら
な
い
人
を
い
い
ま
す
。

 

注
) 
事
業
主
の
家
族
で
、
実
際
に
雇
用
者
並
み
の
賃
金
・
給
与
を
受
け
て
働
い
て
い
る
人
は
「
常
用
雇
用
者
」
又
は
「
臨
時
雇
用
者
」
に

 
 

含
め
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
重
役
や
理
事
な
ど
で
、
事
務
職
員
、
労
務
職
員
を
兼
ね
て
一
定
の
職
務
に
就
き
、
一
般
職
員
と
同
じ
給
与

規
則
に
よ
っ
て
給
与
を
受
け
て
い
る
人
は
「
常
用
雇
用
者
」
に
含
め
て
く
だ
さ
い
。

 

人
 

人
 

人
 

- 
2

 -
 

 

(2
) 
正
社
員
の
管
理
職
数
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
（人
数
を
記
入
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(単
位
：人

) 

管
理
職

数
 

合
計
人
数

 
A

+
B

+
C

 
係
長
相
当
職

 
(A

) 
課
長
相
当
職

 
(B

) 
部
長
相
当
職

 
(C

) 

 
 

0
5
 
男

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
人

 
  
人

 
  
人

 

 

0
6
 
女

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

0
7
 
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 
※
人
数
は
右
詰
め
で
、
該
当
者
が
い
な
い
場
合
は
「
0
」
と
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 

【
記
入
上
の
注
意
】
 

 
 
 
 
 
※
こ
こ
で
の
「
管
理
職
」
と
は
、

 
 
 
 
 
・
事
業
所
の
組
織
系
列
の
各
部
署
に
お
い
て
、
配
下
の
係
員
等
を
指
揮
監
督
す
る
役
職
の
ほ
か
、
専
任
職
、
ス
タ
ッ
フ
管
理
職
等
と

 
 

 
 

 
呼
ば
れ
て
い
る
役
職
を
含
み
ま
す
。

 
  

・部
長
・課
長
等
の
役
職
名
を
採
用
し
て
い
な
い
場
合
な
ど
貴
事
業
所
の
実
態
に
よ
り
、
ど
の
役
職
に
該
当
す
る
か
類
推
し
て

 
 

 
 

 
 

 
  
く
だ
さ
い
。

 
    

(3
) 
正
社
員
採
用
状
況
（平
成
２
８
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
２
９
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
）に
つ
い
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
（
単
位
：人
）   

 
 
 
 

   
人

 
  
人

 
  
人

 
 

 
 

 
 
※
人
数
は
右
詰
め
で
、
該
当
者
が
い
な
い
場
合
は
「
0
」
と
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
【
記
入
上
の
注
意
】

 

「
新
規
学
卒
者
」
と
は
平
成

2
8
年

3
月
に
学
校
等
を
卒
業
し
た
者
、
「
中
途
採
用
者
」
と
は
新
規
学
卒
者
以
外
の
者
を
さ
し
ま
す
。

 

 
 

 

   

(4
) 
１
（１
）で
正
社
員
以
外
の
労
働
者
を
雇
用
し
て
い
る
と
し
た
事
業
所
の
み
お
答
え
く
だ
さ
い
。

 

 
 
正
社
員
以
外
の
労
働
者
を
雇
用
し
て
い
る
理
由
は
何
で
す
か
。
（該
当
す
る
も
の
す
べ
て
に
○
） 

 

1
1

 

経
営
状
態
に
応
じ
た
雇
用
調
整
が
可
能
な

 

た
め

 
１

 

   

 

正
社
員
の
育
児
・
介
護
休
業
等
の
代
替
の

 

た
め

 
５

 

一
時
的
な
繁
忙
に
対
応
す
る
た
め

 
２

 
高
齢
者
の
継
続
雇
用
ま
た
は
再
雇
用
の

 

た
め

 
６

 

人
件
費
等
の
経
費
の
節
約
の
た
め

 
３

 
専
門
的
業
務
に
対
応
す
る
た
め

 
７

 

正
社
員
を
確
保
で
き
な
い
た
め

 
４

 

そ
の
他
（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

）
 

８
 

採
用

者
数

 
合
計
人
数

 

A
+

B
 

新
規
学
卒
者

 

(A
) 

中
途
採
用
者

 

(B
) 

0
8
 
男

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0
9
 
女

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
0
 
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



- 
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 -
 

  
(5

) 
労
働
組
合
の
有
無
に
つ
い
て
、
該
当
す
る
番
号
に
○
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

 

ま
た
、
「
あ
る
」
と
回
答
し
た
事
業
所
は
組
合
名
を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

 

 

労
働
組
合

 

 
の
有
無

 
あ
る

 
無
い

 

1
2

 
１

 
２

 

  
 

 
 組
合
名

 

 

          ２
 
賃
金
制
度

 
 

①
所
定
内
賃
金
（
正
社
員
・
正
社
員
以
外
）
と

 
正
社
員
の
賃
上
げ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
(1

) 
正
社
員
と
正
社
員
以
外
の
１
人
当
た
り
の
所
定
内
賃
金
（平
成
２
９
年
６
月
に
実
際
に
支
払
っ
た
賃
金
）
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
（
単
位
：円
） 

（単
位
：円
） 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※
金
額
は
右
詰
め
で
、
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
（
事
業
主
・
役
員
は
含
み
ま
せ
ん
）
 

    
 

 
【
記
入
上
の
注
意
】
 

 
 「
所
定
内
賃
金
」
と
は
、
定
め
ら
れ
た
所
定
労
働
時
間
に
対
し
支
給
さ
れ
る
も
の
で
、
基
本
給
・
本
俸
、
家
族
手
当
、
住
宅
手
当
、

 

通
勤
手
当
、
役
職
手
当
な
ど
で
す
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
時
間
外
手
当
、
休
日
勤
務
手
当
、
宿
日
直
手
当
な
ど
の
所
定
外
賃
金
や
賞
与
は
含
み
ま
せ
ん
。

 

所
定
内

賃
金

 
正
社
員
全
体
の
平
均

 
（所
定
内
賃
金
の
総
額
÷
支
払
っ
た
人
数
） 

  
 

 
 

 
 

 

   
円

 
 

円
 

所
定
内

賃
金

 
正
社
員
以
外
の
平
均

 
（
所
定
内
の
賃
金
の
総
額
÷
支
払
っ
た
人
数
）

 

 

 

1
3
 
男

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
円

 
 円

 

1
5
 
男

 
 

 
 

 
 

 
 

 円
 

 円
 

1
4
 
女

 
 

 
 

 
 

 
 

1
6
 
女
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(2
) 
正
社
員
の
賃
上
げ
実
施
状
況
（平
成
２
８
年
７
月
１
日
か
ら
平
成
２
９
年
６
月
３
０
日
ま
で
の
間
）に
つ
い
て
、
該
当
す
る
番
号
に

 

 
 
 ○
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。
（
○
は
１
つ
） 

 
 

 
【
記
入
上
の
注
意
】
 

全
員
の
状
況
が
同
一
で
な
い
場
合
は
、
割
合
の
多
い
実
施
状
況
を
１
つ
選
ん
で
く
だ
さ
い
。

 

 
 (3

) 
(2

)の
質
問
で
、
「
１
」
と
回
答
し
た
事
業
所
の
み
お
答
え
く
だ
さ
い
。

 

 
 

 
 

 
正
社
員

1
人
当
た
り
の
賃
上
げ
額
に
つ
い
て
、
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
単
位
：円
） 

正
社
員

1
人
当
た
り
賃
上
げ
額

 

（
賃
上
げ
額
の
総
額
÷
支
払
っ
た
人
数
）
 

 

1
8
 

 
 

 
 

 
 円

 

※
金
額
は
右
詰
め
で
、
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
（
事
業
主
・
役
員
は
含
み
ま
せ
ん
）
 

 ②
冬
季
賞
与
・
夏
季
賞
与

 

(1
) 
正
社
員
に
支
給
し
た
賞
与
の

(a
)支

給
月
数
又
は

(b
)定

額
の
場
合
は
金
額
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

(a
)賞

与
の
支
給
が
月
数
の
場
合

 

 
（
単
位
：
箇
月
）

 
（
単
位
：
箇
月
）

 

支
給
月
数

 
H

2
8
年
冬

 
  箇
月

 

H
2

9
年
夏

 
 箇
月

 

 
   

1
9
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
小
数
点

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
小
数
点

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
（小
数
点
第
２
位
を
四
捨
五
入
） 

【
記
入
上
の
注
意
】

 

 
 
・
支
給
月
数
＝
賞
与
の
総
額
÷

H
2

9
年

6
月
の
所
定
内
賃
金
の
総
額

 

(b
)賞

与
の
支
給
が
定
額
の
場
合

 

 
 

 
 
（単
位
：
円
） 

 
 

 
 

 
 

 
（
単
位
：
円
） 

 円
 

1
7
 

賃
上
げ
（定
期
昇
給
を
含
む
）
を
実
施
し
た

 
１

 

一
時
金
で
対
応
し
た

 
２

 

賃
上
げ
せ
ず
に
、
据
え
置
い
た

 
3
 

賃
金
を
引
き
下
げ
た

 
4
 

支
給
定
額

 
H

2
8
年
冬

 
  円

 

H
2

9
年
夏

 

2
0

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

設
問

(3
)に

お
答
え
く
だ
さ
い

 



- 
5

 -
 

 ３
 
労
働
時
間

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(1

) 
正
社
員
の
１
人
当
た
り
の
所
定
労
働
時
間
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（単
位
：時
間
・分
） 

 

 
 

 
 

 
※
休
憩
時
間
・残
業
時
間
は
含
み
ま
せ
ん
。

 

 
 
 
 
【
記
入
上
の
注
意
】
 

 
 
(ｱ

) 
就
業
規
則
な
ど
で
定
め
ら
れ
て
い
る
時
間
（
始
業
時
刻
か
ら
終
業
時
刻
ま
で
の
時
間
か
ら
、
休
憩
時
間
を
差
し
引
い
た

 

 
 
 
 
 

 
労
働
時
間
）
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
曜
日
、
週
に
よ
っ
て
労
働
時
間
が
異
な
る
場
合
は
、
平
均
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
 
(ｲ

) 
職
種
に
よ
り
所
定
労
働
時
間
が
異
な
る
場
合
は
、
最
も
労
働
者
の
多
い
職
種
に
つ
い
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
 
(ｳ

) 
 変
形
労
働
時
間
制
を
取
っ
て
い
る
場
合
、
年
間
を
平
均
し
た

1
日
・
1
週
当
た
り
の
定
め
ら
れ
た
労
働
時
間
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
 
※
法
定
労
働
時
間
は
、
１
日
８
時
間
、
週
４
０
時
間
で
す
。
た
だ
し
、
常
時

1
0
人
未
満
の
労
働
者
を
雇
用
す
る
商
業
、
映
画
・
演
劇
業
、

 
 
 
 
 
 

 
 
接
客
娯
楽
業
、
保
健
衛
生
業
の
各
事
業
所
に
つ
い
て
は
、
１
日
８
時
間
、
週
４
４
時
間
と
な
っ
て
い
ま
す
。

 

    
(2

) 
正
社
員
の
１
人
平
均
の
年
次
有
給
休
暇
（
平
成
２
８
年
１
月
１
日
か
ら
平
成
２
８
年
１
２
月
３
１
日
ま
で
）に
つ
い
て
記
入
し
て

 

 
く
だ
さ
い
。

 

  
 

 
 
 
＜
１
人
平
均
の
年
休
取
得
状
況
＞

 

※
付
与
・
取
得
に
関
す
る
期
間
の
区
切
り
に
つ
い
て
は
、
会
社
独
自
の
も
の
を

 
 

 基
準
に
し
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

 
 
 
（例
え
ば
、
平
成

2
8
年

4
月

1
日
～
平
成

2
9
年

3
月

3
1
日
な
ど
） 

   

      
 

 
 

 
 
実
際
に
消
化
し
た

1
人
当
た
り
の
平
均
日
数

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
継
続
勤
務
年
数
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
１
人
当
た
り
の
平
均
日
数
（前
年
か
ら
の
繰
り
越
し
分
は
含
み
ま
せ
ん
） 

 

   
＜
参
考
：年
次
有
給
休
暇
付
与
日
数
＞

 
年
次
有
給
休
暇
は
、
雇
い
入
れ
の
日
か
ら

6
か
月
継
続
勤
務
し
、
そ
の
間
の
全
労
働
日
の

8
割
以
上
勤
務
し
た
労
働
者
に

 
対
し
て
最
低

1
0
日
を
付
与
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
後
は
、
継
続
勤
務
年
数

1
年
ご
と
に
一
定
日
数
を
加
算
し
た

 
日
数
と
な
り
ま
す
が
、
一
般
の
労
働
者
の
場
合
は
次
の
と
お
り
と
な
り
ま
す
。

 
(出
典
：
厚
生
労
働
省
有
給
休
暇
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク

) 
   
 

 

 

 

正
社
員

1
人
当
た
り
の
所
定
労
働
時
間

 

2
1
 

1
日
当
た
り

 
 

 
時
間

 
 

 
分

 

2
2
 
１
週
当
た
り

 
 

 
時
間

 
 

 
分

 

2
3
 

有
給
休
暇

 
付
与
日
数

 
（
１
人
平
均
）
 

(前
年
繰
越
分
を

 
除
く

) 

有
給
休
暇

 
取
得
日
数

 

（
１
人
平
均
） 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
  

  
  

 
 

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

  
  

  
 小
数
点

 
 

  
  

  
  
小
数
点

 

  
 （
小
数
点
第
２
位
を
四
捨
五
入
） 

継
続
勤
務
年
数

 
6
か
月

 
1
年

 

6
か
月

 

2
年

 

6
か
月

 

3
年

 

6
か
月

 

4
年

 

6
か
月

 

5
年

 

6
か
月

 

6
年

 

6
か
月
以
上

 

付
与
日
数

 
1

0
日

 
1

1
日

 
1

2
日

 
1

4
日

 
1

6
日

 
1

8
日

 
2

0
日

 

 

日
 

- 
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 -
 

 

(3
) 
平
成
２
８
年
７
月
１
日
か
ら
平
成
２
９
年
６
月
３
０
日
ま
で
の
間
に
子
を
出
産
し
た
正
社
員
、
又
は
配
偶
者
が
出
産
し
た
正
社
員
数
を

 
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
そ
の
う
ち
育
児
休
業
を
取
得
し
た
正
社
員
数
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
単
位
：人
） 

 
合

 
計

 
男

 
女

 

2
4
 
出
産
し
た
正
社
員
又
は
配
偶
者
が
出
産
し
た
正
社
員

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2
5
 
 

上
記
の
う
ち
、
育
児
休
業
を
取
得
し
た
正
社
員

 

（開
始
予
定
の
申
出
を
し
て
い
る
者
も
含
む
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
※
人
数
は
右
詰
め
で
、
該
当
者
が
い
な
い
場
合
は
「
０
」
と
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
 

  
【記
入
上
の
注
意
】 

規
定
は
な
い
が
、
正
社
員
の
申
出
に
よ
り
法
に
基
づ
い
て
育
児
休
業
を
取
得
さ
せ
る
場
合
も
含
み
ま
す
。

 

  (4
) 
育
児
休
業
者
の
代
替
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
い
ま
す
か
。
（○
は
１
つ
） 

 

  
  

 【
記
入
上
の
注
意
】 

 
 

 
 
 
 
 
 
２
つ
以
上
を
併
用
し
て
い
る
場
合
は
、
実
績
と
し
て
多
い
方
に
○
を
つ
け
て
く
だ
さ
い

 

     
 

４
 
誰
も
が
働
き
や
す
い
職
場
環
境
づ
く
り

 

①
 
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス

 

 
(1

) 
「
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
」
と
い
う
言
葉
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。
（
○
は
１
つ
）

 

        

 

注
）
「
ワ
ー
ク
・ラ
イ
フ
・バ
ラ
ン
ス
（
仕
事
と
生
活
の
調
和
）
」と

は
、
「
老
若
男
女
誰
も
が
、
仕
事
、
家
庭
生
活
、
地
域
社
会
、

個
人
の
自
己
啓
発
な
ど
、
様
々
な
活
動
に
自
ら
希
望
す
る
バ
ラ
ン
ス
で
展
開
で
き
る
状
態
」
を
い
い
ま
す
。

 

  
2
6
 

代
替
要
員
（契
約
社
員
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
等
）を
採
用
す
る

 
１

 

派
遣
労
働
者
を
活
用
す
る

 
２

 

社
内
の
他
の
部
・課
か
ら
配
置
転
換
す
る

 
３

 

代
替
要
員
は
配
置
し
な
い

 
４

 

2
7
 

言
葉
も
内
容
も
知
っ
て
い
る

 
１

 

言
葉
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
内
容
は
知
ら
な
い

 
２

 

知
ら
な
い

 
３

 

人
 

人
 



- 
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 -
 

 

(2
) 
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
に
関
し
て
、
実
施
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
か
。
ま
た
、
今
後
実
施
し
た
い
も
の
は
あ
り

ま
す
か
。
（
該
当
す
る
も
の
す
べ
て
に
○
）

 

 

 

実
施

し
て

い
る

 

実
施

し
た い
 

 
実
施

し
て

い
る

 

実
施

し
た
い

 

2
8
 

育 児 ・ 介 護 関 係  

育
児
休
業
制
度

注
（ｱ
） 

 
（法
定
以
上
の
内
容
） 

１
 
 
 

 
１
 
 
 

  

働 き 方 改 革  

テ
レ
ワ
ー
ク
（在
宅
勤
務
等
） 

１
１

 
１
１

 

介
護
休
業
制
度

注
（ｲ
） 

 
（法
定
以
上
の
内
容
） 

２
 

２
 

勤
務
地
の
限
定

 
 
（
転
勤
の
制
限
） 

１
２

 
１
２

 

子
の
看
護
休
暇
制
度

注
（ｳ
） 

 
（法
定
以
上
の
内
容
） 

３
 

３
 

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
や
時
差
出

勤
な
ど
の
多
様
な
働
き
方
体
系

 
１
３

 
１
３

 

事
業
所
内
保
育
施
設
の
設
置

 
４

 
４

 

 

業
務
体
制
・分
担
の
見
直
し

 
１
４

 
１
４

 

育
児
に
関
す
る
経
済
的
支
援

  
 

 
（
保
育
料
や
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
代
の

補
助
等
） 

５
 

５
 

残
業
の
削
減

 
１
５

 
１
５

 

介
護
に
関
す
る
経
済
的
支
援

  
 

 
 

  
（介
護
サ
ー
ビ
ス
費
用
の
補
助
等
） 

６
 

６
 

休
暇
取
得
の
促
進

 
１
６

 
１
６

 

復
職
へ
の
支
援

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（社
内
報
等
に
よ
る
休
業
中
の

 
 

 
情
報
提
供
、
復
職
後
の
研
修
等
） 

７
 

７
 

従
業
員
の
生
産
性
向
上

  
  

  
 
 （
室
内
環
境
の
改
善
な
ど
） 

１
７

 
１
７

 

健 康 管 理 関 係  

産
業
医
に
よ
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
機
会

の
設
定

 
８

 
８

 
外
国
人
材
の
活
用

 
１
８

 
１
８

 

従
業
員
の
健
康
づ
く
り
、
病
気
の
予
防

措
置
・治
療
等
に
対
す
る
支
援

 
９

 
９

 

非
正
規
雇
用
の
処
遇
改
善

 

（同
一
賃
金
同
一
労
働
な
ど
） 

１
９

 
１
９

 

  そ の 他  

そ
の
他
（
具
体
的
に

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
） 

２
０

 
２
０

 
健
康
に
関
す
る
管
理
職
研
修
や

 
従
業
員
へ
の
講
話
の
機
会
の
設
定

 
１
０

 
１
０

 

  
【
記
入
上
の
注
意
】
 

育
児
休
業
・
介
護
休
業
・
看
護
休
暇
制
度
の
法
定
（
平
成
２
９
年
１
月
１
日
育
児
・
介
護
休
業
法
改
正
後
）
基
準
は
次
の
と

お
り
で
す
。

 
貴
事
業
所
に
お
い
て
、
こ
の
基
準
を
上
回
る
規
定
が
あ
れ
ば
○
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

 

(ｱ
) 
「
育
児
休
業
」
・
・
・
・
・

 
子
が
満
１
歳
に
な
る
ま
で
（
両
親
と
も
に
取
得
す
る
場
合
は
１
歳
２
ヶ
月
に
な
る
ま
で

 

上
限
１
年
間
、
ま
た
、
法
で
定
め
ら
れ
た
一
定
の
場
合
は
１
歳
６
ヶ
月
に
な
る
ま
で
）
。

 

(ｲ
) 
「
介
護
休
業
」
・
・
・
・
・

 
対
象
家
族
１
人
が
要
介
護
状
態
に
至
る
ご
と
に
、
３
回
を
上
限
と
し
て
介
護
休
業
を

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
分
割
し
て
、
通
算
９
３
日
ま
で
。

 

(ｳ
) 
「
子
の
看
護
休
暇
」・

・
・

 
小
学
校
就
学
前
の
子
の
看
護
。
子
が
１
人
の
場
合
は
年
５
日
、
２
人
以
上
の
場
合
は

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
年
１
０
日
ま
で
。
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(3
) 
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
に
取
り
組
む
上
で
の
問
題
点
は
何
で
す
か
。
（
○
は
３
つ
ま
で
）

 

 

2
9
 

人
員
に
余
裕
が
な
い

 
１

 
 

生
産
性
や
売
り
上
げ
が
減
少
す
る

 
６

 

育
児
休
業
な
ど
に
よ
る
代
替
要
員
の
確
保
が

困
難

 
２

 
今
の
ま
ま
で
問
題
が
な
い

 
７

 

業
務
管
理
や
人
事
評
価
が
複
雑
に
な
る

 
３

 
行
政
の
支
援
が
不
足
し
て
い
る

 
８

 

従
業
員
の
負
担
や
不
公
平
感
が
増
大
す
る

 
４

 
そ
の
他
（
具
体
的
に

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
） 

９
 

コ
ス
ト
が
か
か
る

 
５

 

    
(4

) 
 
貴
事
業
所
で
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
を
実
現
（
又
は
推
進
）
す
る
た
め
に
必
要
だ
と
思
う
こ
と
は
何
で
す
か
。

 
 
 （
該
当
す
る
も
の
す
べ
て
に
○
）

 

 

30
 

経
営
者
層
（管
理
職
）や
従
業
員
に
対
す
る
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・バ
ラ
ン
ス
の
啓
発
、
研
修
を
行
う
 

１
 

長
時
間
残
業
の
削
減
や
労
働
時
間
の
短
縮
な
ど
、
働
き
方
の
見
直
し
を
行
う
 

２
 

有
給
休
暇
取
得
の
奨
励
、
時
間
単
位
で
の
有
給
休
暇
取
得
な
ど
、
年
次
有
給
休
暇
の
取
得
を
促
進
す
る

 
３

 

経
営
ト
ッ
プ
や
管
理
職
が
率
先
し
て
ワ
ー
ク
・ラ
イ
フ
・バ
ラ
ン
ス
を
支
援
す
る
制
度
（育
児
・介
護
休
業
、

 

短
時
間
勤
務
な
ど
）
を
利
用
す
る

 
４

 

従
業
員
の
ニ
ー
ズ
を
把
握
す
る
た
め
の
意
識
調
査
や
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
す
る

 
５

 

自
社
が
実
施
し
て
い
る
制
度
な
ど
を
従
業
員
に
周
知
し
た
う
え
で
、
積
極
的
に
活
用
さ
せ
る

 
６

 

社
内
に
相
談
窓
口
を
設
置
す
る

 
７

 

そ
の
他
（具
体
的
に

 

   

）
 

８
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 ②
 
女
性
の
活
躍
推
進

 

 
(1

) 
 
貴
事
業
所
で
は
、
女
性
の
活
躍
推
進
（
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
）
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
か
。
（
○
は
１
つ
）

 

 

3
1
 

す
で
に
取
り
組
ん
で
い
る

 
１

 

今
後
取
り
組
む
こ
と
と
し
て
い
る

 
２

 

今
の
と
こ
ろ
取
り
組
む
予
定
は
な
い

 
３

 

わ
か
ら
な
い

 
４

 

 

注
）
「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
」
と
は
、
固
定
的
な
性
別
に
よ
る
男
女
の
役
割
分
担
意
識
や
過
去
の
経
緯
か
ら
、
男
女

 
 

 
労
働
者
の
間
に
生
じ
て
い
る
差
を
解
消
し
よ
う
と
、
個
々
の
企
業
が
行
う
自
主
的
か
つ
積
極
的
な
取
組
を
い
い
ま
す
。

 

＜
参
考
：
取
組
の
具
体
例
＞

 

(ｱ
) 
女
性
の
勤
続
年
数
の
伸
長
・
・
・

 
育
児
・
介
護
休
業
法
で
義
務
づ
け
ら
れ
た
制
度
を
上
回
る
両
立
支
援
措
置
の

 
（
仕
事
と
家
庭
の
両
立
）
 

 
 

  
 
  

 導
入
な
ど
。

 

(ｲ
) 
女
性
の
職
域
拡
大
・
・
・
・
・
・

 
女
性
が
い
な
い
（
少
な
い
）
職
種
等
へ
の
配
置
の
た
め
に
、
必
要
な
教
育
訓
練
・
 

 
研
修
を
実
施
す
る
な
ど
。

 

(ｳ
) 
女
性
の
採
用
拡
大
・
・
・
・
・
・

 
職
場
ご
と
に
女
性
従
業
員
比
率
の
数
値
目
標
を
設
定
し
、
計
画
的
に
女
性

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 
 比
率
を
高
め
る
な
ど
。

 

(ｴ
) 
女
性
管
理
職
の
増
加
・
・
・
・
・

 
昇
進
・
昇
格
基
準
の
明
確
化
、
透
明
化
を
図
る
な
ど
。

 

(ｵ
) 
職
場
環
境
・
風
土
の
改
善
・
・
・

 
女
性
の
み
が
事
務
所
の
掃
除
を
行
う
こ
と
等
、
性
別
役
割
分
担
意
識
に
基
づ
く

 
 

慣
行
の
見
直
し
な
ど
。

 

   

(2
) 
（

1
）
の
設
問
で
、
「
１
」
又
は
「
２
」
と
回
答
し
た
事
業
所
の
み
お
答
え
く
だ
さ
い
。
貴
事
業
所
に
お
い
て
、
女
性
の
活
躍
推
進

 

  
  
（
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
）
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
取
組
を
実
施
（
又
は
予
定
）
し
て
い
ま
す
か
。
（
該
当
す
る
も
の
す
べ
て
に
○
） 

 

                  

3
2
 

仕
事
と
家
庭
の
両
立
の
た
め
の
制
度
を
整
備
し
、
活
用
を
促
進
す
る

 
１

 

女
性
が
い
な
い
又
は
少
な
い
職
務
・
役
職
に
、
女
性
を
登
用
す
る

 
２

 

女
性
の
能
力
向
上
の
た
め
、
教
育
訓
練
、
研
修
、
社
外
研
修
な
ど
を
受
講
さ
せ
る

 
３

 

人
事
考
課
基
準
や
昇
進
・昇
格
基
準
を
明
確
に
定
め
る

 
４

 

女
性
の
管
理
職
登
用
を
増
や
す
た
め
、
具
体
的
な
計
画
や
目
標
数
を
設
定
す
る

 
５

 

性
別
に
よ
る
役
割
分
担
意
識
に
基
づ
く
慣
行
（女
性
の
み
が
事
務
所
の
掃
除
を
行
う
等
）の

 

見
直
し
な
ど
、
職
場
環
境
・風
土
を
改
善
す
る

 
６

 

そ
の
他
（具
体
的
に

 

 ） 

 7
  

設
問

(
2
)
(
3
)
(
5
)
に
お
答
え

 

く
だ
さ
い
。

 

設
問

(
4
)
(
5
)
に
お
答
え

 

く
だ
さ
い
。

 

 
 

- 
1

0
 -

 

 

(3
) 

 （
1
）
の
設
問
で
、「
１
」
又
は
「
２
」
と
回
答
し
た
事
業
所
の
み
お
答
え
く
だ
さ
い
。

 

 
 
 
 
 
女
性
の
活
躍
推
進
（
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
）
に
取
り
組
む
理
由
は
何
で
す
か
。（
○
は
３
つ
ま
で
）

 

 

 

 

(4
) 
（

1
）
の
設
問
で
、「
３
」
又
は
「
４
」
と
回
答
し
た
事
業
所
の
み
お
答
え
く
だ
さ
い
。

 

 
 
 
 
 
女
性
の
活
躍
推
進
（
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
）
に
取
り
組
ん
で
い
な
い
理
由
は
何
で
す
か
。（
○
は
１
つ
）

 

 

3
4
 

既
に
十
分
に
女
性
が
能
力
を
発
揮
し
、

 

活
躍
し
て
い
る

 
１

 

   

 

男
性
か
ら
の
理
解
が
得
ら
れ
な
い

 
５

 

日
常
の
業
務
が
忙
し
い
た
め
、
対
応
す
る

 
 

余
裕
が
な
い

 
２

 
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・ア
ク
シ
ョ
ン
の
手
法
が

 

わ
か
ら
な
い

 
６

 

経
営
者
及
び
中
間
管
理
職
や
現
場
管
理
者

の
意
識
が
伴
わ
な
い

 
３

 
そ
の
他
（
具
体
的
に

 

 

 

）
 

７
 

経
費
が
か
か
る

 
４

 

  

(5
) 
全
事
業
所
に
お
尋
ね
し
ま
す
。
女
性
の
活
躍
を
推
進
す
る
う
え
で
の
問
題
点
は
何
で
す
か
。（
○
は
３
つ
ま
で
）

 

 

3
5
 

女
性
の
勤
続
年
数
が
平
均
的
に
短
い

 
１

 
 

時
間
外
労
働
・深
夜
労
働
を
さ
せ
に
く
い

 
６

 

家
庭
や
育
児
な
ど
家
庭
責
任
を
考
慮
す
る

 

必
要
が
あ
る

 
２

 
女
性
の
た
め
の
就
業
環
境
の
整
備
に

 

コ
ス
ト
が
か
か
る

 
７

 

女
性
の
職
業
に
対
す
る
意
識
を
高
め
る

 

必
要
が
あ
る

 
３

 
重
量
物
の
取
扱
い
や
危
険
有
害
業
務
に

 

つ
い
て
、
法
律
上
の
制
約
が
あ
る

 
８

 

顧
客
や
取
引
先
を
含
め
、
社
会
一
般
の

 

理
解
が
不
十
分
で
あ
る

 
４

 

そ
の
他
（
具
体
的
に

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）
 

９
 

男
性
中
間
管
理
職
や
男
性
同
僚
の
認
識
、

 

理
解
が
不
十
分
で
あ
る

 
５

 
特
に
な
し

 
１
０

 

  

調
査
項
目
は
以
上
で
す
。

 

 

お
忙
し
い
と
こ
ろ
、
ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

 

3
3
 

女
性
の
能
力
が
有
効
に
発
揮
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
経
営
の
効
率
化
を
図
る
た
め

 
１

 

男
女
社
員
の
能
力
発
揮
が
生
産
性
向
上
や
競
争
力
強
化
に
つ
な
が
る
た
め

 
２

 

働
き
や
す
く
公
正
に
評
価
さ
れ
る
企
業
と
し
て
認
め
ら
れ
、
よ
い
人
材
が
確
保
で
き
る
た
め

 
３

 

職
場
全
体
の
モ
ラ
ル
の
向
上
に
資
す
る
た
め

 
４

 

顧
客
の
ニ
ー
ズ
に
的
確
に
対
応
す
る
た
め

 
５

 

企
業
イ
メ
ー
ジ
の
向
上
に
資
す
る
た
め

 
６

 

労
働
者
の
職
業
意
識
や
価
値
観
の
多
様
化
に
対
応
す
る
た
め

 
７

 

男
女
と
も
に
職
務
遂
行
能
力
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
と
い
う
意
識
を
高
め
る
た
め

 
８

 

労
働
力
人
口
の
減
少
が
見
込
ま
れ
る
の
で
労
働
力
を
確
保
す
る
た
め

 
９

 

社
会
的
趨
勢

す
う
せ
い

で
あ
る
た
め

 
１
０

 

そ
の
他
（具
体
的
に

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

）
 

１
１

 



労働に関するご相談は「くまジョブ」へ 

「くまジョブ」とは、県と国が連携して就業支援に取り組む施設の愛称です。 

県の「熊本県しごと相談・支援センター」と国の「熊本県地域共同就職支援セ

ンター」「マザーズハローワーク熊本」がワンフロアに設置されており、しごと

探しのカウンセリングから就職後の支援までを１ヶ所で提供し、求職者一人ひと

りに対応したきめ細かな支援を行います。 

労働相談コーナーでは、賃金や解雇など労働条件に関すること、退職の手続き、

職場でのトラブルなど、労使双方からの様々な労働に関する相談に専門の相談員

が中立の立場から助言を行っています。 

また、必要に応じて、弁護士による特別労働相談（事前予約制：月１回程度）

行います。 

「労働相談コーナー」のほか、下記の窓口がありますので、お気軽にご利用く

ださい。 

 

 

                           キャリア                      

労働相談コーナー              生活相談コーナー       カウンセリング 

                         コーナー 

利用時間                    利用時間           利用時間 

(月～金)            (週１回・木)         (月～金) 

９:００～１９:００     １３:００～１７:００          ９:００～１７:００ 

(土)                                               (土) 

１０:００～１７:００          ※受付時間は、１６:３０まで         １０:００～１７:００ 

※受付時間は、終了時刻の３０分前     ※木曜日が祝日、年末年始になる   ※受付時間は、１６:００まで 

まで                 場合は閉庁                        （予約優先） 

                                ※日曜日・祝日、年末年始は閉庁 

お問い合わせ        お問い合わせ         お問い合わせ 

TEL.096-352-3613            TEL.096-351-0500           TEL.096-352-0895 

 

 

「くまジョブ」 

熊本市中央区水道町８－６ 朝日生命熊本ビル１階 

○熊本県しごと相談・支援センター 

TEL.096-351-0500  FAX.096-374-9377 

○熊本県地域共同就職支援センター 

TEL.096-211-1233 

○マザーズハローワーク熊本 

TEL.096-322-8010 

※専用駐車場及び専用駐輪場はありませんので、公共交通機関をご利用  

ください。 

窓 口 一 覧 



平成 29年度 

熊本県労働条件等実態調査報告書 

平成 30年 3月発行 

発行 熊本県商工観光労働部商工労働局労働雇用創生課 

〒862-8570 熊本市中央区水前寺 6丁目 18番 1号 

TEL 096-333-2338 

カラー版の調査報告書は、県のホームページに掲載しています。 
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発 行 者：熊本県 

所    属：労働雇用創生課 

発行年度：平成２9年度

http://www.pref.kumamoto.jp/ 


